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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １８名） 

────────────────── 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（中川一男君） 御出席まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１６年第４回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、１２月１６日告示され、同日、議

案等の配付をいたしました。 

 今期定例会の運営につき、１１月３０日、１２月

１４日及び１５日に議会運営委員会を開き、会期及

び議事日程等を審議いたしました。その内容は、お

手元に配付の議事日程のとおりであります。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が議案第１号ないし議案第１３号までの１３件であ

ります。 

 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし第４

号までの４件であります。 

 各常任委員会合同の町内行政調査報告がありまし

た。 

 総務文教、厚生常任委員長より、委員会所管事務

調査の報告がありました。 

 議会運営委員長より、議員派遣結果の報告があり

ました。 

 平成１６年第３回定例会において付託の議案第６

号平成１５年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定

の件及び議案第７号平成１５年度上富良野町企業会

計決算認定の件について、それぞれ決算特別委員長

より審査の報告がありました。 

 監査委員から、例月現金出納検査の結果の報告が

ありました。 

 町長から、今期定例会までの主要な事項につい

て、行政報告の発言の申し出がありました。その資

料として、工事発注状況一覧をお配りいたしました

ので、参考資料としていただきますようお願い申し

上げます。 

 今期定例会までに受理いたしました陳情、要望の

件数は１３件であります。その要旨は、さきにお配

りしたとおりであります。議会審議の資料としてい

ただきますようお願い申し上げます。 

 町の一般行政について、小野忠議員外６名の議員

から一般質問の通告がありました。その要旨は、本

日お手元にお配りしたとおりであります。 

 なお、あらかじめ執行機関に質問内容を通告いた

しております。 

 また、質問の順序は、通告を受理した順となって

おり、質問の日割りにつきましては、さきに御案内

のとおりですので、御了承賜りたいと存じます。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付

のとおりであります。 

 本定例会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ９番 米 沢 義 英 君 

    １０番 仲 島 康 行 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月２１日までの

３日間としたいと思います。これに異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から１２月２１日までの３

日間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（中川一男君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長から報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第４回定例
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議会に御出席をいただき、まことにありがとうござ

います。この機会に、去る９月定例議会以降におけ

る町政執行の概要について報告させていただきま

す。 

 まず初めに、私、１１月２８日に執行の上富良野

町長選挙におきまして、町民の皆様を初め、多くの

方々から心温まる御厚情と力強い御支援を賜り、引

き続き３期目の町政の重責を担わさせていただくこ

とと相なりました。 

 大変厳しい選挙でありましたが、私が従来から取

り組んでまいりました行財政改革につきまして、今

回の国、地方を取り巻く極めて厳しい行財政環境の

もとで、引き続き、さらなる行財政改革に向けて推

進していくことで、町民の方々の信任が得られたも

のと考えているところであります。 

 町民皆様から寄せられました信頼と期待にこたえ

るため、また御批判も謙虚に受けとめ、新たな決意

と情熱を持って、我が郷土のまちづくりのために誠

心誠意全力を尽くしてまいる所存でございます。 

 どうか今後とも議員各位並びに町民皆様の変わら

ぬ御支援と御協力を賜りますよう、この機会をおか

りいたしましてお願いを申し上げる次第でありま

す。 

 次に、１１月３０日から１２月３日にかけて上京

して、全国観光地所在町村協議会総会、その後、東

京富良野会総会、翌日の２日には、全国町村長大会

にそれぞれ出席してまいりました。 

 ３日には、北海道における自衛隊削減の見直しを

求める中央要望結団式に参加し、防衛庁、財務省、

衆・参の国会議員、自民党本部など、関係機関に要

望運動を行ってまいりました。 

 次に、１１月６日、平成１６年度の町表彰式を新

設間もない保健福祉総合センターで挙行いたしまし

た。菅野学名誉町民を初め、多くの皆様の御列席を

いただき、町の関係では社会貢献賞９名、善行賞３

団体と４名、勤続表彰２名、国保優良家庭４名の表

彰をさせていただき、さらに感謝状を１名と１団体

に贈呈いたしました。 

 また、教育委員会関係では、スポーツ功労賞４

名、スポーツ奨励賞２団体と１４名、科学技術奨励

賞１名、特別教育賞１名の表彰をいたしたところで

あります。 

 次に、新潟県で発生いたしました中越地震被災者

への対応でありますが、上川支庁管内町村会におき

まして、お見舞いについての対応が協議され、１町

村１０万円をお見舞いとして送ることで決定いたし

ました。管内２０カ町村分２００万円を、町村会で

積み立てしておりました財政調整基金より支出しま

して、お見舞いとして送ったところであります。 

 このことから、各町村個々には対応はしないこと

を申し合わせたところであります。 

 次に、行財政改革実施計画については、今春策定

いたしました新行財政改革基本方針に基づき、平成

１６年度から２０年度までの５年間を計画期間とし

て、９月３０日に策定いたしました。 

 同計画の策定に当たっては、行財政改革推進町民

会議で議論いただくとともに、計画案に対するパブ

リックコメントを実施しながら策定したところであ

ります。 

 議員各位へは、同計画を既にお配りいたしたとこ

ろでありますが、今後ますます厳しさが予想される

行財政環境にあって、計画の着実な推進に御理解と

御協力をお願いいたします。 

 次に、１１月１７日、地方６団体が東京で開催し

た地方分権推進総決起大会に、助役が多くの自治体

とともに出席したので報告いたします。 

 ここでは、国が三位一体改革の全体像を取りまと

めるのに当たり、真の地方分権改革の推進を目指

し、地方６団体でまとめた改革案を確実に盛り込む

ことを求める集会であります。この場で改めて補助

金改革と税源移譲を一体的、確実に実施すること

や、地方交付税による確実な財源調整など、５項目

にわたる緊急決議を行ったところであります。 

 次に、自衛隊関係でありますが、９月２６日、上

富良野多田弾薬支処創立４８周年記念祝賀会がプラ

ザトミヤマで、歴代支処長を初め多数の御来賓、町

民とともにお祝いをしたところであります。また、

富良野地方自衛隊協力会及び上富良野町を代表して

祝辞を述べたところでもあります。 

 次に、１０月９日、北部方面後方支援連隊創隊４

周年記念行事、１０月１７日、北部方面５２周年記

念行事にそれぞれ出席し、また１１月７日に防衛庁

自衛隊５０周年記念が陸上自衛隊朝霞訓練所におい

て内閣総理大臣出席のもと、多数の御来賓、招待者

とともにお祝いをいたしたところであります。 

 １１月７日、自衛隊旭川地方連絡部創立４８周年

記念祝賀会が旭川市のロイヤルマリエベルフォーレ

で開催され、助役が富良野地方自衛隊協力会及び上

富良野町を代表して、多数の御来賓、市民とともに

お祝いをいたしたところでもあります。 

 次に、１１月２５日から２６日にかけて、平成１

７年度の基地関係、基地交付金、防衛施設周辺整備

等に関する中央要望として、助役が全道６１市町村

を代表し、北海道基地協議会役員とともに、総務

省、財務省、防衛庁に基地所在地等による行財政上

の果たすべき役割はますます大きくなりつつあり、

基地所在地等の負担を補うためにも、基地関係予算

の要求を行ってきたところであります。引き続き駐
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屯地と基地の町としての協力関係を維持し、防衛予

算確保に努めてまいります。 

 次に、新防衛大綱策定に伴い、北海道における自

衛隊削減にかかわる要望運動を、１１月１１日、１

２月３日の２回にわたり、自民党、公明党、防衛

庁、財務省に、駐屯地が所在する市町村長と自衛隊

削減反対要望運動を行ってきたところでもありま

す。 

 また、１２月６日、札幌市において、道内の自治

体や経済団体など、道内各地より１,６００名の道

民の皆様が参加をし、北海道における自衛隊削減に

反対する総決起大会が行われ、上富良野町からも８

０名の町民参加のもと、出席したところでありま

す。このことについては、本町の経済基盤や自然災

害の救助活動などのまちづくりに多大な影響が出る

ことから、強力に今後も関係団体と協議をしながら

削減反対運動を行ってまいります。 

 次に、農業関係でありますが、今年の農作物の生

育状況については、５月に入ってから降雨の日が続

き、は種作業等はおくれ気味で経過いたしておりま

したが、６月に入り好天が続き、生育のおくれを取

り戻していると聞き及んでおりましたが、全般的に

記録的な高温続きで、生育の進み過ぎによる収穫量

の減収、また台風１８号による倒伏、脱粒等の被害

が発生したところであります。ここに改めて、台風

１８号で被害を受けられた農業者の皆様方に対し、

心よりお見舞いを申し上げます。 

 また、水稲においては、高温により糖熟度が進

み、収穫作業は早まったものの、茎数は平年を下回

り、収穫減となったところでもあります。 

 畑作物においては、平年作を上回る秋まき小麦と

一部の作物を除き、ビート、タマネギ等は高温小雨

から生育は抑制傾向にあり、収穫減につながるもの

と心配をいたしているところであります。 

 馬鈴薯、ビートなど最終の状況には至っておりま

せんが、台風１８号により被害を受けた農業者に対

し、希望に応じ、次年度以降の再生産のための資金

融資等の支援を行ってまいります。 

 次に、本年度のパークゴルフ場の利用状況であり

ますが、連日、町民の皆様を初め、近隣市町村から

愛好者が訪れ、４月２４日から１１月７日までの１

９８日間で３万７,８６９名、１日平均１９１名の

方々にプレーを楽しんでいただき、閉鎖したところ

であります。 

 次に、第４１回を迎えました町総合文化祭につい

てでありますが、１０月２９日から３１日までの３

日間、社会教育総合センターを会場に開催したとこ

ろであります。日ごろの文化活動の発表の場とし

て、文化連盟初め多くの皆様の作品展示や芸能発表

などが行われました。期間中、２,８２７人の町民

の参加をいたただき、盛会のうちに終了することが

できました。 

 次に、健康づくりと福祉活動の拠点施設として、

平成１５年度、１６年度の２カ年計画で建設を進め

てまいりました保健福祉総合センター「かみん」に

ついてでありますが、９月末に工事が完成し、施設

の引き渡しを受け、その後１カ月間、町民への施設

見学会や物品の購入、備えつけ、事務所の移転等、

開所に向けた諸準備を進めまして、１１月１日に

オープンいたしたところであります。 

 オープンしてから１カ月余りが経過いたしました

が、１１月分の利用状況につきましては、健康遊浴

施設のプール、浴室関係が、水中運動教室参加者、

一般利用者合わせて１,９８５名、多目的ホールの

利用が各種行事や介護予防教室などで１,６３６

名、各団体の会議、研修会利用が８９６名など、施

設全体で５,６９０名、１日平均１９０名の御利用

をいただいている状況にあります。 

 今後も本施設の機能を効率的に活用して、多くの

町民の方々が利用していただけるよう、施設運営に

意を注いでまいります。 

 次に、デイサービス事業についてでありますが、

今後ますます高齢化が進み、在宅サービスの需要が

見込まれますことから、１１月１日から保健福祉総

合センター内に、新たに民間法人の運営によります

デイサービス「かみん」が開設されました。このこ

とによりまして、ラベンダーハイツで運営しており

ました、草分、富原、島津地区のサテライト事業

を、１０月３１日をもって廃止したところでありま

す。 

 今後のデイサービスにつきましては、ラベンダー

ハイツと「かみん」の２カ所で実施し、ラベンダー

ハイツでは１日のサービス時間を、従来の５時間３

０分から１時間延長し６時間３０分の提供時間とし

て、在宅サービスの充実を図ったところでありま

す。 

 新しい体制につきましては、サテライト事業対象

者も含め、今まで御利用いただいておりました利用

者の皆様方の御理解と各事業所のケアマネージャー

の御協力を得まして、スムーズに移行したものと考

えているところであります。 

 １１月の１日平均の利用者につきましては、ラベ

ンダーハイツで１５名、「かみん」で１８名の方に

御利用をいただき、従前と比較して１６名の利用増

となっており、双方とも当初見込みよりも多くの方

に御利用をいただいているところであります。今後

におきましても、より一層高齢者の在宅サービスの

充実に努めてまいります。 
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 次に、町立病院勤務医師の異動についてでありま

すが、平成１３年１０月から勤務していました田中

内科医長には、クリニックを開業することから、８

月末をもって退職することとなりました。 

 後任の医師につきましては、１０月まで待たなけ

ればならない状況の中、町民の診療に支障のないよ

う、院長を初め残りの医師及び旭川医科大学の協力

をいただきながら、２カ月間診療に努めてまいりま

したところ、１０月１日付で櫻井忍医師を内科医長

として勤務をお願いすることとなりました。 

 最後に、建設工事の発注状況でありますが、９月

定例議会に報告以降で入札執行した建設工事は、１

１月１９日現在で６件、事業費総額７,６８８万６,

２５０円となっており、本年度累計では３７件、事

業費総額５億７,０７８万５,２５０円となっており

ます。 

 なお、お手元に平成１６年度建設工事発注状況を

配付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく

存じます。 

 以上をもちまして、行政報告といたします。 

○議長（中川一男君） 以上で、行政報告を終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第１号例月

現金出納検査結果報告の件について、代表監査委員

から報告を求めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 報告第１号例月現金

出納検査結果結果報告の件。 

 例月現金出納検査結果について御報告を申し上げ

ます。概要のみ申し上げますので、御了承を賜りた

いと思います。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行したものであります。 

 平成１６年度８月分から１０月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１０ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 固定資産税のところでご

ざいますけれども、これはものがあっての税金でご

ざいまして、１,５６３万２,６３４円ですか、未収

額になっております。悪質な方については、もう

ちょっと強固な手段をとられても、例えば差し押さ

えをするとか、そういったことはできないもので

しょうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 税務課長、答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 特に悪質な滞納者は

いないと思いますが、この中で５０％が大型の滞納

者でありまして、この方については分納誓約を、た

しか２年間で分納誓約をいただきまして、完納する

ように努めております。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかに質疑がなければ、こ

れをもって、例月現金出納検査結果の報告を終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 報告第２号町内

行政調査の報告を行います。 

 本報告は、各委員会合同の調査でありますので、

事務局長より報告書を朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 町内行政調査報告書を

朗読いたします。 

 町内行政調査報告書。 

 平成１６年第３回定例会において、閉会中の継続

調査として、全議員による調査項目とした町内行政

調査の経過と結果を次のとおり報告する。 

 １、調査の経過。 

 平成１６年１０月１２日、全議員による合同調査

項目である町内行政調査として、町内公共施設等の

現況を視察し、町理事者及び所管課長等から説明を

求め、調査を行った。 

 ２、調査の結果。 

 施設等の把握をすることを重点とし、７カ所の現

地調査を行ったところ、その実態により、今後の議

会審議の資とすることとしたため、特に調査の意見

は付さないこととした。 

 なお、調査した施設等は、次のとおりである。 

 ①商工会コミュニティ施設活用事業。 

 ②日の出公園。 

 ③公共施設等サイン設置事業。 
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 ④クリーンセンター。 

 ⑤産業廃棄物処理場。 

 ⑥江花地区コミュニティ整備事業。 

 ⑦保健福祉総合センター新設工事。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、各

委員長からの補足説明があればお願いいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 以上で、本件の報告を終わ

ります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 報告第３号委員

会所管事務調査の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 初めに、総務文教常任委員長向山富夫君。 

○総務文教常任委員長（向山富夫君） 過般実施い

たしました先進市町村行政調査につきまして、御報

告させていただきます。 

 なお、詳細につきましては、報告書を御高覧賜っ

ていただいていると思いますので、恐縮ですが、概

要について御報告申し上げます。 

 報告第３号総務文教常任員会所管事務調査報告

書。 

 本委員会に所管事務調査として、閉会中の継続審

査に付託された事件について、調査の経過及び結果

を次のとおり報告いたします。 

 総務文教常任委員長向山富夫。 

 調査事件名、先進市町村行政調査の件。 

 調査の概要と経過でございますが、目まぐるしく

変貌する社会情勢の中で、加速度的に厳しさを増す

行政の財政状況、なかなか好転しない地方経済、一

方では少子高齢化の進展等により、行政サービスの

多様化が進み、一層の財政負担が求められており、

厳しい町の財政状況下にあって、その方向性を示す

ことは大変難しいと思われます。加えて市町村合併

問題を初め、これからの小規模自治体のあり方が大

きく問われようとしております。 

 このような状況を踏まえまして、本委員会では閉

会中も継続調査を行うことといたしまして、今後は

より一層住民の皆様が積極的にまちづくりに参加し

ていただける、まちづくりを築いていくことが何よ

りも重要と考え、「住民参加型のまちづくりについ

て」をテーマとし、住民と行政の協働について、バ

ランスシートを活用した行財政運営について、市町

村合併の経過についての３点を調査項目といたしま

して、このたび道外３町を視察させていただき、調

査を実施いたしました。 

 調査の日時と調査地でございますが、平成１６年

１０月１８日から平成１６年１０月２２日まででご

ざいます。 

 調査地は、岡山県の赤坂町、広島県安浦町、愛媛

県中島町の３町でございます。 

 各調査地におきます調査の概要でございますが、

まず岡山県赤坂町は人口５,１０４名でして、岡山

県の南東部に位置しておりまして、岡山市から北へ

約２０キロの距離にあり、主要な産業は農林業、製

造業、小売・サービス業であり、特に米づくりにつ

いては積極的に取り組まれておりまして、地場産の

朝日米を町と企業が連携し、「赤坂天然ライス」と

してブランド化を図り、米の炊飯加工施設を設置

し、おにぎり、おすし、お弁当などに加工して、中

国、関西方面へ積極的に販売を行っております。 

 雇用の面でも、約１００名の農村婦人を雇用して

おりまして、農業振興に大きく寄与しておりまし

た。 

 行財政運営については、バランスシートを積極的

に活用し、財政運営も、町の健全財政とは住民が経

済的に安定して暮らせることと定義しておりまし

て、とりわけ企業誘致には積極的で、町長みずから

がトップセールスとして駆け回り、高度技術工業集

積都市を目指して、大和ハウス工業を初め、多くの

企業を誘致しておりました。 

 また、まちづくりの基本として、まず住民の自主

性を尊重し、町道の維持作業や地域施設の小規模な

補改修をそれぞれの地域の住民に作業委託を行いな

がら、住民のまちづくりに対する自主性を醸成する

ことに重点が置かれておりました。 

 また、委託の機会と委託費についても配慮がなさ

れておりまして、特に町長独自に、町長事業調整費

として年間１,０００万円の予算が認められており

ましたことは特徴的でありました。 

 合併に関しては、本年８月に、近隣４町におきま

して合併協定調印がなされまして、明年１７年３月

７日に、新たに赤磐市としてスタートする予定と

なっておりましたが、赤坂町での注目すべき点とし

て、合併に関する町民の意向は、専門業者に委託を

してアンケート調査を行って、その結果を精査の上

で議会が判断し、地域説明会は開催していないとい

うことでした。 

 また、面積の広過ぎる合併には無理があること

と、合併後、細部にわたるサービスなどが現在より

低下するのではないかという心配もあるということ

をつけ加えておられました。 

 次に、広島県の安浦町でございますが、人口は１

万２,８９２人でございまして、広島県のほぼ中央

に位置しておりまして、町の南側は瀬戸内海に面し

ており、風光明媚なところでありました。 
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 町内の就業者、就学者の５６.３％の人が町外へ

通勤・通学をしているという町で、歴史的遺産や風

光明媚な自然環境を生かし、観光と商業の町として

活性化を図るため、関連業界を初め、諸団体や地域

住民の提案をいただき、住民と行政の協働によるま

ちづくりが進められており、大きな成果を生んでお

りました。 

 特に観光の面においては、海産物を主体とした町

の特産物を生かし、「うまいものが人を呼ぶ、きれ

いな自然が人を呼ぶ、もてなしの心が人を呼ぶ」と

唱え、古い歴史の中から生まれてきた伝統文化を生

かし、住民一丸となった商業、観光の活性化に向け

た取り組みは、強く打つものがありました。 

 さらに、安浦町には、全国的に注目を浴びました

年金保養施設の一つであります「グリーンピア安

浦」があり、現在は町が施設を引き取りまして委託

運営をしておりましたが、至って現在は順調に経営

が行われているとのことでありました。 

 一方、行財政運営におけるバランスシートの活用

については、議会説明用として作成していたものを

町の広報に掲載するようにしたとのことでしたが、

内容についての説明は十分とは言えないとのお話で

もありました。 

 市町村合併についても、広島県が示しました合併

パターンに基づき、呉市を中心とした１市８町によ

ります合併協議が進められ、安浦町においても、地

域意見交換会の開催や町民の意向調査を実施し、こ

れらの結果から合併を推進することとし、本年６月

に議決いたしまして、明年３月に呉市への編入合併

がなされる予定とのことでありました。 

 最後の愛媛県中島町でございますが、ここは人口

６,７７０名、愛媛県松山市の北西１５キロの瀬戸

内海に浮かぶ有人島が６島、無人島２２島から成る

町であります。 

 主要な産業は、ミカンを中心とした柑橘類の栽培

と漁業でありますが、温暖な気候のため、海水浴場

などのレジャー基地にもなっておりました。 

 この町は昭和３８年に、先ほど申し上げました有

人島６島が合併し、中島町となった経過にありまし

て、住民と行政の協働については、とても意を用い

ておりまして、本島以外の島に支所を置かず、地区

事務員を配置し、行政連絡員が週に数回それぞれの

島を回って状況の把握を行っております。地区事務

員も、町の職員ではなく、地区の住民を特別公務員

として委嘱しておりました。 

 また、住民と行政の協働も、中島町民挙げてのイ

ベントとして１９回目を数え、今では全国的にも有

名になったトライアスロン大会がありまして、企画

から運営に至るまで、すべて住民の手づくりで開催

されており、宿泊施設も十分ない中、民泊にて大勢

受け入れ、島民総がかりで取り組み、大きな成果を

上げておりました。 

 次に、バランスシートと行財政運営については、

バランスシートを含め、財政状況を広報により住民

へ周知を図っておりましたが、この中で特に特徴的

な点といたしまして、資本構成で正味資産の中にお

ける一般財源比率が約２５％前後と低く、反面際

立って依存財源が多いことでありました。この点に

ついては、担当者の説明によりますと、離島がゆえ

ということで、問題視は特にしておりませんで、離

島に対しては、さまざまな支援制度がされていると

のことでありました。 

 合併問題に関しては、住民にアンケート調査を実

施した結果を受けまして、平成１４年に中島町から

松山市へ合併協議の申し入れを行いまして、あわせ

て隣の北条市も加わり、明年１月１日に合併し、こ

れによりまして、松山市は人口５０万人都市として

スタートの予定でありました。 

 中島町で、もう１点は野忽那、ノグツナと読みま

すが、野忽那という島の児童数数名の小学校で、昭

和６３年からシーサイド留学制度を立ち上げまし

て、留学生を全国から受け入れ、島民が里親になり

まして、今までに１００名を超える実績を上げてお

りました。その留学生が、野忽那島を第２のふるさ

ととして育ち、人格形成に大いに役立ち、親御さん

を初め、皆さんからとても感謝されているとのこと

でした。学校と地域とのかかわりがますます希薄に

なっていく今日、特に強く心を打たれました。 

 まとめといたしまして、今回の視察調査を通じ、

多くのことを学ぶことができたわけでありますが、

特に行財政改革には、いずれの町も一生懸命取り組

まれておりましたが、共通して言えますことは、改

革の実効を上げるために、徹底して住民の自主性を

引き出し、行政と一体化をして進めようとする姿が

印象に残りました。 

 また、バランスシートの活用については、町に

よって多少違いはありましたが、これは目前に合併

を控えているということもあって違いがあるのかな

というふうな感じを持ちました。 

 一方、自立を大前提とした財政運営を行っていく

ためには、バランスシートを活用した財務の分析は

絶対必要であるなというような認識を強くした次第

であります。 

 また、いずれの町も住民参加やボランティア活動

に対して積極的で、この力を源泉にまちづくりが活

発に行われており、当町においても、一層町民が力

を合わせてまちづくりに取り組むことができるなら

ば、どのような困難も乗り越えて、元気な上富良野

― 7 ―



 

を築けるものと確信したものであります。 

 なお、合併に関して１点、今回視察させていただ

きました３町とも、明年合併する予定であります

が、合併を判断する前提として、住民投票制度を取

り入れず判断なされており、議会の役割について、

改めて一石を投じられたような気がいたしましたこ

とを申し添えまして、報告の概要とさせていただき

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 次に、厚生常任委員長村上

和子君。 

○厚生常任委員長（村上和子君） さきに配付され

ておりますので、御高覧いただいているものといた

しまして、要所のみの報告とさせていただきます。 

 厚生常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会は、所管事務調査として閉会中の継続調

査に付託された事件について、調査の経過及び結果

を次のとおり報告いたします。 

 厚生常任委員長村上和子。 

 記、調査事件名、先進市町村行政調査の件。 

 １、調査の経過といたしまして、厚生常任委員会

は、上富良野町の高齢化が進み、介護保険、老人医

療費などの増加に伴う財政負担が懸念される中、そ

れらの負担軽減のための壮年期の健康づくり対策

と、今後の介護予防等の調査・研究のため、平成１

６年１０月１８日から２２日まで、先進市町村であ

る島根県吉田村、広島県西城町、山口県豊浦町を視

察し、調査を行いました。 

 島根県吉田村につきましては、調査テーマといた

しまして、１、在宅介護と介護予防の充実につい

て、２、壮年期の健康づくり対策について調査いた

しました。 

 吉田村につきましては、人口２,３７６人でござ

いまして、現在の高齢化率は３６.６％となってお

りました。 

 次に、広島県西城町。 

 調査テーマ、在宅介護と介護予防の充実につい

て、２、医療・保健・福祉と生活のつながりについ

て調査いたしました。 

 広島県西城町は、人口が４,９５５人でございま

して、高齢化率は３９.９％となっておりました。 

 次、４ページでございますが、山口県豊浦町につ

きましても、調査テーマ、壮年期の健康づくり対策

について、それから医療・保健・福祉と生活のつな

がりについて調査いたしました。 

 豊浦町は、人口２万２１０人の町でございまし

て、豊浦郡の４町が広域的に連携して健康なまちづ

くりを推進するため、「とようらぐ～んと健康２１

計画」を策定されておりました。 

 最後に、まとめの部分につきまして、朗読をもっ

て報告とさせていただきたいと思います。 

 まとめ。 

 今回の先進地調査は、在宅介護と介護予防、健康

づくり、医療・保健・福祉と生活のつながりについ

て調査テーマを設定し、保健福祉関係施設の利用の

され方や、広域での取り組みについて調査を行っ

た。 

 吉田村では、プールを持つ施設の有効利用によ

り、高齢者の健康づくりを図り、在宅介護の充実に

取り組み、医療費の大幅な縮減に成果をおさめてい

た。 

 西城町では、地域の病院を中心とした医療・保

健・福祉・介護の包括的ケアと地域住民会がみずか

らテーマを掲げ、事業を実施するなど、積極的で自

主的な取り組みが行われておりました。 

 豊浦町では、近隣の町との広域連携を図り、地域

のみならず、広域で若者からお年寄りまで無理なく

できる健康づくりの方策に取り組んでおりました。 

 どの町の施設においても、ただ健康づくりや福祉

施設として利用されるのではなく、そこに多くの人

が集まることで、子供とお年寄り、健常者と障害者

など世代間の交流が生まれ、必然的に健康づくりや

ノーマライゼーションへの意識の向上が図られてお

りました。すなわち、介護保険の充実を図ることよ

りも、高齢者の社会参画や、地域での生きがいを促

す社会基盤整備や、高齢者が地域へ貢献するための

意識の啓蒙を促すことの方が大切である。生涯健康

で豊かな人生を過ごすために、健康は一つの資産で

あり、たとえ病気や障害を持っていても、ＱＯＬ

（生活の質）の向上こそが、高齢者が健康で安心し

て生活を送る大切な要因である。 

 今回調査を実施した各町村において、人口や地勢

などは大きく異なるものの、年をとっても楽しく安

心して暮らしたいという思いは共通のものであり、

本町においても、１１月より利用されている保健福

祉センターを中心に、すべての住民が支え合い、生

き生きと楽しく暮らすための目標と意識を共有し、

それぞれの世代で「自分達に何ができるのか」を再

認識しながら取り組むことが健康づくりへの第一歩

につながり、また重要なことであると考え、報告と

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの両委員長の報告

に対し、質疑があれば受けます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって委

員会所管事務調査の報告を終わります。 

────────────────── 
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◎日程第７ 報告第４号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 報告第４号議員

派遣結果の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 議会運営委員長徳島稔君。 

○議会運営委員長（徳島稔君） 議員派遣につきま

しては、朗読をもって説明をいたします。 

 議員派遣結果報告書。 

 平成１６年第３回定例町議会において議決された

議員派遣について、次のとおり実施したので、その

結果を報告いたします。 

 上富良野町議会議長中川一男様、議会運営委員長

徳島稔。 

 記。 

 １、上川支庁管内町村議会議員研修会。 

 研修の経過。 

 本町議会は、平成１６年１１月１日に中村議員、

仲島議員、向山議員を除く全議員により、旭川市で

開催された上川支庁管内町村議会議員研修会主催の

議員研修会に参加した。 

 研修の結果。 

 研修会に参加し、「地方自治の行方を住民の視点

から考える」をテーマに、評論家、樋口恵子氏より

講演を聴講した。 

 また、上川管内５町村の議会議員がおのおのの議

会運営等について事例発表を行った。 

 以上で朗読説明を終わります。お認めくださいま

すよう、よろしくお願いいします。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって議

員派遣結果の報告を終わります。 

 この際、理事者に申し上げます。 

 報告第３号、報告第４号の調査報告について、今

後の参考とされ、行政運営に反映されんことを期待

いたします。 

────────────────── 

◎日程第８ 町の一般行政についての質問 

○議長（中川一男君） 日程第８ 町の一般行政に

ついての質問を行います。 

 本定例会におきまして、７名の議員より質問の通

告があります。 

 本日は、日程上５名の議員の質問をいただき、議

員各位の御協力をいただきたいと思います。 

 順次発言を許します。 

 初めに、５番小野忠君。 

○５番（小野忠君） 先に、このたび２期８年、実

績と行政改革の断行を訴え、３選されましたこと、

まことに御同慶にたえません。おめでとうございま

す。町長。 

 私は、さきに通告いたしました２項目について町

長にお伺いをいたします。 

 まず、第１点は、選挙公約について。 

 さて、町長はこれから４年間の所信をマスコミに

尋ねられ、基本姿勢として、４年で歳入に見合う行

財政構造に投資のための財源を確保することが課題

であると強調された記事を拝見いたしました。町の

財政は硬直化しているどころか、会社であれば破綻

の財政事情で、平成１６年度の予算においても税収

も期待できず、１０億円に届かず、公債費は１４億

円、人件費は１２億円、債務負担はしろがねが１５

年で１８億円、他会計総支出金１０億円、他義務的

経費１０億円、これだけでも概算４６億円が毎年恒

常的経費として必要であります。 

 対しまして、歳入は町税約１０億円、交付税３０

億円としても、需要と供給のバランスが崩れていま

す。 

 また、町の負の財産は、後世に背負っていく金額

は、一般会計と特別会計及び企業会計で２００億円

を超えて、台所は火の車ではないかと思います。こ

の現実が事実とすれば、平成１８年から上小の改

築、８年前から懸案である図書館整備等を明言さ

れ、国道に町の特産物の販売をする見晴台をつくる

と言及されました。町長としてのコメントは責任あ

る発言として信頼をしている一人として、財政改革

に着実に実績を残されたことは高く評価いたします

が、中には水道の蛇口が壊れていて理解ができない

こともあります。不要不急、経済効果、町民の要求

度合い等に逆行している面が少なからず存在してい

たと思います。３期目は集大成のときであり、自主

財源の伸びが期待できない現状では、上小改築、図

書館整備、見晴台をどのように予算措置して実行す

るのか、この機会に有言実行の意味から町長にお伺

いをいたします。 

 ２点目は、企業振興条例の見直しについてお伺い

をいたしたいと思います。 

 本条例は、昭和５９年に制定され、今日を迎えて

おりますが、そのころは高度経済成長期でもあり、

また、バブルがはじけて十数年を経過し、今や自治

体も財源不足で困窮しています。町も同様であると

存じますが、今後の企業の振興のあり方について、

町長の所信をお伺いをいたしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番小野議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の選挙公約に関する御質問にお答え
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いたしますが、今、国の三位一体改革のもとで、地

方における財政状況は、不透明、不確実であり、本

町の財政状況も非常に厳しい状況にあることは、議

員の御質問にあったとおりであります。 

 さて、私の選挙公約についての御質問であります

が、さきにも述べましたように、厳しい財政状況で

ありますが、まず新行財政改革を着実に進めた中

で、当面抱えている行政課題を少ない予算で大きな

行政効果を上げるように取り組んでまいりたいと考

えているところであります。 

 それでは、具体的な質問の図書館の整備について

でありますけれども、現在新たな図書館の建設につ

いては、今のような財政状況では、早い時点で建設

することは困難だと考えていることから、当面公民

館図書室を２階から１階に移す計画の中で、図書室

の面積拡充と機能も充実した上で、１階部分を図書

館に、２階部分は公民館の複合施設として位置づけ

して整備するよう取り進めたいと考えているところ

であります。 

 この改修に当たっては、平成１７年度において実

現できるよう、北海道地域政策総合補助金の採択を

受けるべく協議を進めさせていただいているところ

であります。 

 また、上富良野小学校の改修についてであります

が、上富良野小学校は、北側から１線、２線、３線

校舎となっているところでありまして、１線校舎は

昭和３５年の建築で、築４４年、また２線校舎は昭

和３６年で、築４３年という、本町の学校では一番

古い校舎であります。 

 改修については、必要な箇所の修理・修繕は逐次

行ってきておりますが、今後も修繕や改修を行いな

がら建物の維持に努めるべきなのか、また、新しい

校舎を建設した方が財政的に有利かなどを比較検討

をしながら、議員各位や町民の御意見をいただきな

がら、将来構想を決定していきたいと考えていると

ころであります。そのため、できるだけ早い時点で

調査費を計上し、客観的に判断できる資料づくりを

進めたいと考えております。 

 また、見晴台公園の件につきましては、北海道開

発局では、既設の島津地区駐車帯の拡張工事が予定

されていることから、それに並行して町において用

地を取得し、立地条件を生かした公園整備を進める

ものであります。 

 この案件につきましては、防衛庁所管の民生安定

事業の採択を受けることを前提に、関係方面と協議

をいたしております。 

 いずれの事案についても、現行の補助制度や起債

の活用を図り、実現に向けた見通しを立てることに

最大限の努力を払ってまいりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、２点目の企業振興措置条例の見直しに関し

ての御質問にお答えさせていただきますが、企業振

興措置条例については、町における企業立地を促進

し、産業経済の発展に資することを目的に、昭和５

９年に制定しております。これまで同条例を適用し

た企業の件数は１３件で、企業の投資総額は、約６

０億４,２００万円となっております。地域に及ぼ

す経済効果は、大きいものと判断しております。 

 町の補助金については、１３件で３億２,５００

万円となっておりますが、一方、企業から納入され

る固定資産税、町民法人税などの税収は、これまで

に約４億９,２００万円となっております。 

 御指摘のように、自治体における財源不足は、今

後も続くものと思いますが、その中にあって、企業

活動がもたらす雇用の確保、税の納入等を考えます

と、企業振興措置により、将来にわたって税収が安

定的に確保されることは、町にとって非常に大きな

効果があるものと考えております。 

 私といたしましては、雇用対策、税収確保の観点

から、今後も企業振興措置条例の適用を継続してい

く考えでおりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ５番小野忠君。 

○５番（小野忠君） 再質問をさせていただきま

す。 

 ただいま町長の答弁もありました、上富良野小学

校改築工事、また見晴台公園については、町民の負

託にこたえていただきたと思います。 

 次、図書館の整備について少しお伺いをいたしま

す。 

 平成１７年度、公民館複合施設としての整備をす

ると答弁ありましたが、図書館工事の改築には予算

はどのくらいが必要なのか、明確な答弁を賜りたい

と思います。 

 次に、振興条例でありますが、現行条例を継続し

ていくので理解してくださいということですが、私

は見直しをすることについてお伺いしたのでありま

して、廃止をすべきであるとは考えておりません。 

 町の財政が硬直化している現状で、道路をつけた

り、水道を布設したり、基盤整備など、条例どおり

財源措置するには不安材料がないかについて尋ねて

いるのでありまして、もう一度町長の答弁を賜りた

いと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ５番小野議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、図書館の整備でありますが、先ほどお答え
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させていただきましたように、本来１６年度、今年

度予算で対応していきたいということでありました

が、財政的に１６年度予算に計上することができ得

ず、また加えて、補助制度があるということで１年

延ばさせていただきまして、公民館の屋根の補修だ

けを先行させて今年度させていただきました。 

 １７年度において、その対応を進めてきたところ

でありますが、基本的に図書室という機能のみより

も、図書館機能を整備・充実することによって、補

助対策の対応が有利になるというようなことも含め

まして、今予算編成の最中でありますが、確定であ

る確数につきましては、数字につきましては、今の

ところ予算編成の最中で確定はできておりませんけ

れども、おおむね６,７００万円相当で対応できる

と。そのうち一部でありますけれども、全部６,７

００万円すべてではありませんが、対象となる部分

の２分の１の補助制度の採択を受けるべく、今取り

進めさせていただいているということで御理解を賜

りたいと存じます。 

 それから、企業振興措置につきましては、議員か

らお話にありましたように、適宜、その都度御提案

させていただきまして、今日まで条例をいろいろと

改正をさせていただきながら運用させていただいて

おりますので、今後も議員の御指摘のように、不都

合な部分が出てきたり、いろいろなものがあるとす

るならば、条例の改正、修正をしながら、この企業

振興措置条例の運用を継続していきたいというふう

に思っておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、５番小野忠君の一般質問を終

了いたします。 

 次に、１３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ

ります２項目５点について質問いたします。 

 まずもって、このたびは町長、激戦を交わされま

して、３期目御当選まことにおめでとうございま

す。 

 早速でございますが、３期目の課題と公約につき

まして質問させていただきます。 

 町長は一貫して行財政改革をさらに推し進め、農

業、商工観光、自衛隊の３本柱が調和のとれたまち

づくりを図りたい。また、第４次総合計画後期の平

成１６年から２０年までを何としても具現化を図り

たいと３期目の抱負を述べられましたが、それらの

予算の裏づけは見通しとしてあるのかどうか、お伺

いいたします。 

 まず、１本柱の農業のまちづくりについて。 

 第５次農業振興計画に基づいて、関連機関と連携

のもと進めていくとのことであるが、これからの農

業経営者は、認定農業者を対象に国や道からの補助

を受けられるが、認定を受けられない約半数の農業

経営者に対して、方策や農地の流動化を急ぐべきだ

と考えますが、どの項目から着手されるのか、お伺

いいたします。 

 ２点目は、２本柱の商工観光行政につきまして質

問させていただきます。 

 シーニックバイウェイとして、地域支援を見詰め

直し、既存観光資源の再活用を目的に、旭川から占

冠ルートを平成１７年度から設置されるが、これら

と国道２３７号線沿いの特産品販売の見晴台構想と

の関連はどうなのか。 

 また、いつごろの完成の見通しなのか、お伺いい

たします。 

 次に、駅前再開発事業の平成１８年度以降の計画

は道の採択事業になるのか、どのような予算の裏づ

けで取り組みをされているのか、お伺いいたしま

す。 

 また、新しい試みとして、地域通貨（エコマ

ネー）制度を設置することや、上富良野町のホップ

が全国にコマーシャルとして流れることから、観光

に訪れる方が多く見込まれるため、この支援策につ

いてのお考えを伺いたい。 

 次に、３本柱の自衛隊駐屯地につきまして質問さ

せていただきます。 

 廃止は町の存亡にかかる、沿線首長と現状維持を

国に要望するとのことだが、１２月６日、千歳市長

の要請を受けて、札幌グランドホテルで行われまし

た。私も行ってまいりました。削減反対の決起大会

には、上富良野町から５０名以上が参加しました

が、町全体として駐屯地存続、隊員削減に対しての

反対運動等の考えはないのか、お伺いいたします。 

 また、来年度は上富良野駐屯地が５０周年の節目

を迎えるに当たり、町としてどのような対応を図る

のか、お伺いいたします。 

 ４点目は、学童保育の充実につきまして、選挙公

約の中に述べられておりましたが、今後の取り組み

について、お考えをお伺いしたいと思います。 

 続きまして、教育長にお伺いしたいと思います。 

 ２項目めの特別支援児に対する体制について。 

 西小学校では、来年７名の特別支援児が入学する

予定であります。現在は町で雇用している臨時職員

がマン・ツー・マンで指導補助をしております。今

後さらに重度の児童が入学してくるため、１人の担

任で２人の児童を指導するということは、到底不可

能でありまして、そのため、来年度も引き続き臨時

講師及び指導助手の継続の要望があるわけでござい

ますけれども、どのように考えておられるのか、お
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伺いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の１点目の

３期目の課題と公約に関する御質問にお答えさせて

いただきます。 

 最初に、農業のまちづくりについては、御質問の

ように、上富良野町農業の発展を目指して、平成１

５年度に、第５次の農業振興計画を策定させていた

だきました。その内容は、農地の流動化への取り組

みを初めとする３点の基本施策と１１項目の施策を

掲げ、推進しようとするものであります。 

 国においては、食糧・農業・農村基本計画の中

で、農業の生産性の向上を目指す施策の一環とし

て、認定農業者や農業法人等担い手を明確にした上

で、農地流動化対策を初め施策の集中化、重点化を

進めようとしておりますし、農業者の皆さんにおい

ては、今後予定される国の施策を見据え、認定農業

者としての申請をするよう検討しておられるものと

思うところであります。 

 農地流動化対策については、平成１２年度から平

成１５年度まで、農業者の農地の集積と耕作放棄地

の防止を目的に、国費事業に町費を加え、合わせて

３カ年間で約１７８ヘクタールの利用権設定を行っ

てまいりました。 

 平成１６年度におきましては、町と農協の独自施

策により、農地の売買を中心とする農地の集積、流

動化に助成し、約２３５ヘクタールの所有権の移転

を行ってまいりました。 

 このような中にあって、今年４月以降、認定農業

者が８８戸増加し、農家戸数４６１戸のうち、約４

７％に当たります２１７戸が、農業経営基盤化法に

基づき、認定農業者として認定されているところで

あります。 

 まだ認定を受けていない農業者につきましても、

今後認定を受けられるよう普及に努めてまいりたい

と考えております。 

 私といたしましては、今後も第５次の農業振興計

画に基づき、農地の流動化、奨励作物の振興事業を

初めとする１１項目について、総体的に推進をする

考えでおりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

 次に、２点目の商工観光行政に関してのシーニッ

クバイウェイと見晴台公園についての御質問にお答

えさせていただきますが、既に御承知のとおり、平

成１５年４月に、旭川・占冠間の国道２３７号線が

モデルルートに指定されて以来、上富良野区内の沿

道にある事業者など、関係者が集まって景観形成の

ために地域協議を重ねてきているところでありまし

て、特に観光客がふえる夏場に向けては、花壇づく

りや体験型のイベント開催など、多くの実践を行っ

てきております。 

 なお、現在、国土交通省北海道開発局によります

と、２００５年度に本格的な導入を目的に、シー

ニックバイウェイ制度に基づくルートを公募すると

聞いております。 

 本町を通る国道２３７号線は、申し上げているよ

うに、景観道路のモデルルートとしての位置づけさ

れておりますことから、景勝地となっている深山峠

を中心とした沿道の景観保全に検討を加えることな

どが課題となっているところであります。 

 また、お尋ねの島津地区駐車帯に隣接する見晴台

地区は、深山峠とは異なる景色で、また市街地郊外

の小高い地形で、交通の要所にあることから、この

地に立ち、町並みを見おろし、その視線の延長に雄

大な十勝岳連峰が眺められる地でもあります。 

 さきの小野議員にもお答えいたしましたように、

北海道開発局による国道駐車帯の拡張工事に併行

し、この地の利用を十分に生かす取り組みとして、

同地区を公園化する計画でありますが、国道２３７

号線の景観道路に隣接していることから、景観を保

全することに重点を置きつつ、憩いの場としての公

園機能、また、利用者への情報提供や地場のＰＲ等

ができる拠点地にしていきたいと考えているところ

であります。 

 この事案は、防衛庁所管の民生安定事業として、

２カ年計画で実現を図れるよう調整を進めておりま

すので、完成年度は平成１８年度になるものと思っ

ております。 

 次に、駅前開発事業の関係についてお答えいたし

ます。 

 駅前整備を行うに当たっては、北海道の街路事業

と駅舎などの施設整備や緑地整備など、町が主体と

なる事業の二本立てになろうかと思います。 

 北海道主体の街路事業については、関連する他の

事業と一体的かつ効果的な整備が必要との観点か

ら、町の事業の実施を前提条件として行われるもの

と考えております。 

 現在、国においては、既存の都市計画事業に加

え、採択事業の範囲を広げるとともに、予算の重点

化を図り、駅周辺整備など市街地活性化に向けた事

業を総合的に支援するため、制度の拡大・充実が図

られております。 

 一昨年策定した駅及び駅周辺商業地域整備構想に

位置づけられている事業については、国が行う支援

事業の採択メニューに含まれるものと理解しており

ますが、事業採択段階において最も重要な点は、事

業実施によってもたらされる効果を事前評価とし
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て、いかに明確化することがであります。 

 事業実施後における整備地区の活用や運営につい

ては、行政だけでは解決できない課題があるのも事

実であり、町民参加や地元事業者を初めとする民間

活力の導入が避けて通れないものと考えておりま

す。 

 厳しい財政状況ではありますが、より有利な財源

の組み立てなど、事務的な作業と並行して、整備後

の運営活用について、商工会を初めとする町民、事

業者の方々と具体的な協議を進めてまいります。 

 次に、観光客の誘導に伴う支援策についての御質

問でありますが、地域通貨制度の創設や、地元に関

するテレビコマーシャルなどへの積極的な支援を講

じてはどうかとのことでありますが、これらには民

間の発想や行動力をもって行う柔軟性が重要な要素

となっておりますことから、行政側の支援ありきを

前提に議論すべきではないと考えているところであ

ります。町が物的支援を講ずるには、一定の制限が

かかりますので、事業者としての柔軟な考え方が損

なわれない範囲で、行政側に何ができるのかなど、

それぞれのケースを十分に踏まえた上で判断を加え

ることが重要なことであると考えます。 

 次に、３点目の自衛隊削減問題についてお答えい

たします。 

 まず、自衛隊の縮小等に関する問題はこれまでも

あり、その都度関係自治体や関係団体の協力をいた

だきながら、一丸となって阻止運動を行ってまいり

ました。 

 このたび、今後１０年の防衛力のあり方を示す新

防衛計画大綱の策定に当たっては、米ソ冷戦構想の

崩壊の一方で、北朝鮮について地域の安全保障にお

ける重大な不安定要因と位置づけるなど、西方重視

の方向が示され、また新たな脅威として、国際テロ

や大量破壊兵器のことが重視される内容となり、こ

の１０日に閣議決定されたものであります。 

 この問題は、国防に関する国家の重要な問題であ

りますが、我が町に自衛隊が駐屯した昭和３０年以

降、この地域の振興発展に大きなかかわりを持って

歴史を重ねてきた事実を振り返りますと、町の存亡

にかかわる大変大きな問題であり、厳しく受けとめ

ているところであります。 

 このようなことから、今後も関係自治体はもちろ

んのこと、多くの団体などとも一丸となって、駐屯

地を有する地域経済の現状や、十勝岳噴火災害発生

時などの防災対策面の実情を訴えながら、現状維持

を防衛庁など関係方面へ強く訴えていかなければな

らないと考えているところであります。 

 また、来年は地元上富良野駐屯地が開庁５０周年

を迎えますことから、富良野地方自衛隊協力会と自

衛隊駐屯地との間で、事業内容等について協議を重

ねておます。今のところ、例年の事業内容をベース

に考えているようでありますが、節目にふさわしい

記念碑の建立や記念誌の発行などについて、提案、

意見等が上がっておりますので、関係する自治体や

団体を挙げて、どの程度協力できるのかについても

相談し、支援を考えてまいりたいと思っておりま

す。 

 次に、４点目の学童保育の充実についての御質問

でありますが、現在、町では両親の就業や疾病のた

め、適切な養育ができない低学年児童を対象とした

学童保育、いわゆる放課後児童健全育成事業を東と

西の両児童館機能を生かして実施しているところで

あります。 

 学童保育の充実につきましては、昨年１１月に実

施いたしました次世代育成支援行動計画策定のため

のアンケート調査においてもニーズが高いことか

ら、本年８月に策定いたしました町の次世代育成支

援行動計画で、平成２１年度までの数値目標を掲げ

ながら、学童保育の充実について位置づけいたした

ところであります。 

 今後は、児童館での受け入れ体制の拡充や内容の

充実を図るとともに、学校空き教室の活用などによ

り、人的管理体制の条件整備を図りながら、学童保

育充実に向け意を注いでまいりたいと考えておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 村上議員の２点目、特別

支援児に対する教職員体制についての御質問にお答

えさせていただきます。 

 西小学校における特殊学級についての現状であり

ますが、現在特別支援児は５名が在席しており、知

的障害児２名で１学級、情緒障害児２名で１学級、

言語障害児１名で１学級の合計３学級の特殊学級を

設置し、５名の教職員で指導を行ってきておりま

す。そのうち、１名の先生については、町独自で雇

用し、きめ細かな特別支援の対応を図ってきており

ます。 

 さて、来年度の特別支援児童に対する体制につい

ての御質問でありますが、障害を持つ児童・生徒の

就学すべき学校の決定に当たりましては、保育所、

幼稚園、母子通園センター、さらに保健師、保護者

からの情報提供を受け、町の就学指導委員会におい

て、その障害の程度や種類により、教育学や医学等

の観点から総合的に判断した中で、児童生徒の就学

すべき学校を決定することになります。最終的に

は、保護者等の意向を受け、養護学校、特殊学級、

普通学級等を選択し、進路を決定していくことにな

ります。 
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 現在、この進路決定の事務を進めているところ

で、この１２月１３日に就学指導委員会を終えたば

かりでありますので、西小学校に来年度特別支援を

要する児童が何名入学するか、きょう現在では保護

者等の意向確認も終えていないことから、不確定の

段階であることを御理解いただきたいと思います。 

 また、来年度の指導体制についてでありますが、

さきにお話しいたしましたように、入学児童がある

程度確定し、その中で国の配置基準に基づいた先生

の配置がなされるわけでありますが、障害の程度も

複雑化、重度化しておりますので、全体の状況や児

童の障害の程度を見きわめた中で、町の財政状況も

勘案し判断をしていかなければならないものと考え

ております。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 再質問させていただきま

す。 

 まず、１本柱の農業のまちづくりの件でございま

すが、第５次農業振興計画が立てられたわけですけ

れども、その中の１１項目、そのどれをとっても必

要だということですけれども、その１１項目の、そ

の総体的に進めていくということなのですけれど

も、そういうことであれば、結局どれも中途半端に

終わってしまうのでないかなということで、主要項

目の優先順位をつけまして、もっとピッチを上げて

スピード化して取り組むべきだと考えますけれど

も、いかがでしょうか。 

 そして、やはり今認定農家になっておくことだと

思うわけなのです。というのは、やはり国や道の補

助の施策が受けられますから。そうすると、今４７

％の認定農家の方がいらして、あと半分以上は、ま

だ認定農家でないということですけれども、まずは

認定農家になってない方というのは、なぜ必要とし

ないのか、やっぱり自己資金がないのか、お金を借

りても７０までに返済の見通しがつかないのか、そ

れから後継者がいないのかとかそれぞれいろいろな

理由があると思うのです。その理由を分析しまし

て、どの部分からか、やっぱり行政が、この部分は

行政なのか、この部分は農協なのか、この部分は自

己なのかというような指導を入れていくべきだと考

えるのですけれども、総体的に進めるということで

すと、ちょっと私はどうかなと考えるわけなので

す。そういったやっぱり指導を入れていくことが早

急に必要ではないかと考えますけれども。 

 それと、また農地の流動化ですが、大分進みまし

て２３５ヘクタールなされたということですけれど

も、あとどれぐらい残っているのか、１７年で、

一、二年ぐらいで１００％の計画を立てて達成でき

ないのかどうか、お伺いしたいと思います。 

 それから、２点目の商工観光行政ですが、シー

ニックバイウェイの制度に基づくそのルートを公募

するということですけれども、現在観光ルートはも

う美瑛町と富良野市とが主でして、上富良野は通過

点みたいな、上富良野ちょっと外れているようなと

ころがありますので、早く上富良野町を行政でもア

ピールするべきではないかと考えますけれども、い

かがでしょうか。 

 それと、見晴台の件ですが、完成は１８年度とい

うことですが、これは間違いないですよね。この面

積等はどれぐらいの規模になるのでしょうか。 

 また、その規模の全体が防衛庁の所管の民生安定

事業としてやれるのかどうか。それによっては、ま

た予算の裏づけ等が難しいのでないかと考えますけ

れども、いかがでございましょうか。 

 それから、駅前開発事業の件ですが、今国の支援

事業の採択メニューになるとすれば、やっぱり早急

に手をつけてやるべきだと思うのですけれども、以

前は、駅舎は補助対象事業でなかったのですけれど

も、今は補助対象として採択されるようになりまし

た。そういった面では補助対象部分が増したという

ことで、予算面で幾らか違ってきますし、もう図面

も何回もできているわけでございまして、要するに

駅前はきれいになって、いい住宅が外になったとい

うのでは困るということですよね。やっぱりそれに

よってどのような効果が出るかというところが、今

一番難しいところだと思うのですけれども、やっぱ

り効果がどのようにできるのかによって、採択にと

いうような話もありますので、だから早速これは商

工会か地元の業者等が中心になりしまて、ＴＭＯが

いいのか、ものづくり会がいいのかわかりませんけ

れども、もうそういった組織を立ち上げて検討に

入った方がいいのでないかと思いますけれども、も

う少しちょっと具体的な取り組みをお願いしたいと

思います。お聞きしたいと思います。 

 それから、エコマネーにつきましては、今町民全

員がボランティア活動をして、これからはどんどん

こういう活動を広げていって、町民が担う部分を分

担してやっていかなければならないと思うのです。

その前に、このエコマネー、福祉に使うか経済に使

うかちょっと範囲を決めまして、これもグループか

団体かどこかに研究というか、勉強をしていただい

て、そういうのを行政で支援できないかどうか、お

考えお聞きしたいと思います。 

 それから、生搾りのコマーシャルの件でございま

すけれども、私は行政ありきと言っておりません。

今度全国ネットでコマーシャルが、上富良野のホッ

プの生産者の方２名と新庄選手と、これが来年の１

月から６月まで流れますから、そうなると上富良野
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のホップがどうなのかなと。これはやっぱり行政が

これを使わない手はないということを申し上げてい

るのでございますが、その点いかがでございましょ

うか。 

 それと自衛隊の削減の問題でございますけれど

も、今ミサイル連隊が千歳にというような、統合さ

れるとか、なくなってしまうのでないかとかとい

う、美唄駐屯地にもミサイル連隊ございますけれど

も、美唄もこれがなくなると大変だと。何とか、す

ぐなくなってしまうことはないとは思いますけれど

も、大変でございますので、町長ひとつ踏ん張って

力を出していただきたいと思いますけれども、何と

かこれは踏ん張っていただきたいと思いますが、い

かがでございますか。 

 それから、４点目の学童保育の件でございますけ

れども、２１年度まで推進していくということです

けれども、２１年度まで数値、今度次世代の計画で

できましたけれども、とりあえず１７年度はどこま

で実施することができるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

 それと、５点目の特別支援児の件でございますけ

れども、教育長は来年何名入学するか不確定だと

おっしゃいましたけれども、どうやら保護者との話

し合いにおきまして、新１年生３名中２名の方が西

小に入学されるということが確定になったと聞いて

おります。とすれば、やっぱりこれはちょっと放っ

ておけないのでないかと。この指導者の取り組みを

していただきたいと思うのですけれども、いかがで

ございましょうか、よろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず最初に、農業問題でありますけれども、第５

次の農業振興計画、１１項目の数多くてどれもとい

うことでありますが、さきにもお答えさせていただ

きましたように、町としてはこの農業の基本項目に

も掲げております、３項目の中にも掲げております

農地の流動化対策だとか、奨励作物の推進等々を重

点的に対応しながら、この１１項目についても取り

進めていくということでありますが、１１項目その

ものに財政投資をしなければならない項目ばかりで

ございません。そういうことで、農業者の意識の問

題だとか、食に対する安全・安心の取り組みだと

か、消費者ニーズへの取り組みだとか、あるいは地

産地消への取り組みだとかというようなことを重点

項目の中で１１項目掲げているところでありまし

て、特にその中で一番大きな課題というのは、農地

の流動化への取り組み、あるいは土地改良事業への

取り組みということでありますが、今、富原地区が

土地改良事業を進めておりますけれども、これらを

含めながら島津地区の土地改良事業の推進等々も図

るよう進めていきたいということで、この１１項目

は、どれも重要な課題として位置づけしております

ので、これらをＪＡ、農協さんとも連携を図りなが

ら推進をしてまいりたいというふうに思っておりま

すので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。 

 また、農地の流動化について、今流動化されない

で残っている面積がどれぐらいかということは質問

にもございませんでしたので、私は調査しておりま

せんので、後ほどまた確認をしていただければとい

うふうに思うところ、担当の方に確認をしていただ

ければと思うところであります。 

 それから、また認定農業者、これについても議員

おっしゃるとおり、４７％というのは、２１７戸と

いうのは非常に少ないと。しかし、大幅にふえたわ

けです。過去においては、本当に何十戸ということ

だったのですが、現在推進を図ることによって、４

７％、２１７戸にふえたと。今後もこの農業認定者

制度に合致しなければ、いろいろな制度の恩典がな

いということでありますので、農業経営をする方々

につきましては、今後も認定農業者としての対応を

図れるように、行政としても最大限の対応を進めて

まいりたいというふうに思っておりますので、今後

も継続して進めていきたいと思っていますので、御

理解を賜りたいと思います。 

 次に、シーニックバイウェイの問題であります

が、このシーニックバイウェイにつきましては、我

が町からも、この関連でＮＰＯ等々との協議の中

で、我が町でも３団体だったか４団体かちょっとあ

れですが、団体が参加して、この協議を進めている

ところでございまして、決して上富良野が残されて

いるということではございませんので、ひとつ上富

良野の各組織の皆さんの方々も非常に関心を持っ

て、このシーニックバイウェイの協議の中で大いに

発言をし、指導力を発揮しているということでござ

いますので、ひとつ今後もそれらの方々の御努力に

期待をしながら、行政としての支援策も講じていき

たいというふうに思っておりますので、御理解を賜

りたいと思います。 

 それから、それに伴います見晴台の件であります

が、これにつきましては、さきにもお答えさせてい

ただいておりますように、北海道開発局が駐車帯を

つくっていただけるということに便乗し、便乗した

と言ったらおかしいですけれども、並行して、その

周辺で町としての対応を図っていきたいということ

でございます。ですから、まだ用地の交渉にも入っ

ておりませんので、地主さんが本当に分けてくれる

のかどうかと、価格対応もまだまだでございます。
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国としては、来年度の４月あるいは５月ぐらいまで

には用地の交渉を決着したいというような考えを

もっているかに情報を聞いておりますけれども、ま

だ交渉にも入っておりませんから、さも決まったよ

うなことを申し上げることは、まことにあれであり

ますが、国がつくる駐車帯が対応でき得れば、町と

しては先ほど来お話しありますように、防衛予算の

民生安定事業予算を適用させていただいて、その整

備・充実に努めたいというふうに思っているところ

でありまして、この町がやる対応につきましては、

防衛施設局の方は、内々御理解をいただいていると

いうことであります。ですから、基本的には開発局

が行う駐車場ができるかどうかということが、これ

が大きな要因をなすわけでありますから、私どもと

しても開発局との調整を進めながら、この実現に向

かって努めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、駅前開発でありますけれども、これに

つきましては、駅前開発構想もでき上がって、それ

に向かって今いろいろと地域の皆さん方と調整をさ

せていただきながら、商工会の皆さん方とも調整を

していただいているところでありますが、これから

地域の皆さん方とともに、これの対応を図っていく

ためには、ひとつ地域の盛り上がりと、そして、そ

の効果がどのようにあらわれてくるのかというよう

なことを十分に対応した中で推進を図っていかなけ

ればならないというふうに思っているところであり

ますが、これには相当数の財政投資を伴うというよ

うなことから、まだ御案内のとおり、町としては実

施計画の中に載せておりません。今後これが第５次

の総合計画の中に位置づけされていくのか、その第

４次の総合計画の中で、何とか地域の皆さん方の盛

り上がりと、財政運営を図りながら、その対応が進

めていけるのか、これからの課題として十分私とし

ては財政状況を見きわめつつ、また地域の盛り上が

りを見きわめつつ考えていきたいというふうに判断

をしていきたいというふうに思っているところであ

りますが、御案内のとおり、街路事業として北海道

の採択を受けるためには、町がやる事業が同時並行

で対応していかなければ、北海道の街路事業として

の採択は受けられない。 

 従前のように、北海道の街路事業だけやってくだ

さいと、これやっていただけるのであれば、これは

一番いいわけでありますが、そうはいかない。その

周辺の整備を町がどこまでやるのか、その町のやる

事業が、その財政能力からして、今我が町におきま

しては、なかなかそれの決断ができないという状況

にありますので、これらにつきましても、十分今後

の財政状況を見きわめつつ、北海道との調整、ある

いは、この駅前周辺の整備事業に対する国庫予算補

助等々の状況を見きわめながら、一般財源の拠出が

どの程度で抑えていけるのか、そういうふうなこと

も含めつつ判断をしていきたいというふうに思って

おりますので、ひとつ御理解を賜りたいと思いま

す。 

 それから、エコマネーにつきましては、これは当

然にして地域の皆さん方がそういう対応を図って、

この事業の推進を図る組織が立ち上がるとするなら

ば、行政として支援できるものについては、十分認

識を図りながら行政としての支援をさせていただき

たいというふうに思っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

 また、ホップ等の全国ネットでの放映、コマー

シャルの放映等々で上富良野のＰＲがなされるとい

うことにつきましては、非常にありがたいことでご

ざいまして、これらにつきましては、今後上富良野

の観光、あるいは上富良野の地域振興の中で大いに

生かしていけるように、行政は何をやるべきなの

か、何ができるのかというようなことについても十

分検討を加えてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 それから自衛隊問題、これはもう本当に重要な問

題でございまして、先ほど来お答えさせていただい

ておりますように、今期の防衛計画大綱がつくられ

たと。言うならば、１０年に１回で防衛庁自衛隊が

発足して５０年でありますから、６回目の防衛計画

大綱がつくられたわけでありますが、今日まで５回

つくった防衛計画大綱が大幅に方向が変わったと。

言うならば、御案内のとおり、我が町、我が国の脅

威から、領土への侵略行為というものが脅威から薄

らいできたと。だから機甲集団、戦車あるいは火

砲、こういったものが、今まで整備してきたものが

必要なくなってきた。そのかわりに、ミサイルだと

か、テロだとか、国際貢献だとかということに重点

を置いていくという方向変換をされた防衛計画大綱

ができ上がった。その計画大綱に基づきまして、中

期防衛整備計画が出されたと。 

 御案内のとおり、戦車は６００台、火砲は６００

万ということになりますと、御案内のとおり、お互

いに三百数十両、数十門の火砲と戦車を減らさなけ

ればならない。そして、北方脅威論がなくなって、

西方脅威論が出てきたと。そのことから、北部方面

隊の陸上自衛隊の隊員数も削減すると。当然にして

火砲がなくなり、戦車がなくなれば隊員も減ってく

るわけでありますが、そのような状況下にありまし

て、我が町は特科部隊、機甲部隊ということで、火

砲と戦車を抱えた駐屯地でございますから、一番先

に、その削減の前提に上がっているという危機感を
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持っているところであります。 

 しかし従前、今まではオール北海道で北部方面隊

の削減反対ということで、オール北海道で中央要望

してまいりました。防衛計画大綱ができ上がり、中

期防衛計画ができ上がり、今度はオール北海道で行

動することができない。今までともに共同歩調で中

央要望しておりました千歳市の山口市長さん、恵庭

市の黒氏市長さん、私どもと一緒になって中央要望

してまいりました。今これからは、上富良野町と千

歳市、恵庭市との綱引きであります。今までともに

行動、運動してきた仲間と、今度は綱引きをしなけ

ればならない。 

 そういう中にありまして、私は上富良野町だけで

なくて、富良野地方自衛隊協力会傘下の６自治体と

ともに、そして地域住民の皆さん方とともに、上富

良野駐屯地の削減については反対運動を展開し、こ

ういう状況でありますから、北部方面隊の大きな改

編と隊員の減少は、これは避けて通れない。ですか

ら増隊・増員などというような夢は語れませんけれ

ども、最大限現状維持の部隊維持をしていけるよう

な状況で要望運動を展開していきたい。そのために

は、議員の皆さん方や町民の皆さん方の御理解をい

ただきながら、６自治体の皆さん方の御協力を賜っ

て、過般から富良野市も中富良野町さんも削減反対

の意見書を議会は議決していただいているというあ

りがたい情報を聞いておりますので、こういった地

域との連携を図りながら、削減については最大限抑

止する、抑えるように努力していきたい、そして、

情報の収集をしていきたいというふうに思っている

ところでありますので、御理解を賜りたいと思いま

す。御協力を賜りたいと思います。 

 さて次に、最後に学童保育の件でありますが、学

童保育につきましては、１７年度どのようにやるの

かということでありますが、１７年につきまして

は、現在行われております東西児童館の充実対応を

図っていかざるを得ないのかなと。しかし、今エン

ゼルプランができ、支援実行計画が整っているわけ

でありますから、これに基づきまして早急に、過般

も各小中学校の校長先生にお願いをして、この学童

保育についての協力もお願いを、全校長先生にお願

いをいたしております。空き教室、これから施設を

建てるということには全くなりませんので、今の施

設をいかに利用していくか、そういうふうなことを

考えながら、空き教室等々の利用を図れるようにと

いうことで、校長先生にも御協力をお願いしている

ということでありますので、これからその対応につ

いては進めさせていただきたいというふうに思いま

すが、１７年度に即その実現に向かうということは

難しいと。施設をどこに設けるのかということで難

しいなというふうに思っておりますが、早急にこれ

らの対応を含めて是正を図っていきたいと思ってお

りますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 村上議員の御質問

にお答えをいたします。 

 農地の流動化関係でありますけれども、これまで

約８０ヘクタールが未流動化農地になっておりま

す。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 村上議員の特別支援児に

対する教職員体制についての再質問にお答えをさせ

ていただきます。 

 さきにお答えをさせていただきましたように、１

２月１３日に、町の就学指導委員会において審査が

行われました。その結果を教育委員会の方に答申を

いただいたところでございます。その中で教育委員

会といたしましては、現在保護者の意向確認、また

学校やなんかの校舎の受け入れ体制等を勘案した中

で、今事務を進めているところであります。 

 そのような中で、今その子の将来にとって、また

障害の程度、それから状況によって、今後判断を教

育委員会として、していかなければならないものと

いうふうに考えているところであります。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長は、３本柱の調和が

崩れ、調和をとりながら町政をやりたいとおっ

しゃってますけれども、まず我が町の基幹産業は農

業であると、この１本柱がだんだん崩れてきてから

手を打ってもちょっと遅いと思いますので、まず農

業の経営者の現況をもっと調査すべきでないでしょ

うか。先ほど申し上げました、認定農家になれない

という人は、いろいろな理由があるのだと思うので

す。それらをもうちょっと早急に、先ほど申し上げ

ました３項目、そういった現況をもっと調査すべき

でないでしょうか。 

 それと、見晴台のところ、面積をお聞きしたので

すけれども、どれぐらいの平米、面積ぐらいになる

のか、ちょっとお尋ねしているのですけれども、そ

こら辺はまだあれなのでしょうか、よろしくお願い

したいと思います。 

 それから、特別支援児の件ですけれども、これは

西小学校にかけてお聞きしましたらそういうことで

ございますので、早急にこれ放っておくわけにいか

ないと思いますので、今の特別支援児は本当に教育

長も御存じかと思いますけれども、いろいろな範

囲、本当にいろいろと現況をとらえていただいてい

ると思いますけれども、何とかそうなりますと、今
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１名雇っていただいている方が６年生が卒業すると

いうことで、一応これで打ち切りになるということ

で、新たにまたなるのかと思いますけれども、財政

もなかなか厳しい中であれでございますけれども、

やっぱりこの子供たちにひとつよろしくお願いした

いと思いますけれども、いかがでございましょう

か。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 農業につきましては、御案内のとおり、我が町の

基幹産業でありますから、農業の衰退は地域の衰退

にもつながるということでありますので、何として

も活気を持っていただきたいというふうに思います

が、そのための農業認定者制度に、なぜこのような

状況にあるのかということにつきましては、担当課

長の方からお答えさせていただきます。 

 次に、見晴台の件でありますが、先ほどもお答え

させていただきましたように、まだ用地の交渉にも

入っていない。ですから何ヘクタール、どれぐらい

の土地を買って、開発が駐車場をどれぐらいつくる

のか、そしてまた町がそういった中で、町がどのよ

うな施設をどれだけの面積でつくるのか、そういっ

た構想は全くなされておりません。ただ、先ほど来

お話ししているように、開発が駐車場をつくるとい

うことで進んでおりますので、それを町としては、

その駐車場を利用した中でのあの見晴らしのいいと

ころを活用したいというふうに考えておりますの

で、これからの４月の、あるいは５月のころには、

用地の契約をしたいというお話でありますので、そ

ういう中で対応がなされるものと、それに沿って町

の計画を立てていきたいというふうに思っています

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 村上議員の御質問

にお答えをいたします。 

 認定農業者の件に関することだということだと思

いますけれども、約４７％の農業者が、今認定農業

者として認定されているわけでありますけれども、

残りにつきましては、いろいろな問題があるかと思

います。御指摘のように、農業後継者の問題、ある

いは年齢等の問題、それから経営に関する問題、い

ろいろなことがあるかと思いますけれども、この認

定農業者につきましては、農業者みずからがその農

業改善計画、いわゆる農業経営基盤強化法に基づい

て認定するものでありますから、あくまでもその農

業者みずからが、私はこういう経営をしたい、こう

いう農業をしたいというそのビジョンを描くことが

必要になってきます。そういう中におきまして、町

としてはそういう指導もします。当然しますけれど

も、あくまでもやっぱり主体となるのは農業者とい

うことで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 村上議員の特別支援児に

関する再々質問でありますが、まず、御承知おきを

いただきたいのは、特別支援児に対する職員体制に

つきましては、特殊学級においては、１人の先生で

８名まで、それから養護学校においては、１人の先

生において６名までというのが国の基準になってい

るところであります。 

 そのような中で、今年度は西小学校において非常

に大変なお子さんをお預かりするということで、特

別に町として配慮をした中で、今対応を図ってきて

いるところであります。 

 そのような中で、今、来年度に、新年度に入学が

予定されている子が、本当にそのような状況なの

か、また、そうすることがいいのかというようなこ

とを全体的に判断した中で、また保護者とも十分お

話し合いをさせていただいて、そんな中から決定す

ることになっていこうかというふうに考えていると

ころであります。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１３番

村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前１０時５６分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩前に引き続き、一

般質問を続行いたします。 

 次に、１２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 私は、さきに通告してあ

ります３項目について質問させていただきます。 

 まずもちまして、町長、３期目の御当選おめでと

うございます。 

 それでは、１点目でございます。行財政改革にお

ける各補助団体の統廃合について質問いたします。 

 １７年度の各補助団体の補助金に対して、およそ

平均１５％の削減の指示があったが、１７年度で不

足する財源が４億６,６００万円、平成２０年度ま

での５カ年では、２６億２,０００万円の財源不足

が予測される中、事務事業の見直しを図る７０事業

中、４３事業の１５％を削減したところで、削減額

２,０８３万８,０００円、さらに１８年度以降２０

年度までも、この予算の削減幅が大きくなる繰り返

しが予想され、今の状態では各団体の運営が不可能

となり、ただ存在のみで事業のできない団体をつく

ることになりかねない。このことから、１７年度は
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将来に向け、現在ある各補助団体の事務事業の改革

に向け、統廃合を行うべきと考えるが、町長の所感

を伺いたい。 

 ２項目めについてです。 

 陸上自衛隊上富良野駐屯地削減対策について。 

 政府が平成１６年度末に策定する新たな防衛計画

の大綱の案の骨格が、先日の新聞で明らかになっ

た。その内容は、従来の大規模侵攻対処に重点を置

いた体制から、新たな脅威に対応する体制、すなわ

ち多機能で弾力的な実効性ある防衛力概念へと変更

になった。 

 ここで問題となるのは、陸上自衛隊の定数の大幅

な削減であり、特に陸上自衛隊の重装備である戦

車、火砲の大幅な削減と北海道の師団、駐屯地の廃

止削減を焦点とした新たな防衛計画の大綱は、当町

の根底を揺るがす大きな問題である。 

 先日、財務省案の北海道の陸上自衛隊削減案が報

道され、防衛庁としては別案を提言しているが、こ

のままでは当町の駐屯地の削減はもとより、駐屯地

の存続まで危機にさらされている状況も懸念され

る。 

 町長においても、北海道の駐屯地等所在自治体３

７市町村の連名による要望の提出を初め、先日の中

央要望団結式の出席など、各種のアクションを起こ

しているが、多機能で弾力的な実効性ある防衛力概

念に基づき、当町は活火山十勝岳を有する町である

ので、その地の利を生かした大規模災害等に即応で

きる災害派遣のための新たな特殊部隊の誘致、ま

た、近年話題に上がっているＰＫＯなど、国際貢献

を図る特殊部隊の訓練ができる駐屯地整備や演習地

拡充などの率先した提言をして、他の基地を持つ自

治体とは群を抜く、斬新的かつ現実的構想を国や防

衛庁などに提言して、駐屯地存続に向けた行動をと

る必要があると考えるが、町長の考えをお伺いした

い。 

 ３点目について、児童・生徒登下校の安全対策に

ついてお伺いいたします。 

 昨今のニュースで報道され、いまだ犯人がつかま

らないまま、非常に痛ましい奈良県の小学生殺害な

ど、近年の児童を巻き込んだ犯罪は、凶暴性のみな

らず、猟奇性をも感じる事件に発展してきている。 

 当町においても、最近、児童・生徒の登下校時に

不審者が多発しているとの関係機関からの通達が

あった。また、未遂に終わり、事件にこそならな

かったものの、小学生の下校時をねらった自動車に

無理やり乗せようとする誘拐未遂まで発生している

現状である。 

 このような未曾有の状況の中、上富良野町におけ

る児童・生徒の登下校及び放課後の安全対策につい

て、どのような方策をとるのか、危機管理について

のお考えをお伺いしたい。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の１点目の

補助金の整理、合理化に向けた御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 御承知のとおり、補助金は民間の個人や団体が行

う一定の公益性のある活動を支援するために行われ

る公金の支出であります。本来民間の活動は、民間

の個人や団体が自力で資金を調達して実施すべきも

のであります。したがって、補助金の交付は、それ

にふさわしい要件を満たしていなければならないと

いうのが補助金の原則と考えているところでありま

す。 

 平成１７年度以降の予算編成に向けましては、今

春より、すべての事務事業について、行政内部にお

いて評価検証作業を行い、当面の対応として廃止す

べきもの、縮小すべきものなどを整理したところで

あります。 

 この中には、各団体に交付している補助金も含ま

れているところであります。これらの作業の中で、

縮小に向け取り組む事業としては、７０事業のうち

補助事業が４３事業ありますが、平成１７年度予算

編成に当たっては、その削減目標を７０事業全体で

１５％と指示したところであります。 

 補助金の整理、合理化に当たっては、平成１０年

にその指針を示し、これまでも取り組んできたとこ

ろでありますが、本年９月に策定いたしました行財

政改革実施計画においても、実施項目の一つとし

て、さらに取り組みを強化していくこととしている

ところであります。 

 計画においては、平成１６年度、１７年度にすべ

ての補助金について、補助要綱、交付団体の予算、

決算、事業計画、事業実績等をチェックして補助効

果を検証し、さきに述べました補助金の原則に立ち

返って、実践方針、その達成目標を設定していくと

ともに、補助申請の内容を客観的に審査する機関と

して、補助金審査委員会、仮称でありますが、設置

してまいりたいと考えております。 

 このような意味から、議員御指摘のように、平成

１７年度は、補助金改革に向けて重要な年度と受け

とめているところでありまして、ただ、各団体の統

廃合につきましては、それぞれの団体がそれぞれの

目的を持って自主的に設立されているものと受けと

めておりますので、町が統合などの指導をすること

は、その自主性を阻害することとなり、いかがなも

のかと存じているところであります。あくまでも

個々の団体、その活動目標に照らして、みずからが

他の団体と話し合いをし、統合等を考えていくべき
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ものと思います。お互いに効率化を果たしていくよ

うな動きがあるとするならば、大いに支援してまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、２点目の陸上自衛隊上富良野駐屯地削減対

策に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 この関係につきましては、村上議員にもお答えい

たしましたが、さきに閣議決定されました新防衛計

画の大綱では、陸上自衛隊の編成定数は１５万５,

０００人となったところであり、現大綱の１６万か

ら５,０００人の削減にとどまる内容となっており

ます。 

 また、想定される脅威が大きく変化していること

を受けて、戦車や火砲なども大幅に削減する内容と

なっておりますことから、地元駐屯地に深くかかわ

る内容であり、大きな衝撃を受けたところでありま

す。 

 なお、議員から提言のありました特殊部隊の誘致

等については、国家を防衛する上で、どこにどのよ

うなものを位置づけするかについては防衛上の問題

となりますので、その知識を持たない一自治体が、

その要望をもって提言することは、まことに僭越な

ことであり、いかがなものかと考えているところで

あります。 

 いずれにいたしましても、自衛官の削減問題に対

しては、地域の実情を訴え、現状をできる限り維持

していただけるよう、関係市町村とも十分に連携を

とり合って取り組んでいく課題と考えておりますの

で、議会を初め、町民の皆様方の御協力をお願いい

たしたいと思っているところであります。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １２番金子議員の児童・

生徒の登下校時の安全対策についての御質問にお答

えいたします。 

 最近のテレビや新聞に、児童・生徒を巻き込んだ

事件が毎日のように報道されております。上富良野

町におきましても、１１月の初旬の６日から１７日

まで連日のように発生し、合計１７件の誘拐未遂ま

がいの事件や、不審者の出没が教育委員会に報告さ

れたところであります。 

 上富良野小学校より、いち早く教育委員会や各学

校に情報の提供がなされ、その後、早速、学校、警

察、ＰＴＡ、上富良野の青少年健全育成を進める

会、防犯協会などなど、それぞれがパトロールや街

角に立っての見守りなどの活動を進めてまいりまし

た。 

 また、防災無線による町内放送やチラシの全戸配

布、さらにタクシー会社や自衛隊への協力依頼な

ど、想定されるあらゆる対策を講じてまいりまし

た。 

 幸い大きな事件に至ることなく、最近は沈静化し

経過していることは、警察を初め各学校、各種団

体、また、地域の皆さんの献身的な活動の成果のた

まものと心から感謝を申し上げる次第であります。 

 しかしながら、残念ではありますが、まだ根本か

らの解決には至っていない状況にあることから、学

校、関係機関の協力を得ながら、事件抑止のための

活動を継続しているところでありますし、今後も引

き続きあらゆる方策を講じてまいりたいと考えてお

ります。 

 さらに、このような不審者対策は、次代を担う子

供たちの安全確保のため、地域全体が関心を持って

いただくとともに、地域での子供たちへの優しい見

守りが不審者出没の抑止力になるものと考えており

ますので、町民の皆さんの御支援、御協力を賜りた

いものと考えております。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 再質問でございます。 

 まず、１点目の補助団体等の件でございますが、

各補助団体も、現在おのおのの所管の課により、補

助等の指示が行われております。そんな中、本年度

は８％減、そしてまた来年度は１５％の総体での削

減を目標として行っているところでありますが、本

来の団体の目的の補助を行っているというのも十分

理解させていただくところでありますけれども、や

はりこのままその削減幅を大きくしていくだけで

は、補助団体の本来の活動目的もままならない状況

になっているのが現状であるということを、まず理

解していただきたいと思います。 

 加えて、現状行われている団体の事業というの

は、先ほどの補助金の性質、原則の中にあります民

間が行う公益性のある活動という、その活動以上の

ことを行っている団体が数多くあるということも、

町長に認識していただきたく思い、その活動が行財

政の効果を図っていくためにも、むしろ行政が行う

ことよりも、こういった補助団体にアウトソーシン

グを図る方が、その効率性であり、適応性であり、

また柔軟性においても望ましいということは、町長

みずから御承知のとおりだと思っております。 

 現在、補助事業を行っております４３の団体は、

もちろんそれぞれに歴史があり、個々の必要性は大

きいと私も十分理解しているので、何とかこの事業

を円滑に、さらに恒久的に存続するためにも、この

１７年度に、町長みずからが事務事業を統合した方

が、よりよい事業ができると判断するものに対して

は、やはりその必要性を真摯に伝えていくことは、

決して私は越権行為であるとは思いがたく、むしろ
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現在のこの縦割りの行政の殻を越えることができる

唯一の指導者であると、私は考えます。 

 ですから、この１７年度というのは、やはり行財

政の観点からおいても、非常に重要な年度になりま

すので、町長が勇気と真心を持って、その町長の姿

勢が、団体に説得をしていただいて、この意義ある

団体の育成や、その発展に寄与する大事な分岐点の

年にもなると思います。 

 先ほどおっしゃっていただいた補助金審査委員等

の付託も大事ではありますが、やはり真心を持った

町長の、具体的にどの団体とどの団体ということは

私は申しませんが、その事業がより力を合わせるこ

とによって効率が図られるものというのは、町長み

ずから御承知であると思いますので、ぜひ慎重かつ

大胆な決断をすべきと考えますので、その方策を

とっていただきたく考えます。 

 また、２点目の自衛隊の削減の問題でございます

が、この先ほどの答弁を先輩同僚議員の再々質問等

の答弁から見ますと、ちょっと若干食い違っている

感覚が否めないのではありますが、確かに先般の閣

議決定の報道で、陸上自衛隊の再編の定数は１５万

５,０００人と、財務省案から見れば、大きく削減

幅は縮小されてはおりますが、しかし、まだまだ当

町の削減がなされないと決まったわけではありませ

ん。 

 もちろん、マスコミの風評に踊らされる必要はあ

りませんが、しかしまた、国や防衛庁の決定事項に

一地方自治体がとやかく言及すること、これもおか

しいということも理解はいたしますが、しかし、こ

のまま黙って何もしないということはおかしいと思

います。何もしないというのは言い過ぎかもしれま

せんが、もちろん削減反対の運動は、先ほど午前中

の町長のるる御説明がありましたとおり、非常に熱

心に削減反対の大会であり、運動であり、そういっ

たことをされている。 

 また、オール北海道の動きにおいても、歩幅を合

わせながらやってこられた努力は、もちろん評価い

たすところではありますが、やはり町長３期目にな

りましたし、２期前から、この上富良野町の基本理

念の中に、町長の理念の中に、３本の柱に重要な陸

上自衛隊上富良野駐屯地のことを掲げているわけで

ありますから、それであれば、なおのこと、このこ

とにはもっともっと、より積極的な行動をとってい

ただきたく考えます。 

 また、新たな防衛計画大綱や、それによって策定

されました中期防衛整備計画ではっきりとこの北海

道の人員と装備の再編がうたわれているわけでござ

います。答弁の中にありますように、地域の実情を

訴え、現状をできる限り維持していただくよう関係

市町村と連携を云々とあるわけでありますが、私か

ら見れば、このような要望などは、まるで現状問題

にそぐわない甘い判断だと判断させていただきま

す。 

 きつい言い方になるかもしれませんが、大店法の

規制緩和の中で、大型店の出店の反対を唱えると等

しいぐらい甘い考えではないかと思っております。

さらに先ほどの答弁にもありましたとおり、災害派

遣や国際貢献等の特殊部隊の誘致についても、僭越

であるとか、そういったことをどうこう議論して、

躊躇して、結果の是非をとにかく言う前に、まず地

方の自治体として、特にこの上富良野町として、誘

致に歓迎する姿勢を見せることが、私は大事なこと

だと判断させていただきます。 

 削減反対の行動については、先ほども言ったよう

に非常に熱心に行われてはいますが、先ほど町長み

ずから答弁されたように、今後は道内の自治体にお

いても綱引きがあるというのであれば、もっともっ

と現状にそった実情をしっかり静観して、その中で

今後の対応策を、正確な判断のもと行っていただき

たいと思います。 

 この上富良野町は、私が言うまでもなく、半世紀

近くにわたり、駐屯地と地域とのすばらしい調和が

なされて、日本一駐屯地と自治体がよい関係を持っ

ているということは、町長がふだんから言及してい

ることではないでしょうか。この重要な時期ならば

こそ、町長に今まで２期８年間の実績を生かす最大

の時期のチャンスと考えます。 

 先ほど以来答弁でありましたように、国の防衛政

策に地方自治体の意見がどこまで反映されるかは、

皆目見当もつきませんし、また、その影響は限りな

く無に等しいかもしれません。しかし、ここ上富良

野駐屯地の地域との関係、また、隣接する活火山十

勝岳のふもとの演習場との関係などから、ぜひ新た

な部隊の誘致にも積極的姿勢をこの地方から中央に

向けて発信することも重要と考えますが、いかがお

考えか、お聞かせいただきたい。 

 ３点目の登下校の危機管理について、再質問させ

ていただきます。 

 先ほど教育長から答弁ありましたとおり、確かに

不審者に対する抑止力というものは、最終的には地

域のあり方や地域の姿勢が大きく関与すると私も判

断いたします。 

 町として、このままでは何も根本的な解決になら

ない、防衛策にもならないとお答えいただいたよう

に、確かに根本的なものには、解決というのは根の

深いものがあると思います。犯罪ですから、さまざ

まな原因があることは理解いたしますが、残念なが

ら、先ほど教育長の答弁の中のあらゆる方策を講じ
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ていきたいと、答弁の中で具体的なちょっと方策

が、私ちょっとわかりかねましたので、一つ具体的

な事例をとって、当町においても、それが参考とな

るかどうか提言させていただきたく思います。 

 ことしの７月に大阪で起きました児童・生徒の誘

拐未遂の事件、その対応が非常によい例になります

ので、当町も参考にしていただきたく思います。 

 実は子供を守ろうメールの輪、安心メールと称し

て、事件発生後、素早く被害の状況や、容疑者に関

する情報を保護者の携帯電話などにメール配信する

システムが導入されました。実際に大阪の池田市

で、この犯人がメール配信システムにより逮捕さ

れ、誘拐は未然に防がれたという事実がございま

す。 

 １６年度の警視庁のまとめによりますと、２００

３年度、幼児と小中学生が被害に遭った刑法犯事件

は、何と１０万８,２５５件に上り、５年前から比

べまして、１万５,０００件もふえているのが現状

であります。このことは、当町上富良野において

も、決して他人事ではなく、今、先月、不審者の行

動に対してとられました関係機関の自衛隊やＰＴＡ

など、地域の協力は今までどおり行っていただきた

いが、残念ながらこの協力にも限界があると思いま

す。 

 今回とられました不審者に対しての防災無線やチ

ラシの全戸配布等も効果は大きかったと思います。

しかし、このタイムリーさというか、時間的問題に

は、いま一つ決定的なものに欠けていると私は判断

いたします。 

 子供を守っていくには、地域の目は大切でありま

す。しかしながら、それには情報の速報性というも

のが不可欠であり、子供を安心して育てて教育でき

る環境づくりというのは、町の使命でもあり、地域

の願いでもあることは間違いありません。情報化時

代だからできる児童・生徒の安全対策であるこの

メール配信システムの早期導入の必要性があると私

は考えますが、その点についていかがか、お伺いい

たします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、補助金等の問題でありますけれども、これ

につきましては、先ほど来お答えさせていただいて

おりますように、行財政改革の中で取り進めていく

課題でありますので、この対応につきましては、十

分に事業評価を進めながら対処していきたいという

ふうに思っております。 

 この統廃合等々につきましては、やはり基本的に

町がそれぞれ説明をして統廃合を促進していくこと

のでき得る組織と、それから例えばラベンダー祭

り、火祭りが統合されたように、それぞれの組織が

自主的に統合していく組織と、いろいろなものがあ

ろうかと思うところでありますが、今、町として考

えているのは、例えば交通安全協会と防犯協会を一

つの生活安全協会、あるいは地域安全協会的なもの

で一つにまとまらないかなというようなことも含め

ながら、それぞれの組織に声をかけていたりしてお

りますけれども、基本的に、私が先ほど申し上げま

したように、そうは言っても、これは二つの組織が

判断をして考えるべきものというふうに認識いたし

ておりますので、行政が主導してまとめて統合して

いくということには、なかなか難しい課題があると

いうふうに思っております。 

 ただ単に、それぞれの組織というものにつきまし

ては、先ほど来お話し申し上げておりますように、

現在、先ほどもお答えさせていただきましたが、７

０ある今の対応の中で、うち補助事業が４３事業、

１７年度においては、その７０の中の１５％につい

て、その対応を図っていきたいということでありま

して、補助金額的には、今年度予算編成に当たりま

して方針を指示してございますが、義務的経費だと

か、そういったものを除いた中での前年度歳出一般

財源の１０％削減をもって予算要求をしてこようと

いうことで指示いたしているところでございます。 

 ただ、これにしても、往々にして各組織の皆さん

方に誤解を生むところでありますが、私としては一

律１０％の削減ということで指示しているのでなく

て、総体的な額の中で１０％削減せよということで

ございますので、それぞれの部局に対する総体的な

額の中で１０％。ですから、場合によっては、必要

なところにつきましては現状であろうし、また増額

することも可能であろうし、ただし、総体的な１０

％削減だよということの対応を指示しているという

ことで、それぞれの事業評価をして、補助金を必要

とする、そしてそのことが補助金支給の原則にのっ

とった形の中の組織であるならば、今後も継続して

対応していくようなことを考えていかなければなら

ない。 

 議員心配されておりますように、毎年１０％ずつ

削減したら、１０年たったらゼロになるではないか

ということには、私はならないというふうに認識い

たしておりますので、御理解をいただきたいと存じ

ます。 

 それから、自衛隊の削減の問題、これについては

余り生ぬるい、甘いという御指摘をいただきまし

た。私は私なりに努力をしておりますが、議員が御

発言にありましたように、陸上自衛隊の訓練等々に

関しても、北海道の利点と、そして我が町には演習
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場を抱えた駐屯地であると。それから、多田分屯地

という日本有数の弾薬貯蔵基地を持っていると。そ

して、議員がお話にありました最も重要なことは、

この５０年の長きにわたりまして、自衛隊と地域と

の信頼関係というものが非常に全国的にも有数な地

域として、中央でも認められている地域であるとい

うことを前提としながら、今後演習場の、利用しや

すい演習場への整備拡充を図ることも含めた中での

いろいろな要望展開をしていきたいというふうに

思っておりますが、今、新たな部隊の編成というこ

とにつきましては、議員も御理解いただけるよう

に、今回の防衛計画大綱の中では、中央即応手段と

いうものが新たにできると。これはテロ対策集団で

ありますけれども、これは中央にできて必要なので

あって、北海道にその部隊を置いて、東京で何か

あったときにすぐ飛んで行けるかといったら、そう

いうことにはなりませんから、これはどうしたって

中央にでき上がる部隊であるということであります

から、誘致というのはなかなか難しいと。新組織の

編成というのはなかなか難しいということでありま

す。 

 そして、基本的に我々は十分な対応をしなければ

ならないというのは、北部方面隊が改編されるとい

うことです。ですから、その北部方面隊の４万３,

０００体制になった、過去におきましてはソ連邦の

崩壊によりまして北方脅威論がなくなったときに、

数万人の自衛隊が西方に移動していって、北部方面

隊の自衛官の大移動がなされた。 

 そして、今、私は２次移動だというふうに思って

おりますが、現在の４万３,０００体制が、これが

縮小されていくと。新聞報道等々では、３万７,０

００体制で６,０００人減るのでないかというよう

なお話でありますが、また、確認した中では、その

６,０００人の確認というのは、私もとれておりま

せん。陸幕あるいは中央等々でいろいろと情報収集

しておりますが、それについては、まだその北部方

面隊の改編については、これは実施されるというこ

とは承知しておりますが、６,０００人になるの

か、７,０００人になるのか、８,０００人になるの

か、あるいは５,０００人で済むのか、これについ

ては、まだ人数的には掌握しておりませんけれど

も、何せ縮小されることは、これ１００％である。

１１師団が旅団化されていくと、これは完全になる

と。そのことによって、三千数百の隊員は減ってい

くと。その隊員は北部方面隊に残るのでなくて、西

方の方へ行くと。 

 また、火砲、戦車、これについても６００両とい

う削減ができた。この戦車については、例えば九〇

式戦車であれば、乗員は３名であるけれども、整備

員だとかいろいろなもの含めれば７名ぐらいになる

のだと。１両なくれば７名いなくなると。これらに

ついても、隊員は西方へ動いていくということに相

なるわけでありますから、それを何としても抑え

て、地元上富良野駐屯地の規模は、現状の規模を維

持していくように、これは何としても努力をしなが

ら、今までのこの地域の利点を、そしてまた理解を

していただいているいろいろな問題点等々を提起し

ながら、現状維持に向かって全力を挙げて要望運動

の展開をし、対応していきたいというふうに思って

おりますので御理解を賜りたい、そして御支援を賜

りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） それでは、登下校時の安

全対策についてお答えをさせていただきますが、先

ほどもお答えをさせていただきましたように、それ

ぞれの団体とか機関、また警察等がパトロール、ま

た街角に立っての見守り、これらの継続はしていか

なければならないものというふうに考えております

し、また町の広報、また防災無線、チラシ等の全戸

配布等も、今後も必要に応じて対応していきたいと

いうふうに考えているところであります。 

 いずれにいたしましても、先ほどもお答えをさせ

ていただきましたが、やはり地域と学校、それから

行政、また各職域やなんかが連携して、全体がこれ

からの子供のために対応していくということが必要

だというふうに認識をいたしております。 

 さらに、御提案いただきました大阪の池田市の

メール配信装置の導入等についても、中身やなんか

についてもよく研究、検討をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 以上をもちまして、１２番金子益三君の一般質問

を終了いたします。 

 昼食休憩といたします。 

○事務局長（北川雅一君） 午後１時から再開いた

します。 

────────────────── 

午前１１時５１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩に引き続き、一般

質問を続行いたします。 

 次に、１１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私は、さきに通告いたし

ました３項目９点について一般質問を行いたいと思

います。 

 まず、１項目めは、樹木の保護対策についてでご

ざいます。 
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 公共施設の植栽は、その施設の環境と景観の調和

のために必要なもので、施設利用の皆様の憩いのオ

アシスにもなっております。しかし残念なことに、

車の排気ガス被害と思われる植栽樹木への影響が次

の２カ所で見られます。 

 １カ所は、社会教育総合センター正面左側の植栽

２本が茶色に変色をしています。２カ所目は、駅前

駐車場で、駅正面に向かって左側に２本、右側に１

本が社教センターと同様に茶色に変色し、駐車中の

排気ガスの影響を受けていると推測されます。 

 町は、その実態を承知のことと思われるが、その

対策をどのようにされていたか、お伺いをいたした

いと思います。 

 次に、２点目、本年度はかつてないほど台風が発

生し、また北海道に上陸する台風も多く、特に台風

１９号による当町の被害は大きなものでした。学校

敷地内の樹木の折倒木や、プール屋根に被害があっ

たが、上富良野中学校の駐輪場横の折倒木は、授業

開始後であり、倒木が自転車小屋の鉄骨屋根に支え

となって、生徒自転車に被害がなかったのが幸いで

あり、万一の場合、大きな被害が予想されます。 

 今後、公共施設内の樹木等を専門家による点検に

よって、樹木保護と樹木伐採等について定期的に行

うべきと考えるが、それらの措置についてお伺いい

たします。 

 ２項目め、以前の定例議会一般質問でのその後の

措置状況ということでお尋ねを申し上げたいと思い

ます。 

 今般、条例の廃止ということで、納税貯蓄組合の

補助金の関係が出ております。これを私は過般の一

般質問の中で、上川町村会の指導に基づいて、早期

に解消ということで申し上げましたけれども、これ

らの関係が今回の議会で出たということで、一つの

一般質問での意義が大きく反映されたというような

感じを持っております。 

 それで、まず１点目は、上富良野町衛生センター

についてでございます。 

 これは、平成１５年６月定例で私は一般質問をし

たところでございますけれども、まず一つは、処理

棟については、構造的にほかへの転用が難しい施設

なので、取り壊しをすることとし、解体費用につい

ては、実施計画の中で平成１６年度に所要額を計上

しているところである。 

 ２点目は、管理棟については再利用を考えている

と、１５年６月の定例で私の質問に対して町長は答

弁されております。しかし、現状はそのままである

ので、その経過について明らかにしていただきたい

と思います。 

 次に、２点目は、住居表示板の整備についてでご

ざいます。これは平成１５年１２月定例で行った質

問でございます。 

 まず１点目は、施行規則第７条、汚損、紛失等に

よる再交付は有償とし、その額は町長が別に定める

とあるが、町長は有償額を定めていなかった規則等

の不備であり、実態に即し、早急に規則整備と適切

な運用に努めてまいる。 

 ２点目は、住居表示から二十数年経過しているこ

とから、消耗し、判読困難や破損もあるので、今後

の見直しを十分調査し、対応を図る認識を持ってい

るが、その調査方法等々については検討したいと答

弁されたが、規則整備の内容、有償額も含めてと実

態調査の状況について明確に答えをいただきたいと

思います。 

 次に、３点目は、旧白銀荘の措置についてでござ

います。これは平成１３年１２月の定例で行った質

問でございます。その中で町長は、旧白銀荘の転

用・改修については、環境庁、北海道に対して要望

してきたが、代替施設として現在の吹上温泉保養セ

ンターを建設した経過から、いずれも実施が困難で

あり、また保存には多額の費用がかかることから、

町で行うことは財政的に厳しい状況であり、取り壊

すことで考えていると答弁しています。それから３

年を経過しているが、その対応措置について明確に

お答えをいただきたいと思います。 

 次に４点目、情報の公開・提供・公表についてで

ございます。平成１２年６月の定例議会で一般質問

した項目でございますけれども、町長は町民と行政

が情報を共有するという前提のもとに、これまでの

協力関係をさらに進め、地方分権時代に対応した共

同関係を築いていきたいと考えていると答弁されま

した。具体的には、町政情報提供コーナー、行政資

料室の設置と内容の充実に努められているのは承知

しているが、情報の現行維持と適切な内容に欠けて

いるのが実態でございます。それらについて、所管

課を含めて指導体制に問題があるように判断される

が、町長の所信をお伺いいたしたいと思います。 

 ３項目め、町立病院の血液製剤フィブリノゲンの

使用についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 Ｃ型肝炎ウィルスの混入した血液製剤フィブリノ

ゲンが納入された医療機関を、１２月９日、厚生労

働省が公表されました。この血液製剤は、三菱ウェ

ルファーバー（旧緑十字）が製造し、吐血や臓器の

接着をするために、外科や産婦人科で広く使われま

した。しかし、原料の結晶に混入した肝炎ウィルス

が十分死滅処理されてなかったことから、投与され

た患者はウィルスに感染しているおそれがあるとし

ています。 

 フィブリノゲン製剤が納入された可能性のある医
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療機関が全国で６,９１６カ所、道内３７０カ所と

公表されました。その公表施設に上富良野町立病院

がリストにあります。したがって、次の点について

お伺いをいたします。 

 １点目は、納入事実と納入記録の有無。 

 ２点目、投与記録の有無。 

 ３点目、投与されている場合の今後の対策につい

て。 

 以上、３項目９点について質問を行いますので、

明確な答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の１点目の

樹木の保護対策につきましてお答えさせていただき

ます。 

 社会教育総合センターにおいては、緑地を広くす

るとともに、数種類の樹木を植栽して、利用者の憩

いの場となるよう、適正管理に努めているところで

あります。 

 御指摘の樹木の中に、一部立ち枯れていたり、茶

色に変色しているところが見られますが、この原因

は、路盤の舗装修理の際、バーナーの熱で枝の一部

を枯らせてしまったものによるものであります。そ

の後は回復傾向にあると教育委員会から報告を受け

ているところであります。 

 ２カ所目の駅前駐輪場内に植栽されている樹木、

オンコについてでありますが、ここはＪＲ敷地内で

あるため、ＪＲ旭川支社の了解を得て植栽し、駅前

花壇とあわせてボランティアの方が中心となって管

理されているところであります。 

 議員御指摘の植栽樹木につきましては、一昨年カ

イガラムシと思われる害虫が発生し、駅前駐車場内

の同様の樹木１２本に付着が確認されました。花壇

を管理するボランティアの方がそのことに気づき、

防除作業など直ちに対処され、その後の経過を見

守っていたわけでありますが、最終的には３本の樹

木が被害をこうむる結果となったわけであります。 

 以上のことから、この植栽樹木については、害虫

による木枯れ被害と考えておりますが、いずれにい

たしましても、公共施設内において計画的に配置さ

れた緑につきましては、今後とも適正な維持管理に

努めてまいりたいと思っております。 

 次に、公共施設内の樹木の点検についての御質問

でありますが、今年７月に教育委員会において、町

内各小中学校敷地内の危険木や支障木についての調

査を行っております。 

 取りまとめの結果、各学校の敷地内の樹木の中に

は、大きくなり過ぎていたり、幹が空洞になってい

るため危険な木、あるいは電線や校舎にかかって支

障となっている木が相当数あることを把握した次第

であります。その後、これらの措置にかかる費用の

算出のため、現地調査を行い、早い時点で危険な状

況を解消をするよう取り組んでまいります。 

 児童・生徒の安全確保の面からも、学校敷地内の

樹木の点検を定期的に実施し、適切な管理に努める

よう、教育委員会に指示しているところでありま

す。 

 次に、２点目の一般質問のその後の措置状況につ

いてのお答えでありますが、最初に衛生センターに

ついての２点につきまして、一括してお答えさせて

いただきますが、議員の御質問のとおり、衛生セン

ターにつきましては、平成１４年度末において閉鎖

しております。このことから、平成１４年度の実施

計画においては、平成１６年度に取り壊す計画を立

てたところであります。しかしながら、取り壊しに

おける多額の費用につきましては、すべて一般財源

において対応することとなりますことから、その後

の極めて厳しい財政状況において、やむを得ず取り

壊しを先送りしている状況にあります。 

 また、管理棟の再利用につきましても、建物が相

当老朽化しておりますことから、費用をかけないで

の利用方法も難しく、処理棟とともに取り壊すこと

での再考をしたところであります。処理棟同様に取

り壊し計画については、財政状況及び事務事業の緊

急度を考慮しながら、できるだけ早い時期に取り壊

してまいりたいと考えておりますので、御理解をお

願いたいしたいと思います。 

 次に、住居表示板の整備についての御質問にお答

えいたしますが、最初に住居表示板の調査について

は、本年８月から９月にかけまして、担当課の職員

により、４班体制で住居表示実施区域内の住居表示

板の設置状況及び街区の設定について調査を実施い

たしました。その結果、住所表示実施区域内の住居

は２,８８７戸であり、その内訳として、文字等が

はっきりしているもの１,５３３戸、文字等が汚

損、消滅し、設置が必要なもの８００戸、また紛失

等により設置していないもの５５４戸、合計１,３

５４戸で、全体の４７％が設置が必要という結果に

なりました。 

 また、街区につきましては、北電の電柱及びＮＴ

Ｔの電柱、あるいは各家庭の車庫等に設置していま

したが、年数の経過と移設等により、確認できたの

は２９３カ所であり、大半が汚損し、消滅しており

ました。このようなことから、新設を含め、８２２

カ所が必要であると認識したところであります。 

 次に、規則の整備状況でありますが、上富良野町

住居表示に関する条例施行規則第７条の一部、汚

損、紛失等による再交付は有償とし、その額は町長

が別に定めるとの条文につきましては、料金の設定
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を規則で定めることは好ましくないことから、削除

したところであります。このことから、住居表示板

については、行政が責任を持って整備することで、

現行条例の不備な点について、今後改正してまいり

ます。 

 御質問の住居表示板の再交付につきましては、明

年度に新規交付等と同様に交付してまいります。 

 街区につきましては、費用も相当数かかりますの

で、年次的に整備するよう進めてまいりますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 次に、旧白銀荘の取り壊しにつきましては、平成

１３年１２月の定例議会におきまして、財政状況を

見きわめた中で取り壊しを行うことを考えていると

答弁したところでありますが、その後、財政状況も

非常に厳しく、解体、取り壊しには至っていない状

況にあります。 

 今後ますます財政状況は悪化するものと考えます

が、財政状況を見きわめながら取り壊しを行う方向

で引き続き検討を加えてまいりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

 ４点目の情報の公開提供、公表についての御質問

にお答えいたしますが、町民とともにまちづくりを

進めていく上には、情報の共有は、その前提である

ということは言うまでもなく、議員の御意見のとお

りであります。町政情報提供コーナーにおきます各

情報の提供が滞っておりましたことにつきまして

は、まことに遺憾であり、申しわけなく思っている

ところであります。 

 各所管課における情報の提供につきましては、遅

滞なく開示、公表をするよう、管理担当の総務課に

指示したところであり、チェック体制を徹底してま

いりたいと思っております。 

 次に、３点目の町立病院の血液製剤フィブリノゲ

ンの使用についてお答えいたします。 

 厚生省は、１２月９日、Ｃ型肝炎対策として、過

去に血液製剤フィブリノゲン投与を行った医療機関

を発表いたしました。全国で６,６１１施設、道内

では３７０施設で、当町立病院も、この中に含まれ

ているところであります。 

 御質問の納入事実と納入記録についてであります

が、使用を中止してから２０年ほど経過しておりま

す。当病院内には、納入事実、記録等につきまして

は、他の診療機関と同じく、今回発表資料の製薬会

社の記録しかないところであります。 

 製薬会社の記録では、昭和５７年１０本、昭和６

１年６本、昭和６２年３本を納入し、その４月に

残っていた４本を返却しており、会社の記録で確認

された購入量は、３年間で１５本となっているとこ

ろであります。 

 ２点目の投与記録につきましても、診療記録は診

療完結から５カ年間、平成９年９月から薬事法で定

められました血清製剤使用記録も１０年間であり、

カルテ等を含めた記録は一切ありません。 

 ３点目の投与されている場合の今後の対策につい

てでありますが、現在Ｃ型肝炎の検査につきまして

は、一つ目が国がＣ型肝炎緊急総合対策の一環とし

て行っている保健所におきます肝炎ウイルス検査、

二つ目は老人保健法によります４０歳以上、以降５

歳刻みで実施の肝炎ウイルス検査、その他各事業所

におきます職員従業員の健康検査の中で行われてい

るところであります。 

 上記以外の対象者に対しましては、町立病院にお

いてＢ型、Ｃ型肝炎の検査を低料金で実施する運び

としておりますので、このことについて広報防災無

線を通じて周知を行ってまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） まず、樹木の保護対策の

関係で、社教センターの前の植栽の関係についてお

尋ねをいたしたいと思います。 

 答弁では、路盤の舗装修理の際のバーナー熱で枝

の一部を枯らしたとのことでございます。これにつ

いては、実施をした年月日はいつかというようなこ

と。 

 それから２点目は、施工された会社はどこなの

か。 

 それから３点目は、舗装修理後、施工会社から、

こういう事実があったというような連絡等があった

かどうかということ。 

 それからもう１点は、作業上の注意義務といいま

すか、そういうものについて、教育委員会としてど

う指示をされたのかということです。 

 それから、駅前駐輪場の関係です。一応カイガラ

ムシと思われる害虫が発生し、防除作業をしたとの

ことであります。私は、今回以前に写した写真と、

夏に写した写真ですけれども、それと駅前駐車場の

図面を持って、旭川と富良野の専門家のところへ訪

ねてみました。そうすると、その専門家の方は、町

の担当者がカイガラムシの害虫による被害と説明さ

れているが、車の駐車状況と植栽の位置関係から、

車の排気ガスの影響が非常に大きいということで診

断を受けました。当然カイガラムシがあって、そこ

が弱っているときに排気ガスなのかと言いますけれ

ども、先ほど助役に見せましたけれども、緑、緑の

ものが２本ぴっと残って、それから真っ茶色に全部

がもうなっているのが２本と、もうはっきり分かれ

ているのですね。 
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 その専門家は、カイガラムシが発生付着した場

合、その木が順番に伝播性で伝染していく性格を

持っているということが言われております。もしく

は、現在今見た場合は、茶色と緑とがはっきりして

いるということは、緑のところは普通伝播性がある

から、だんだん黒く黒ずんでくるのが実態だけれど

も、この写真を見る限り、そういう状況ではないと

いうことが言われました。 

 そういうことで、特定の樹木のみ、あそこは２

本、１カ所のコーナー４本のところ２本、それから

もう１カ所は４本のところ１本ということで、ちょ

うど駐車場の排気ガスが、排気筒が出るところなの

ですね。そういうことを見ると、排気筒の位置関係

と合致をしているということで、この専門家の方は

私に言われておりますので、これらの関係について

どうかということでお聞きをいたしたいと思いま

す。 

 それから、２点目の各学校の関係の折倒木の関係

です。これ答弁では、町内各小中学校施設内の危険

木と支障木については、調査を本年７月、教育委員

会が実施して取りまとめたとの答弁でございます。

したがって、取りまとめたということであれば、そ

の実態を学校別に危険木と支障木と、何本何本とい

うことで明らかにしていただきたいと思います。 

 次に２点目、７月の調査に基づいて危険木、支障

木の処理費用額を算出のため、現地調査を行ったと

のことです。したがって、現地調査の月日、それか

ら処理費用額がどのぐらいかかるのかということの

大まかな金額だろうと思いますけれども、その算出

金額は幾らになっているか、お伺いをいたしたいと

思います。 

 それれから３点目は、台風１９号の直後、私は上

富良野小学校、上富良野中学校、西小の３校の被害

状況をカメラにおさめてきました。各小中学校の風

倒木は、７月に調査をした危険木がどのぐらい入っ

ていたかということでお尋ねをいたしたいと思いま

す。言うなれば、７月に調査した危険木の中に、今

回の台風１９号でどれとどれを何本それぞれ学校別

に影響があったかということでお尋ねをしたいとい

うことです。 

 特に上富良野中学校の自転車置き場の屋根に折れ

落ちた樹木は、そのとき危険木として見ていたかど

うかということ。 

 それから４点目、危険木と認定した場合、それぞ

れ危険度合いもあろうと思います。しかし、事故が

発生してからでは遅過ぎるので、速やかに処理すべ

きと考えるわけです。ですから、７月に調査をし

て、危険木としたら速やかに何とかやれる方法の手

だてがなかったかどうかということで、言うなれば

危険木に対する具体的な方針をお伺いいたしたいと

思います。 

 それから、支障木と認めた樹木の中で、西小学校

グラウンドの、言うなれば野球グラウンドの１塁

側、２７号道路よりシラカバが立っています。この

シラカバの落ち葉が道路沿いの周辺の住宅地、車

庫、用水への被害が永年にわたってあるという苦情

が寄せられています。これらの被害と苦情について

の対策をお伺いいたしたいと思います。 

 それから次に、２番の以前の定例議会の一般質問

のその後の状況ということでございます。上富良野

町衛生センターは、平成１５年３月３１日で閉鎖さ

れ、条例が４月１日で廃止がされました。私は、平

成１５年６月の定例議会で、この取り扱いについて

質問を出したところです。その結果、先ほど質問の

中に申し上げた答弁でございました。 

 一つは、平成１４年の実施計画で、１６年度に取

り壊す計画を立てたところであると。その後非常に

財政が厳しいということでございますけれども、私

は平成１５年６月の定例議会の再質問で町長は、解

体費用につきましては、実施計画で提示してありま

すように、平成１６年で解体予定であるということ

で御理解をいただきたいと。言うなれば、１５年の

６月にあれして、１５年の１２月にはもう予算措置

等がされなければならない段階なので、であれば、

その段階で、もう財政的に無理だというようなこと

で、その段階でやはり出すべきではないかと、答弁

すべきでないかという気がいたします。 

 それから２点目は、管理棟の再利用についてで

す。建物は相当老朽しており、費用をかけないで利

用方法は厳しいとの答弁であったが、老朽化はもう

最初から判断できていたのですね。それらに再利用

するという言葉で、その後１年半待っていたけれど

も、何ら再利用の動きがないという感じがいたしま

す。したがって、結果的にその場しのぎの答弁で、

言うなら事態を先送り先送りというような措置では

ないかという気がいたします。 

 それで、再利用について、具体的に何を検討した

か、経過があったら明らかにしていただきたいと思

います。 

 それから次に、住居表示板の整備でございます。

町長の今答弁で、料金の設定を規則で定めるのは好

ましくないということで、条例が不備である。した

がって、条例規則を改正する方針であるという答弁

でありますけれども、具体的な条例規則の改正につ

いて一応考え方をお聞きをしたいと思います。 

 それから、住居表示板の関係です。これは本年８

月から９月にかけて、担当課の職員より４班体制で

やっていただいたということで、本当に１戸１戸の
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大変な作業に御苦労さまでしたということで送りた

いと思います。 

 その結果、住居表示区域の２,８８７戸のうち、

汚損、消滅、紛失、未設置で１,３５４戸が不備な

状況ということで、言うなれば４７％、約５０％近

いというデータが明らかになりました。 

 それから、何町何番という街区表示板でございま

すけれども、これは確認できたのが２９３カ所、し

かし、新設と、それから汚損、消滅を含めて８２２

カ所が必要ということです。したがって、これは総

体で街区表示板は１１５カ所必要なところ、８２２

が不足ということで、７４％という驚く実態が明ら

かになったと思います。したがって、町長の答弁の

中では、住居表示板の再交付、１７年度に新規交付

と同様、交付するものであるということですから、

言うなれば紛失しても、汚損してても、消滅してて

も、一応新規ということであるから、言うなれば無

料で交付するということで理解をしてよいかどう

か。 

 それからもう１点は、前回の一般質問では、１枚

の単価は約２００円ぐらいということでございま

す。したがって、これについては、１７年度やると

いうようなことで考えているということでございま

すので、この住居表示板の単価は、１枚幾らぐらい

で予定を立てているかということでお尋ねします。 

 それから、街区表示板の設置でございますが、８

２２カ所必要ということで、住居表示板が非常に大

きいのでございます。したがって、これらについて

は相当額かかるので、年次計画的に進めていきたい

ということでございますけれども、まず１枚の単価

はお幾らかということと、それから整備の進め方、

何年計画で、もしくは住民会単位でやるだとかいろ

いろな方法等が恐らく机上でプラン化されていると

思いますが、その点を明らかにしていただきたいと

思います。 

 それから、次に旧白銀荘の関係でございます。こ

れは平成１３年１２月に申し上げて、その段階で新

しい白銀荘ができる段階ということで、平成７年３

月に、元議員の吉岡議員が一般質問をし、その中で

取り壊す方向、それから平成１２年６月定例で、今

議場におられます中川議員が、吹上温泉の設置及び

管理棟に関する条例の一部改正ということで、壊す

壊すといつまで先送りするのだということの質問を

行っております。また、平成１３年１２月には私が

行い、それから平成１５年３月２８日の文化財保護

委員会の会議録を見ましたら、そのときの社会教育

課長が、旧白銀荘の取り扱いは平成１５年に取り壊

す方向で進めているというような経過があります。

そういうことで、これについては、財政的に苦しい

事情はわかりますけれども、いつまで先送りをする

のかというようなことでお尋ねをいたしたいと思い

ます。 

 それから２点目は、旧白銀荘が当面財政的な事情

から取り壊さないのであれば、老朽化は進んでいる

けれども、専門家による調査を受けて、利用が可能

であれば、今一つの動きとして、上富良野町スキー

連盟、上富良野町山岳会、上富良野町体育協会で活

用してはどうかということが検討をされておりま

す。したがって、具体的に対策関係だとか、万が一

のときの体制だとかいろいろなことがあろうかとは

思いますけれども、一応専門家の診断を受けて、可

能であればそういう方向で行っていただけないかと

いうのが一つの考え方です。 

 それからもう１点は、平成１６年１２月４日、恐

らく皆さんも読んだだろうと思いますけれども、朝

日新聞に、中谷宇吉郎のやつで、雪は天から送られ

た手紙ということで、大きな見出しで載っておりま

す。そういうことで、この中にはぜひこれは残して

ほしいというような関係。 

 それから、昨日、北海道遺産認定を祝う会の土の

館の関係で、北海道産業考古学会の会長である北海

道遺産専門委員の山田大隆さんに、このことをお話

ししたら、これはもうぜひ上富良野町の大きな財産

ですよと。財政的に許すのであれば、残していただ

いた方がいいのですがというようなお話もしており

ましたが、いずれにしても、専門家の調査によっ

て、可能であればこういうことができるかどうかに

ついてお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから、次に情報公開・提供方法・公表につい

てです。 

 一応、町政情報提供コーナーが上富良野町の役場

の１階にございます。それで、私はこの附属機関の

情報の実態についてどうなっているかなということ

でちょっと調べました。二重丸、三重丸の花丸のつ

いたのは、国民健康保険運営協議会、それから上富

良野町行財政改革推進町民会議、それから社会教育

委員兼公民館運営審議会の三つが丸で、ひどいとこ

ろは、例えば上富良野町スポーツ振興審議会です。

名簿の中では、平成１４年４月１日から１６年３月

３１日まで、委員の任期です。任期切れになり、１

６年度の会議録もないと。 

 それからもう一つは、就学指導委員会の委員で

す。これは設置規則第１条でなっているのです。先

ほど教育長が、就学指導委員会を１２月１３日開催

したと言いますけれども、これは名簿は１３年１０

月１日だけのもので、任期切れだし、名簿もない

し、会議録もない。まるっきりだめなやつです。 

 それから、在宅介護支援センター運営協議会、任
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期の明示もない、それから運営協議会の役員の名簿

もない、１５年、１６年度の会議録もなし。会議が

開催してなければあれです。こうやって見ると、も

うまともなやつはないのですね。 

 例えば文化財保護委員会についても、任期の最後

は平成１６年３月３１日、任期切れで名簿もなし。

１６年度の会議もしてないということだろうと理解

をするのですけれども、こうやって見ると、いかに

この維持管理といいますか、それがなっていないと

いうのが明らかになっています。 

 それで、平成１６年４月の定例課長会議、１６年

４月１日に行っています。その中で総務課長は、町

政情報提供コーナー、収蔵目録移動調査表の移動、

変更内容の報告期日は、４月１６日までということ

になっております。 

 その後を受けて町長は、情報提供コーナーに対す

る議会答弁は、収蔵所管課長が答弁するようにとい

うことで、課長会議で明らかにしています。 

 それから、１６年８月の定例課長会議、これは１

６年７月３０日に行っています。総務課長は、町政

情報提供コーナーの整理、４月に各所管の編さん目

録を提出いただいているが、特に附属機関委員名の

名簿が変更になっていない。 

 また、会議報告の最新情報についても、早急にと

じ込むよう行っていただきたい。 

 その中の会議で助役が、特に会議録の関係につい

ては、何度か御指摘をいただいているので、各所管

課で１度点検をしてもらい、速やかに提供できるよ

うな形で整備をしてほしいということの、総務課

長、町長、それから助役等が定例の課長会議でその

ように言っております。したがって、これらの関係

についての指導は、総務課が担当ということですけ

れども、一体どうなっているのかということで、疑

いたくなる今の町政情報提供コーナーの附属機関の

情報の提供のあり方が、まるっきりなっていないと

いうのが明らかになっております。二重丸つけるの

は何カ所かありますけれども、大半はなっていない

ということでございます。 

 それから、定例課長会議の会議開催が、９月定例

課長会議、１６年８月３１日となっているけれど

も、その後情報はとじていないので、一応定例課長

会議はなかったと理解してよろしいですね。この点

お尋ねをしたいと思います。 

 それからもう１点は、公民館の行政資料室です。

平成１２年までの資料はあるけれども、その後はな

いのですね。当然今公民館のあれからいって、あそ

この資料の状況からいけば、言うなれば、もうあそ

こは必要はないのではないかという気がいたしま

す。したがって、できれば公民館改修の段階で、や

はりあそこは行政資料室の取り扱いをどうするのか

ということでお尋ねをいたしたいと思います。 

 それから最後に、町立病院の血液製剤フィブリノ

ゲンの関係でお尋ねをいたしたいと思います。 

 納入事実、それから納入記録は町立病院にないと

いうことで、今回の公表は、製薬会社の記録によっ

て行われるということで、ほかの病院も同様である

ということが報道されています。したがって、今、

町長から答弁をいただいた、昭和５７年１０本とい

うのは、今から２２年前、１０本、それから１８年

前の昭和６１年に６本、それから１７年前の６２年

の３月に３本、しかし６２年４月に４本返却となっ

ていると。したがって、昭和５７年から昭和６２

年、もしくは返却されていても使われていたかもし

れない、残っているやつ。ということで、いずれに

しましても、血液製剤フィブリノゲンは、１５本以

内は上富良野町立病院で使用していたというのが明

らかであると思います。 

 また、雇用記録のカルテも保存期間経過で一切な

いということで、今回の報道どおり、報道によって

上富良野の町立病院への、このフィブリノゲンに対

する照会がどの程度あったのか、それからもう１点

は、血液検査をしたい、もしくは、したという方が

どのぐらいあったかということでお尋ねをいたした

いと思います。 

 私は、今月の１２月１６日、富良野保健所、それ

から富良野協会病院と訪ねてみました。富良野保健

所では照会は１８件あったと。それから検診は６件

の予約を受けているし、１件は受検したけれども、

あと５件は第１月曜、第３月曜日になっておりま

す。したがって、年越しになって１月の初めなので

ということで、いずれにしても検診を受けたいとい

うことです。 

 それから協会病院には照会の関係は１５件あっ

て、そして検診はまだどなたもいらっしゃいません

ということなので、一応照会と検診の関係で、町立

病院への数についてお伺いをいたしたいと思いま

す。 

 それから２番目は、公表された医療機関で治療を

受けたが、血液製剤フィブリノゲンが使用されたか

どうかというのは、判明しない面が私はあると思う

のですね。したがって、血液製剤のウィルス感染対

策が実施される平成６年、言うなれば１９９４年以

前に公表された医療機関で次のような治療を受けた

患者は、厚生省や道は受診を呼びかけております。 

 その治療の内容はどうかというと、１番目は、妊

娠中か出産で大量出血した。２番目は、大量出血の

伴う手術を受けた。３番目は、消化器系統の病気や

外傷などで大量出血した。いろいろあって５項目ぐ
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らい上げて厚生労働省、それから道は言っておりま

す。したがって、先ほど町長の答弁では、町は広

報、防災無線を通じて周知を行うという方針である

ということでございますけれども、ただいま申し上

げた、こういう治療を受けた人はおられませんかと

いうことと、治療内容を明確にするとともに、検

査、受診の周知を図るべきと考えるが、具体的な周

知方法についてお伺いをいたしたいと思います。 

 次に３点目は、上富良野町民で通院、治療などで

Ｃ型肝炎の患者数はどのぐらいおられるか、これは

保健福祉課かと思いますけれども、町立病院では直

接診た患者しかわからないと思うのですけれども、

私はそのＣ型肝炎の患者の皆さん方が、実際にＣ型

肝炎の血液製剤フィブリノゲンの治療受けたかどう

かという、一応その罹患された患者さん、町民に病

気の履歴、それからもう一つは追跡調査をして、こ

の期間に該当するか該当しないか、そういうことで

やはりやっていかなければならないのでないかと。

言うなれば、当時の厚生省が決めた薬を抵抗なく病

院が入れる、それから患者に投与すると。そういう

ことが結果的にこういうことが今起きてしまってい

るわけですから、そういう点では病気履歴の追跡調

査をすべきと考えますが、その点いかがでしょう

か。 

 それから、次に４点目、Ｃ型肝炎の検査料につい

てお尋ねをいたしたいと思います。 

 富良野保健所は道立保健所ということで、１,５

８０円で、先ほど申し上げた月２回やっておりま

す。第１と第３月曜日ということでございますが、

町立病院での検査体制と検査料についてはどうなっ

ているか。というのは、新聞報道によると、保健所

は１,５８０円、札幌市は１,３７６円、函館市は

１,１２０円というような報道がされておりますの

で、その点も明らかにしていただきたいと思いま

す。 

 それからもう１点、Ｃ型肝炎のウィルスに感染す

ると、初めは症状がなくても、１０年、２０年たっ

てから肝硬変、それから肝がんが進むことがあると

いうことが言われております。それで、私、富良野

保健所に照会したところ、検査料１,５８０円は、

検査の入り口段階だということを言われました。そ

れで、潜在的に、いわゆる向こうの課長さんは、潜

在と、いわゆるキャリアというような表現をしてい

たのですけれども、この検査は６,０００円ぐらい

かかる。それから、このことは協会病院にも聞いた

ら、大体６,０００円ぐらいだということは言って

ましたので、町立病院では、それらのなお高度な検

査になるのでしょうか。これらはお幾らということ

でなっているのか、お尋ねをいたします。 

 以上、多岐にわたりましたけれども、一応再質問

を終わらせていただきます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、樹木の管理につきましては、ボランティア

の皆さん方の報告で、カイガラムシの被害であると

いう報告を受けております。排気ガスが原因なの

か、カイガラムシが原因なのかという検査をするこ

とではなくて、ボランティアの皆さん方の報告を信

じて、そのカイガラムシ対策を講じて、他の樹木が

助かったということでもございますので、今後にお

きましては、その管理、ボランティアの皆様方の状

況を十分意見をお聞きしながら、保護対策を講じて

いきたいというふうに思っております。 

 学校樹木の関係につきましては、なかなか所管、

私自身ではわかりかねるところが多々ありますの

で、教育委員会の方から御説明をさせていただきま

す。 

 それから、衛生センターの件でありますが、これ

らの再利用しようとしていた部分につきましては、

言うならば資材置き場として対応したいということ

で考えていたわけでありますけれども、なかなかそ

の対応するためには経費もかかるというようなこと

から、先ほどお答えさせていただきましたように、

再考して解体にすることで方向を定めさせていただ

いているということでございます。 

 この解体につきましては、何度もお話し申し上げ

ておりますし、１６年度の予算特別委員会でも特別

委員会の中で何度も御質問をいただきまして、白銀

荘の解体と、この衛生センターの解体については、

すべて一般財源で多額の拠出をしなければいけない

というようなことから、先送りをさせていただくと

いうことで、先送りをさせていただいているわけで

ありますが、これをいつ解体に着手するのかという

ことにつきましては、何度も申し上げておりますよ

うに、これはすべて一般財源、町の財源で対処しな

ければならないというようなことから、なかなか手

をつけることが難しいわけでありますが、財政状況

を見きわめながら、今後予算措置をさせていただき

たいというふうに思っているところでありますけれ

ども、当分の間先送りせざるを得ないという認識を

持っているところでございます。 

 次に、住居表示の件につきましては、当時この住

居表示を対応したときの条例としては、再交付につ

いては、有料ということで定めていたところであり

ますけれども、どう考えてみても、これを有料化す

ると、住民の皆さん方が金を出してまで要らないわ

ということになれば、設置できなくなるというよう
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なことから、含めながら、私としては、これは行政

が、町が対応していくべき、街区区分も同じように

町が対応していかざるを得ないのかなというような

ことから、規則につきましては削除させていただい

て、今後有料化を無料にするということになれば、

現在の条例の整備をしなければならないということ

でございますので、次年度、先ほどお答えさせてい

ただきましたように、住居表示については、次年度

から一部対応を進めていきたいと。街区につきまし

ては、予算を含めながら年次計画をもって対処して

いきたいと。 

 何年ぐらいの年次かということでありますが、総

額予算と総額財政状況を見きわめながら、年次を対

応していきたいというふうに思っておりますので、

その対応につきましては、その予算執行に間に合う

ように条例の改正をさせていただきたいというふう

に思っているところでありますので、御理解をいた

だきたいと。 

 また、それらの単価だとかいろいろな細部の数値

につきましては、所管の方からお答えさせていただ

きます。 

 次に、白銀荘の問題も、先ほど衛生センターでも

お話し申し上げましたように、解体につきまして

は、これはもう解体をするということで、環境庁と

も調整が済んでおります。そのようなことでおりま

すけれども、当時これを保存するのにどれぐらいか

かるかということになりますと、五、六千万円の財

政投資が必要だと。町は五、六千万円の財政投資で

きないから、例えば北大山岳会だとかいろいろな形

の中で、施設を壊さないでほしいという要望があり

ましたので、それらが環境庁並びにそういった人た

ちが管理運営をしてくれるのであれば、改造してく

れるのであれば、どうぞ保存して使ってください

と。町は金を出して５,０００万円も６,０００万円

もかけて対応する考えありませんということで、最

終的に環境庁とも解体をすることで、環境庁も金出

さないということでありますので、解体することで

方向が定まっているということであります。 

 今お話しあります、地元の方々が保存したいとい

う希望があるとするならば、保存皆さん方でひとつ

検討していただければ、解体する前であれば、その

保存していただければというふうに思いますが、財

政負担は、町としては今考えていないということで

御理解をいただきたいと。 

 これにつきましても、１６年度で解体しますよと

いうことでお答えさせていただいているところであ

りますが、今年度の予算特別委員会でも釈明させて

いただきましたように、一般財源の不足から延び延

びになっているということでありますので、今後に

つきましても、１７年度予算の中で折り込めれるの

かどうか、十分配慮しながら１７年度予算編成を進

めていきたいというふうに思っているところであり

ます。 

 それから、情報公開につきましては、私も課長会

議等で指示した、所管課長が指示した、そういうこ

ともお話ししたかったわけでありますが、議員の方

から言っていただいて、私もあれでありますが、課

長会議におきましては、その都度というわけであり

ませんが、その状況につきまして、御指摘ある部分

につきましては、所管課長に是正するように指示を

いたしているところでありますけれども、なかなか

思うように対応でき得てないということは、まこと

に申しわけなく遺憾に思うところでありまして、今

後、より指導を強化させていただいて、所管課長も

今の議員の御質問をお聞きいたしているところであ

りますから、それぞれの所管課長も、今度は反省を

しているものというふうに思いますので、ひとつ早

急な情報公開の資料の整備を遅滞なく取り進めるよ

うに指導強化を図っていきたいというふうに思って

おりますので、現状を認識した上での対応を図って

いくつもりでございますので、御理解を賜りたいと

いうふうに思うところであります。 

 それから、血液製剤の件でありますけれども、先

ほどもお答えさせていただきましたように、１５本

が我が町では町立病院であると。この１５本を全部

使用したのか、あるいは何らかの形で破棄したの

か、そこらあたりは、さきにお答えさせていただき

ましたように、そういったカルテだとかそういった

ものが一切ないことによって、だれに使用したの

か、使用してなかったのかということについても、

追跡調査をすることができ得ません。そういうふう

なことから、先ほどお答えさせていただきましたよ

うに、基本的に住民の皆さん方にＣ型肝炎、Ｂ型肝

炎の簡易検査をひとつやっていただくと。現在４０

歳以上の方々につきましては、先ほどお答えさせて

いただきましたように、５年サイクルで検査をさせ

ていただいておりますし、老人保健法で対応してい

る部分、あるいは保健所で対応している部分もあり

ますし、今後はそういった、今、議員からの御質問

にもありましたような、そういうような状況のある

方々につきましては、ひとつ簡易検査を促進するよ

うに、町としては広報あるいは防災無線等々を通じ

て、その対応を進めていきたいというふうに思って

いるところでありますが、他の細部につきまして

は、病院事務長の方からお答えさせるつもりでござ

います。 

○議長（中川一男君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（岡崎光良君） 再質問の１項目に
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つきまして、お答え申し上げます。 

 社会教育総合センターの施設の管理の一環といた

しまして、修繕等を行っておりますけれども、でき

る限り可能な範囲で小規模補修については、教育委

員会職員並びに維持管理を委託しております業者が

実施しているところでございます。 

 今回の舗装の部分舗装につきましても、夏場ごろ

と記憶しておりますけれども、職員と業務員が実施

しているところでございます。 

 その次の学校施設内の危険木等についての御質問

でございますが、各学校敷地内におきまして、危険

木、あるいは電線等や建物にかかっていて支障のあ

る木というのを調査を７月に取りまとめをしてござ

います。その総数は、伐採が必要と考えられるもの

は２０本、支障、枝払い等が必要だという考えを持

つものが１３３本でございます。 

 内訳は、上富良野小学校が伐採９本、枝払いは５

３本。上富良野西小学校におきましては伐採が１０

本、電線等に支障のある枝払いは６０本。東中小学

校におきましては、伐採が１本、枝払いは１５本ご

ざいます。それから、東中中学校、枝払い３本ござ

います。上富良野中学校におきましては、枝払いが

２本ということでございまして、今回の台風１８号

によって、上富良野中学校では太い倒木がありまし

たけれども、この中に実は含まれてございます。と

いうことで、その現地調査につきましては、１０月

２５日に専門家の立ち会いのもとに実施してござい

まして、これら合わせまして費用は８１万２,７０

０円ということでございます。これらにつきまして

は、新年度予算要求をしてまいりたいというふうに

考えてございます。 

 それから、上富良野西小学校グラウンド１塁側の

道路に沿っての樹木の中にシラカバがございまし

て、毎年秋になると落ち葉が民家の方に舞っており

まして、苦情が寄せられているということを押さえ

ているところでございますが、これらは枝払いをい

たしまして、今回の支障木に含めまして、電線等に

引っかかっているというところもございますので、

枝払い等の適切な措置を行ってまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） １１番中村議員の

住居表示についての単価の御質問にお答えを申し上

げます。 

 まず、住居表示板につきましては、従来と同一の

ものということで考えてございます。１,３５４戸

でありまして、１枚当たり２５２円ということでご

ざいます。 

 それから、街区の表示板でございますけれども、

街区につきましては、電柱用、これにつきましては

ベルトつきということで考えてございます。これに

つきましては、５２５カ所でございます。単価１,

１５５円でございます。 

 それから、街区につきましても、壁と車庫にも設

置を要するということでございまして、２９７カ

所、単価につきましては１枚当たり９４５円という

ことでの単価でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 中村議員の、先に定例

課長会議の開催でございますが、これにつきまして

は、定例でございますので、１０月、１１月とも開

催してございます。これにつきましては、会議録の

とじ込み忘れということで、大変申しわけなく思っ

ております。 

 それから、公民館の行政資料室の件でございます

けれども、これにつきましては、公民館の応接室を

利用した中で、今までの刊行物を置いているところ

でございます。これにつきましては、新年度におき

まして図書館の整備ということで、この部屋はなく

なるということでございますので、これらの資料

等、これから教育委員会とも協議しながら、その取

り扱い方向を決めていきたいと考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町立病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（垣脇和幸君） １１番中村議員

の御質問にお答え申し上げます。 

 まず、１点目の新聞報道発表以降、照会、それか

ら希望者の数でございますけれども、照会の件数

は、今まで５件というふうに承知しております。そ

れから、検査を受けたいと申し述べられた方は１件

ございます。 

 それから、検査の関係でございますが、保健所に

おきましては、Ｃ型肝炎の検査のみで、新聞報道等

で御存じのとおり１件１,５８０円というふうに

なっておりますが、町立病院におきましては、関連

がありますので、Ｂ型肝炎とＣ型肝炎あわせまして

１,５００円ということで実施するということで、

金曜日の行政防災無線で放送しております。 

 実施期間は、あす１２月２０日から１月２８日ま

での期間をもって検査についての受け付け、それか

ら並びに検査を実施するということでございます。 

 なお、料金につきましては、それぞれの町村の新

聞発表でありましたけれども、高い安いはございま

すけれども、病院の考え方としましては実費、それ

から返信用のはがき、結果ですね、それも含めまし
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ての金額でそういうことになってございます。 

 それから、その発表された以外に、それらの血液

製剤が使われたおそれがあった場合の対応というこ

とで御質問だったかと思いますけれども、病院とし

しましては、新聞報道のあった以外は使っておりま

せんけれども、新聞報道にありますとおり、平成７

年までは何か安全とは言えないような不安な要素も

ございますので、当病院において、そういった手術

とか治療を受けられた方で、希望すればそれらの方

についての相談には応じていきたいというふうに

思っておりますが、原則としましては、お産、それ

から大手術を行った者ということで考えてございま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） １１番中村議員、Ｃ型肝炎

の数なのですが、微妙なものがあるので、答弁を控

えていただきたいと、よろしいでしょうか。 

 再々ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） まず１点目は、樹木の保

護の社教センターの関係なのですが、私の写真を撮

影したものを見ると、確かにバーナーで焼いたのか

どうかわかりませんけれども、一番下のところに、

タイルのところに焼けた痕跡が残っているのです

ね。ちょうど一番ひどくバーナーでこげた熱の影響

と思われる下のところがなっているので、いずれに

しても、できるだけお金をかけないということでや

るので、素人がやるのだけれども、現実の問題とし

て、そういう注意義務的なもの、何かを鉄板かほか

のもの何かを置いてやるとか、いろいろな手だてが

あろうかなと思いますけれども、そういう点で恐ら

く学校関係の中でも公務補の皆さん方がやっぱりい

ろいろな関係があろうと思いますけれども、そうい

う注意義務的なものの指導を行っていただきたいと

思います。 

 それから、次に駅前駐車場の関係です。枯れたオ

ンコは３本完全にあるわけです。この３本は植えか

えるのか、それともその他の樹木等で植栽をするの

か。ということは、枯れたまま置くというのは、非

常にＪＲ上富良野の駅は上富良野の顔というような

面もあろうかと思います。したがって、これらの措

置について、どうするかということでお尋ねをいた

したいと思います。 

 それからもう１点は、今後公共施設内での樹木植

栽の保護対策に十分配意を行うということで答弁が

ありましたけれども、平成１７年、「かみん」の前

庭等が工事に着手をされます。したがって、排気ガ

スでないということであれば理解はできる。万が一

そういうことも含めた中で、この工事の実施につい

ては、十分な検討を加えた中で植栽について考えて

いただきたいと思います。 

 それから、小中学校の関係でございます。中学校

の今回自転車小屋に落ちたものは、危険木というこ

とで伐採を要するという中に入っているということ

で、恐らく予期しない台風の力でということだろう

と思いますけれども、基本的にはやはり伐採危険木

としたら、予算的な関係もあろうかと思いますけれ

ども、十分早急に対処するようにお願いをいたした

いと思います。 

 いずれにしても、学校敷地内での児童・生徒の安

全確保ということで、こんな形で事故が起きたとい

うことになると大変でございますので、その点配慮

をお願いいたしたいと思います。 

 それから、衛生センターの関係です。町長は、資

材置き場云々という答弁でございましたけれども、

これはあくまで跡地利用のことであって、私は壊す

壊さないは、これはもう予算が仕方ない。しかし、

管理棟の再利用ということであれば、これについて

は具体的に何ということで検討した経過があるかど

うかということでお尋ねをしたわけです。ですか

ら、この点検討しなかったらしないで結構でござい

ますし、その点明らかにしていただきたいと思いま

す。 

 それから、住居表示の関係です。本当に職員の皆

さん方に頑張っていただいて、こういう結果という

ことで驚いておりますけれども、現実の問題、１,

３５４戸に住居表示板２５２円のものが、平成１７

年度やるということで、町長の言うように、有料で

あれば、つけたところ、つけないところいろいろあ

る、私が前回１５年１２月の段階で調査した段階で

は、有料でもいいからつけてほしいということで

あったけれども、そうすると今町長の答弁のよう

に、アンバランスができて、言うなれば四季彩のま

ち・かみふらのということで、環境が非常に整備さ

れている、まちづくりをしているということは、

やっぱりうなずけるということになると、言うなれ

ば有料１枚２５２円ということで、できればそうい

う方向でやっていただきたいと思います。 

 特に、公共施設等の案内のサイン表示板もでき

て、言うならば表示板がある、それからもう一つは

住居表示板、それから街区表示板があって、よその

町から来た人、それとも町民でも、どこの家へ行く

場合どうなんだということが明らかになるような形

で、街区表示板についても年次計画ということでご

ざいますけれども、できれば早い段階で段階的に、

予算的な関係がありますので、やっていただきたい

と思います。 

 それから、白銀荘の利用の関係ですけれども、町
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長の言うことは十分理解をしております。したがっ

て、今スキー連盟、山岳会、それから体育協会等で

いろいろ論議がされているのは、町に対しては財政

的な負担はかけないよと。言うなれば、あそこの階

段を直したり、それから電気もつけなくてランプで

もいいのでないか、いろいろな論議はしてますけれ

ども、いずれにしても町として財政的な負担をしな

くて、なおかつ危険的な状況でなければ、考える余

地があるということで理解をしていいかどうか、確

認をいたしたいと思います。 

 それから、Ｃ型肝炎の関係です。現実の問題、先

ほど議長のお計らいで、患者数については申し上げ

ないということでは理解をいたしますけれども、一

つは、上富良野町民でＣ型肝炎で通院、入院等して

いる、そういう方々に対して、この血液製剤フィブ

リノゲンが使われたかどうかという、言うなれば、

新聞発表するまで僕はわからなかったと思うのです

よ。しかし、現実に町立病院以外でもかかって、こ

んな形で使われたのかということで不安な方もい

らっしゃると思うのです。そういうことで、できれ

ば、その方のＣ型肝炎の病気の履歴の追跡調査とい

うものが、やはりやっていくのが、町民が健康で長

生きする、そのための具体的に早くわかれば、それ

だけ治療効果があるということで、新聞報道等もさ

れております。したがって、その点について、具体

的な件数はよろしいですけれども、そういうような

考え方があるかどうかということでお尋ねいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、再々答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、樹木の保護関係でありますけれども、おっ

しゃるとおり社教センターは職員が一つの事業を

やったことによって、一つの損害をつくったと、被

害をつくったと。これでは新たな事業、仕事をやっ

たことが効果がどうなのかということにもなりかね

ませんので、そういった注意義務は十分に対応しな

がら作業を推進するということが大切だと。何の気

なしに振り回したバーナーが樹木に傷害を与えたと

いうことでありますので、今後作業に当たりまして

は、十分注意を喚起するように教育委員会の方にも

指示をいたしたいと思っております。 

 それから、駅前の樹木につきましては、これはボ

ランティアの方々が維持管理をしながら、ボラン

ティアの方々の樹木でございまして、町が対応した

……。（発言する者あり） 

 樹木は町が提供して、ボランティアの方々が管理

しているということでありますので、今後そのボラ

ンティアの方々と調整しながら、枯れた３本につい

ては、これをどうするか、今後同じようなものを植

栽するのか、他のものを対応するのか、これはボラ

ンティアの方々と調整をさせていただきながら、枯

れたまま放置しておくということには相ならないと

いうふうに認識いたしておりますので、今後調整を

させていただきたいというふうに思います。 

 今後の排ガスの問題等々につきましては、議員御

質問にありますように、そういった被害をこうむる

ようなことの対応につきましては、十分対応を見き

わめながら整備をしていかなければならないという

ふうに思っておりますし、学校樹木につきまして

も、その危険樹木についての対処につきましても、

教育委員会の方に指示をし、対処していきたいとい

うように思っています。 

 それから、衛生センターの管理棟でありますけれ

ども、資材置き場、それともう一つは管理棟につき

ましては、ちょっとお答え漏れておりましたけれど

も、備品等の保管をすると。今、旧島津のあそこに

置いておりますいろいろな町の備品等々もあるわけ

でありますけれども、そういったものをあそこに

持っていけないかというふうなことで当初検討を加

えてきたところもございます。 

 それから、今の車庫の裏にあるいろいろな備品

等々も向こうへ持っていけないかというようなこと

で検討したわけでありますが、建物があいにく老朽

化しているというようなことで、それらを保管する

ように修繕をするということ、修理をするというこ

とになると、ある程度の財政投資をしなければいけ

ないというようなことから、解体ということに計画

変更をさせていただいて、今日に至っていると。こ

れらの解体につきましても、何とか財政措置をし

て、見苦しさを解消していきたいなというふうに

思っているところでありますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

 それから、住居表示につきましては、さきにお答

えさせていただきましたように、１７年度から住居

表示につきましては対応していきたいと。街区につ

きましては、１７年度から計画的に対処していきた

いというように思っておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

 また、白銀荘の再利用につきましては、そういっ

た方々がいるということは、大変ありがたいことで

あるというふうに思っておりますが、既に環境庁と

解体ということで協議が進められているところであ

りますので、今後そういった状況があるとするなら

ば、もう一度環境庁との調整等々も含めながら考え

ていかなければならない部分もあるのかなというふ

うに認識いたしているところでありますので、早急
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にそういった部分があるとするならば、町としても

調整をさせていただきたいというふうに思っている

ところであります。 

 また、Ｃ型肝炎のこの血液製剤の件であります

が、２０年前ということでありますので、今４０歳

から定期的に５歳ごとの肝炎検査を実施していると

ころでありますので、それらに触れてくるものとい

うふうに思っておりますが、その細部につきまして

は、議員の御質問にありますような部分も確かに理

解できるわけでありますけれども、既にもうそのＣ

型肝炎の検査体制は充実しておりまして、その対応

した人たちについては、もうカルテがないというよ

うなこともございますので、私といたしましては、

今後Ｃ型肝炎検査につきまして、ＰＲを十分に、こ

ういった血液製剤を使った方々も含めてということ

で奨励をしていきたいというふうに思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１１番

中村有秀君の一般質問を終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

○事務局長（北川雅一君） ここで１５分休憩いた

します。再開時間を２時３５分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時１８分 休憩 

午後 ２時３５分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩に引き続き、一般

質問を続行いたします。 

 次に、４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 私は、通告のとおり質問を

いたします。 

 初めに、市町村合併についてお尋ねをいたしま

す。 

 特例法期間内の合併は、来年３月まで、あと余す

ところ３カ月。新法による合併は、来年４月から５

年間あります。知事のあっせん勧告も強まり、合併

をするしないではなく、どの時点でしなければなら

ないのかという状況になるのではないかと私は思い

ます。 

 新年度合併市町村に交付税が大量に行くと、当然

合併をしない市町村はその分が減額となり、予算が

組めなくなる。合併はしたくない、自立もできな

い、自己破産の道もないとなると、八方ふさがり、

どこに進路をとるのかお聞きいたします。 

 次に、これは道州制ですが、道から市町村への事

務、権限の移譲についてお尋ねをいたします。 

 道は、１６年度末までに、来年３月までに市町村

（基礎自治体）への事務権限の移譲方針を策定する

とあります。上富良野町は１万２,０００人の基礎

自治体です。これをしっかりと受けとめていただき

たい。権限は財源とセットで移譲するとあります。

そして、人もついでにと言っております。さらに、

これは同意を得た上でとも言っております。どのよ

うに受けとめられるか、お考えをお尋ねいたしま

す。 

 次に、交通安全についてお尋ねをいたします。 

 現在、町は交通安全について、善意の方々の好意

のおかげの面が少なくないと思います。また、交通

事故は、交通戦争と言われる状態が日常化している

のが現状かと思います。このような状態にありなが

ら、町内交差点の信号機設置を自治体みずからがで

きないなどというのは、これは法以前のものが間

違っているのではないかと思います。道の権限移譲

を見ると、地域内の交通安全確保対策については、

その権限を市町村に移譲されているが、この件につ

いてはどのようにお考えになりますか。 

 次に、住民自治制についてお尋ねをいたします。 

 地域に、ごみ処理、介護、安全、防犯等の予算と

権限を与える。現在、町に２５ある住民会がそれぞ

れ主体となって上記問題に優先順位を決め、解決法

を探るというこの地域分権について、どのようにお

考えになるか、お尋ねをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１点目の市町村合併につきましては、国の

地方財政対策に、町としてどのような方向を目指す

のかとの御質問でありますが、御承知のとおり国は

三位一体改革として、平成１７年と１８年に向けま

して、その税源移譲方針を総額により示したところ

であります。この内容につきましては、現段階にお

きましても、必ずしも本町の中期財政見込みと大き

くかけ離れる状況にあるとは考えておりません。し

かしながら、大変厳しく、予断を許さない状況には

変わりはありません。 

 私といたしましては、これまでもあらゆる機会を

通じて、合併協議の機運がない現状におきまして

は、自立の道を進めることが使命であると町民の皆

様にお伝えしてまいりました。そのためにも、大変

厳しい財政状況ではありますが、行財政改革の基本

方針をもとに実施計画を策定し、その具現化によっ

て歳入に見合った歳出構造をつくり上げ、少なくと

も平成２０年度を目標として、持続可能な財政運営

を目指しているところであります。したがいまし

て、少なからず町民の皆様にも御負担をかけること

は否めない事実として御理解を賜りながら、引き続

き自立に向けて、その努力を傾注してまいりたいと
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考えております。 

 また、自主自立のまちづくりを進める上において

も、効率的な行財政運営を目指す上においても、広

域的に取り組まなければならない事務も相当数あり

ますので、これらを検討課題としながら、富良野圏

域はもとより、場合によっては市町村が行うより北

海道が行うことの方がよい事務も視野に入れ、検討

課題としてまいりたいと考えております。 

 次に、２番目の事務権限の移譲の御質問にお答え

させていただきます。 

 北海道における事務や権限を各市町村に移譲する

構想については、第２７次地方制度調査会の最終答

申で出された、いわゆる道州制構想の先行的取り組

みとなる道州制特区構想とあわせて説明を受けてき

た経緯がございます。 

 現在は、地域主権型社会の実現を目指して、北海

道より道州と市町村の役割や、事務権限の移譲案に

対しまして町としての意見を求められておりますの

で、事務や権限に対する人的・財政的支援などが一

体としてなされることを前提条件として、受け入れ

る側の立場から具体的に幅広く事務的な検証をさせ

ております。 

 なお、この検証の中では、逆に北海道へ移譲すべ

きものがないかについても検討をさせているところ

であります。 

 この問題は、地方分権の推進を図る上で、大変重

要なことでもありますので、北海道と市町村が信頼

関係の中で、真に地方分権改革の推進をしていく立

場で、相互に誠意を持って真摯に協議を尽くすこと

が大切であると考えております。 

 次に、３番目の交通安全の御質問にお答えさせて

いただきます。 

 上富良野町の交通安全につきましては、交通安全

協会が中心となりまして、交通安全は家庭からを基

本に、家庭から地域、学校、職場などへの連携を深

め、交通事故の抑止に努め、悲惨な交通死亡事故の

ない安全な社会の実現に向け、町民総ぐるみで取り

組んでいるところであります。しかしながら、本年

は死亡事故５００日達成を目前にして、痛ましい死

亡事故が発生し、まことに憂慮しているところであ

ります。このことから、例年にないキャンペーンを

実施し、安全運転の徹底を図っているところであり

ます。 

 御質問の交通規制に関する交通信号機等の設置に

つきましては、地域住民から要望をいただき、交通

安全対策協議会におきまして重点箇所等の協議をい

ただき、その設置者である北海道公安委員会に要望

しているところであります。 

 したがいまして、交通信号機等の設置の許可権限

は、北海道公安委員会が道路交通法に基づき設置し

ているところであります。 

 また、地域内の交通安全確保対策につきまして

は、交通安全対策基本法により、町が交通安全条例

を定め、自主的に各関係機関などの協力をいただき

ながら実施いたしております。それぞれが法令に基

づき役割、対策を講じているところでありますの

で、現状の体制を維持していくことが望ましいもの

と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、４点目の住民自治についてでありますが、

住民自治の推進は、行財政改革実施計画においても

実施項目として掲げた重要な課題と受けとめており

ます。自己決定、自己責任という地方分権の基本的

な原則は、どの分野においても重要なことでありま

す。それぞれの地域におけるさまざまな課題が、そ

こに住む人たちによって自主的に解決されていくこ

とが本来の自治の姿でありますことは、御発言のと

おりでありますが、その具体化につきましては、地

域の皆様や行政自体におきましても、これまでの地

域のあり方に対する意識の変化をもとに取り組んで

いくことが求められるものと考えております。 

 現在、本町におきましては、各自治会へさまざま

な形で補助金等を交付しておりますが、それぞれに

使途やルールが定められており、これらを統合する

ような見直しも、地域の自主的判断の幅を拡大する

一つの手法であり、住民自治の推進に効果を期待し

得るものと考えます。行財政改革を進める上で貴重

な御提言と受けとめ、目標としつつ、段階的な研究

を進めてまいりたいと思っております。 

○議長（中川一男君） 再質問は。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） 再質問をいたします。 

 初めに、市町村合併についてですが、合併新法の

５年の間、自立で頑張れますかというのをお聞きし

たいと思っているのです。住民の声も聞いておりま

せん。自立の道が使命であるから、住民には伝えて

あるというのは、上意下達の一方通行ではないで

しょうか。手数料、使用料、下水道の値上げも、町

民は取られて初めて痛みを感じるのです。町長、助

役、収入役、教育長、議会、教員委員会、農業委員

会、選挙管理委員会、二百余名の職員をそのまま

に、幾ら行政改革と言ったところで、根本にさらわ

ずして、改革とはなるはずがないのです。自主・自

立は、聞こえはよいのですが、住民負担が過重にな

るのではないでしょうか。 

 さらに聞き捨てならないのが、自主・自立のまち

づくりを進めるためということで、効率的な行財政

運営のために、広域的に取り組む事務も相当ある。
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だから富良野圏域、場合によっては北海道が行うこ

とも視野に入れてと言っていますが、この考えは今

までの延長であり、何の進展もない縮み指向ではな

いかと思います。この話は、分権時代とは逆の発想

になっています。そして、さらにこの話は、道庁の

職員がよだれを流して喜ぶ話です。時代に逆行した

試行錯誤も甚だしい話ではないかと思います。 

 おわかりのこととは思いますが、北海道の言う広

域事務とは、北海道そのものを言うのであり、富良

野圏域等は広域とは言っておりません。 

 平成１７年３月までに合併すれば、約２００億円

の特例債があるということを町民は知っています

か。このことについて少しわかった人は、あれも借

金、毒まんじゅうであると言うでしょう。よろしい

ではないですか、毒も使いようで薬になります。基

金として活用して、この地域に北海道一の医療施設

をつくったり、学校を建てたりということで活性化

にもつながるのではないかと思います。 

 自立では、住民の負担増は避けられず、行政サー

ビスの低下と住民の福祉向上を目指す地方自治とし

ての行政もできないのではないでしょうか。このよ

うなことも含めて、住民に意思を聞くこともなく、

また確固たるものも持たず、自立を推進するのは疑

問に思うところです。 

 そこでお尋ねいたします。 

 自立ということであれば、住民の福祉を低下させ

ることなく、また負担増をさせることなくやってい

くことができますか。 

 二つ目、特例債について、借金、毒まんじゅうと

いうだけでは、一方通行ではないでしょうか。基金

としての活用について、説明をするお考えはありま

すか。 

 三つ目、住民の意思を聞くお考えはありますか。

これは住民投票でもアンケートでもよろしいです。 

 以上、３点についてお聞きいたします。 

 次に、地方分権についてですが、道から基礎自治

体への権限移譲についてお聞きいたします。 

 北海道は、平成１６年度中に市町村、小規模自治

体ではなく基礎自治体３万人以上への事務権限の移

譲方針を策定するとあります。この件に関しては、

報道等を見ますと、大きい市は両手を広げてどんど

んくださいと言っております。一方、１万人前後以

下の市町村は、それは困ると一様に言っています。

これは当たり前のことではないかと思います。しか

し、そこで言ってはならないことを言っています。

先ほども言いましたが、それは道民に負担をかけ

て、みずからが生き延び、道庁職員が目を細くして

喜ぶ言葉です。それは上川支庁にセンターをつくっ

てなどということを平然と言っているのです。とん

でもない話です。言っても言わせてもならない話

で、これは道庁を太らせるだけの話になります。 

 例えば、具体例で産業廃棄物の許認可権は現在道

が持っていますが、そのため町としては、この件に

関しては手をこまねくしかないわけです。そのよう

な許認可権も、権限移譲によって町に来ると、仕事

がふえるから支庁センターでということになってし

まう。これは自己保身というか、自己中心という

か、話にならない話です。 

 そこでお聞きいたします。 

 一つ目は、地方分権資料について、道から市町村

への事務権限の移譲の２,０００件を超える権限移

譲資料が、企画財政課長と行政改革推進事務局長に

渡されているはずです。間違いないか確認をいたし

ます。 

 受領しているのであれば、この議場に持ってき

て、これだけ厚いものがあるというのを議員に見せ

ていただきたい。これは道の事務権限における道州

と市町村、基礎自治体の役割分担区分というものに

なっているはずです。これが１点。 

 次、権限移譲については、来年３月まで市町村と

十分に協議をすると言っていますが、自立の上富良

野町、我が町はどこまでここと話ができているの

か。 

 上川支庁から来ました資料を見ますと、１１月ま

でに、先ほどの資料について検討会をやっているは

ずです。それをどこまで今やっているのか、断った

のはどれぐらい、受け入れたのはどれぐらい、内容

は何か。これやってきている方々はよくおわかりだ

と思います。この件についてお尋ねをいたします。

これは担当にお聞きいたします。 

 それから、これは大きく町長に、２,０００に余

る権限を自立、１万２,０００人の基礎的自治体の

上富良野町の自立ということで、その権限を受けら

れますか、ここのところをお尋ねをいたします。 

 次は、交通安全についてですが、さきに子供議会

がありました。そのとき信号機の設置についての質

問がありましたが、今答弁で言われたとおりでし

た。道州制に向けた基礎的自治体への事務権限移譲

についてを見ると、この最終ページに、交通とし

て、道としては全道規模の交通政策とあり、基礎自

治体、市町村は地域内での交通安全確保対策と分権

されております。だからこの許認可権については、

市町村が持つということになっていくのではないか

と思います。信号機についてです。 

 それで何が言いたいのかといいますと、現在町に

消防団組織があります。火事については、町民皆さ

ん恐怖感を持っておりますから、その結果、昔から

この組織は必要とされてきたと。しかし、今交通事
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故がこのようにあります。しかし、町は交通ボラン

ティアのおばさんたちの補助金まで削除している

と。これも、まことに世の中の流れに逆行していま

す。私は、消防団と同じように、交通安全団を組織

し、消防署と同じように常勤者を配置し、専門官に

より小学校、中学校、高等学校に交通安全教育をす

る。当然高齢者教育も入ります。その時代に来てい

るのではないかと考えます。イギリスは、この方式

をとっております。本来なら研修にでも行ってみた

いところですが、そういうことはまた別として、こ

れも道州制の実施による権限移譲がなされれば可能

なわけです。自立で権限を受けることが、これは可

能でしょうか。受けれないということであれば、こ

の交通安全については、だんだん縮んでいくという

ことで、住民の生命が粗末に考えられるということ

につながっていくのではないかと思いますが、この

今言ったことについて、町長どのようにお考えに

なっているか、交通安全について、縮小するのでは

なく、逆に消防団のような形にしていくと。これは

できますか。自立する上富良野町でできますか。で

きないということになると、住民の命が粗末になる

ということになるのですね。 

 次は、住民自治についてお聞きします。 

 この件については、言うまでもない話ですが、お

わかりのようでございますが、実行が伴っていない

のです。実行になったときは、敬老会のように、こ

のように決まったからやれの形になっているので

す。この件についても、かなり反対の意見があった

ようですが、現在のように住民会に渡ってきており

ます。それはさておき、住民自治の単位をどこに置

くのか、町内会に置くのか、住民会に置くのか、そ

の焦点を定めなければならないのではないでしょう

か。今のように行政依存にはならないということを

住民も理解しつつあります。町内会が、住民会が行

政、これは今後合併してもしなくても、行政と協働

で問題、課題を解決し、自立した地域社会をつくる

という世の中になっていくのかなと考えられます。

行政に言うと税金が上がるだけの話なのです。です

から、みずからやった方がよいということになりま

す。 

 そこで、来年度はこの住民自治についてのモデル

地区を指定してはいかがか。私のいる旭住民会は、

上富良野最大の住民会で戸数５６０戸、住民１,３

００人で自治会館を持たない住民会です。ここを指

定してはいかがですか。ここは人の出入りも一番多

いところです。人の出入りのない小さな住民会で立

派な会館を持ったところは、対象外になるのではな

いかと思います。まとまっておりますからですね。

そういう難しいところでモデルをつくっていただき

たい。おまけに、学校の二つぐらい持っているよう

なところ、そういうところが最適ではないかと思い

ますが、お考えをお聞きいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、市町村合併の件で、新法の期間中に合併す

るのかしないのかということでありますが、いつも

お答えさせていただいておりますように、現状では

合併するにしても、協議するにしても、相手がいな

いということなのです。ですから、相手がいない以

上は、自立で今は生きていくことを考えなければい

けないと。そのためには、常に申し上げております

が、財政運営を支障のないように対応するために、

行財政改革の着実な実現に向かって取り進めていか

なければならない、そういう中にありまして、今後

は道であれ、やはり地方財政というのは厳しくなっ

てまいりますから、今までと違った中での受益者負

担の原則ということで、受益者の方々には応分の御

負担をいただかなければ地域自治が成り立たないと

いう状況になってきているわけでありますから、今

後におきましては、住民の負担というものも応分に

御負担をいただかなければならないということは、

行財政改革の中でお示しをさせていただいていると

ころであります。 

 しかしながら、福祉について、教育について、こ

れについてはいつも申し上げておりますように、最

大限現状の質を落とさないような対応を進めていか

なければならないというふうに認識しております

が、ここについても聖域なき構造改革でありません

けれども、行財政改革の中では、手をつけざるを得

ない部分も生じてくるということで、町民の皆様方

の御理解を賜っているというふうに私は認識をいた

しているところであります。 

 それから、この合併をすれば特例債があるわと。

この特例債については、住民の皆さん方も言ってい

るように、これは皆借金でございます。しかしなが

ら、これは合併をしないと当たらないわけで、対応

できないわけでありますから、今我が町のように、

合併をしようとしても相手がいないところで特例債

のことを考えてみても、なかなかそこには到達でき

得ないということでございますので、今のところ町

民の皆様方に、特例債は云々というようなことの御

説明をするということには相ならんというふうに

思っているところであります。 

 それから、合併するかしないかの住民の意思とい

うことでありますけれども、今、ただ、どこととい

う相手がないままに住民に合併をするかしないかと
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いう意思を問う気はないということで、何度もお答

えさせていただいております。 

 これが最終的にどこそこと合併の協議が進んで

いって、最終的にその合併をするかしないか、話が

まとまってきたというときには、議会の議員の皆さ

ん方、町民の代表として議会の議員の皆様方の御決

議で対応するのか、住民一人一人の意思を確認する

のか、これはそのときの状況に応じて判断をしなけ

ればならないと。それは議員の皆さんを含めての判

断であるというふうに私は認識いたしておりますの

で、今まだ相手のないところで、合併をしていくか

自立をしていくかということを住民に問いかけると

いう状況にはないということでお答えをさせていた

だいておりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 それから地方分権、道州制に伴います市町村への

北海道からの権限移譲２,０００からに及ぶという

ことでありますが、そのとおり相当数の中で今対応

しておりますが、現在このことにつきましては、北

海道町村会におきまして、それぞれの自治体が個々

に北海道と調整をするのではなくて、今私どもは上

川管内町村会２０カ町村で担当職員の検討会議をつ

くりまして、今北海道の方と、その権限移譲につい

ての調整を検討をしているという段階でございま

す。 

 その中で、今一つ一つの問題について、我が町上

富良野町がその権限を受け入れるか受け入れないか

ということにつきましては、これはまだ一つ一つの

課題として、まだ対応しておりません。今上川管内

２０カ町村で、北海道とこの問題について検討を加

えているという段階であるということで認識いただ

きたい。 

 北海道としては、先ほど議員の御質問にもありま

したように、早く権限移譲に踏み切りたいという意

思は十分持っているようでありますが、それらの調

整が、市町村と北海道の調整が全く今までなされて

いない。ただ北海道が考えているだけであって、今

一生懸命市町村と北海道とが調整し検討を加えて、

今動き出したというふうな状況下にあるということ

で、一つ一つの細部については、今まだお答えでき

る状況下にないということで、御理解を賜りたいと

思います。 

 それから、その北海道が権限を移譲するという

２,０００項目にわたる北海道の道州制の内部関係

についての北海道からの資料については、我が町に

も来ているものというふうに認識いたしております

ので、これは議員の皆さん方も閲覧できるような対

応を図っていきたいと。 

 まだ内部で検討中の資料だそうでございまして、

まだそこまでの段階に至っていないということでご

ざいますので、御理解を賜りたいと思います。 

 それからもう一つは、今市町村がやっている事業

を北海道がやった方がいいのではないかなという課

題についてお答えさせてもらいましたら、ちょっと

誤解を生んでいるようでありますが、これは我々と

して話しているのは、例えば国民健康保険税制度、

それから介護保険制度、これ各自治体でやるべきで

なくて、道州制の中でやった方がもっともっと効果

が出るのでないかというふうなこと含めながら、そ

ういったことも含めて、今市町村がやっていること

が道州制、北海道の中でやることが、よりベターで

ないかというようなことも含めて検討しているとい

うことで、ひとつ御理解をいただきたいと思いま

す。 

 それから、交通安全対策等々につきましては、さ

きにお答えさせていただきましたように、信号機等

の設置につきましては、これは北海道の権限ではな

くて、公安委員会の権限に属する分野でございまし

て、そこの部分の権限移譲というのは、今のところ

私は承知いたしておりませんが、交通安全対策とい

うのは、これは交通安全基本法に基づきまして、そ

れぞれの自治体がそれぞれの対応の中で取り進めて

いくということでございますので、これらにつきま

しては、当然にして北海道が今までやっていた交通

安全対策事業、あるいは市町村がやっていた交通安

全対策事業等々についても、ある程度の市町村の責

任というものが、もっと対応が出てくるのかなと。

我が町におきましては、先ほどお答えさせていただ

きましたように、交通安全条例を制定いたしまし

て、町民と行政との町とのやるべきことを、分野を

明確にしながら交通安全対策の推進を図っていると

いうことで御理解をいただきたいと。 

 それから住民自治の問題でありますが、これはこ

れからの自治活動の中で、私は重要な課題であると

いうことで、先ほど今後の課題として認識をいたし

ているということでお答えさせていただきました

が、これを一朝一夕に対応して、各住民自治、今お

話しありました町内会がいいのか、住民会がいいの

かということになりますと、当然にして、そんな小

さい組織の中ではなくて、ある程度大きな組織、ブ

ロックの中で対応していかなければいけない。今２

５ある住民会組織そのものをそのまま対応するとい

うことではなくて、これらを再編した中での対応を

進めるとすれば、対応を考えていかなければならな

いと。しかしながら、これは一朝一夕で、それぞれ

の皆さん方の地域が受けていただけるということに

はならんと。だから受け入れるというモデルがあれ

ば、モデルで対応したいということではどうだとい
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うことでありますが、そのモデルをつくるにして

も、もっともっと検討を加えながら研究を進めて、

そして将来的には全町的に対処できるような見通し

を見きわめた中でなければ、そう単純には、財政を

移管するわけでありますから、その財政運営をその

責任をどのように、公金を移管するわけであります

から、それをどのように使うかということの決定権

がどのように進んでいくのかという細部にわたって

対応を研究した上でなければ、対処でき得ないとい

うふうに認識いたしておりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） それでは、今言った住民自

治からお尋ねしますか。 

 住民自治制については、岩見沢が既にもうこれで

モデルをつくってやろうかということで入っており

ます。これ合併してもしなくてもの話なのです、こ

の件に関しては。そういう状況にあるということ

で、ここはしっかり認識していただきたいというよ

うに思います。 

 それで、次に、こっちの方が大事ですね。課長に

資料を持ってきてと言ったのですけれども、多分出

さないだろうと思って、これだけです。これだけの

厚さ、２,０００件のこれが道の事務権限における

道州、広域自治体と市町村（基礎自治体）の役割分

担に応じた区分案ということで２,０００、これが

来ているのですよ。これだけ来ていて、これで終わ

りました、はいこのとおりになりましたということ

で我々に出されたところで、困るわけですよ。だか

ら途中経過報告すれと言ったわけなのです。これは

非常に大事なこと入っています。いっぱい入ってい

ます。これだけのものが来たら、仕事もどっと出ま

す。ですから、上富良野町でできるはずがないので

す。やっぱり５万人ぐらいで、職員も５万人以上要

ると思います、これだけのものが来ますから。こう

いうような大事なことを、先ほど同僚議員言いまし

たけれども、大事なものは終わってから出すのだと

いうことで、こういうことであっては、これは情報

公開にならないのではないかと思います。こんなに

厚くありますからね。この件について、これはどの

ようにお考えになりますか。来ているでしょう、こ

れ。来ているはずなのですよ。 

 １０月には、これは上川支庁から送ってもらって

いる大きくまとめたものです。そして、この中に１

１月には、役割分担に応じた区分案について調整を

するとあるのですよ、１１月に調整をすると。こっ

ちの方に載っておりますから、調整やったはずなの

ですよ。だからこれはあるのですよ。でなかった

ら、ここに書いてあるこれはうそになる。道でよこ

したこの資料が。だからこの件について、きちっと

した答弁をいただきたいというふうに思います。こ

れはあるのですよ。私持っているのですから。 

 それから次に、合併、お読みになったと思うので

すけれども、これ土曜日の新聞ですものね。これを

見ますと、合併推進派の空知管内山田栗沢町長、山

田町長は、各地で合併構想が破綻しているがという

質問に対して、意見の対立、感情のもつれと言って

ます。それから、合併破綻の理由として、町長、議

員の自己保身というのも言っております。そして、

私は町長や議員の感情だけで協議会を壊してはいけ

ないと考えていると。そして、住民の幸せを大前提

に考えてきた結果、合併を推進をするという、これ

がありますね。栗沢は住民アンケートで総合的に判

断すると言っております。いいですか、住民の意見

を聞くと言っているのです。 

 次は、自立派の後志管内の宮内蘭越町長です。こ

れは住民アンケートの結果を尊重しております、自

立ということで。清貧の道を歩みたい。ということ

は、一緒にアンケート結果、自立といって甘んじて

清貧は、要するに辛抱はしますというのをとったか

らやっているのです。しかし、上富良野はやってお

りませんから、聞かないで、ただ一方通行で自立で

すよ自立ですよと、それは単なる一方通行の話で

す。住民の声を聞かなければだめです。私がずっと

言っているのは、住民の声を聞いたらどうですかと

いうことを言っているのです。だからこうやって資

料を出すのも、何もいじめるために出しているので

はなくて、情報を提供しているのですよ。情報を提

供して、ああそうかと、これずっと読みますかこ

れ。時間制限なかったら５時まで読んでもいいです

よ。１項目何書いてあってと、嫌でしょうけれど

も、やりませんよ。 

 それで、あとここの私たちも知っている横山教授

ですけれども、広域連合の道を探れと言ってますけ

れども、広域連合、私も広域連合の議員ですよ、広

域議会の。これほどむだ金食う金食い虫はないで

す。これを変えるとしたら、議会が一つになればい

いのですよ。議会が一つになるということは、ほと

んど合併になってしまうのですよね。そういう状況

でない限り、広域連合なんて、いかにも人の、これ

大学教授なんか特有の言葉ですよ、こういう広域連

合なんて、どっちともとれるようなことを言ってお

ります。 

 それから次に、町長相手がいないということで言

われました。これは富良野市長が言っているのです

よね。議会で言ってますよ。こういうぐあいに言っ

てます。取り組みとして、平成１４年１０月、研究
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会発足したと。これは知ってます。そして１５年１

月に中富良野町が離脱をしたと。１５年、その年の

９月、市長会議、首長会議で合併を申し入れており

ます。それから次の月、１０月には各町村長を個別

訪問して合併を申し入れて、富良野市長は歩いてお

ります。そして、さらに協議は困難となったが、合

併協議の道は閉ざさない。相手いないと言うのと、

こうやって待ってますと言うのと、どういうことで

しょうかね。勝手に相手いない、私には道のパター

ン、あれはあるし、広域で我々やってますから、現

実に。占冠の村議会議員とも話したりしております

から、いるのでないかと思うのですよ。 

 というところと、さらに、けさ報告のありました

総務文教では、最後のところで、合併も含めた広域

行政についても認識の中に入れておく必要もあるか

という、こういうぐあいにきちっと報告しておりま

す。そういうことでありますから、私も合併合併と

言っているのでないです。やっぱり住民の声をお聞

きになって、そして一緒に行きましょうということ

です。大変これはどちらにしても重いものです。 

 この蘭越町長が、議員と町長で決めるのはいかが

かと思いますよということを言って、アンケートで

よく聞きたいということをやっておりますから、何

も住民投票に私こだわっておりません。とにかく住

民の声を聞いてというのは、町長もお考えだとは思

いますけれども、その辺のところをお尋ねいたしま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、再々答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ４番梨澤議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、住民自治でありますけれども、先ほどお答

えさせていただきましたように、将来的な課題とし

て、行財政改革の中でも項目の中にも掲げておりま

す自治活動の充実ということは、これは重要な課題

であります。しかし、今一挙に、私もテレビで放映

されていたある本州のこの自治活動、この地域に年

間何百万円をお渡しするから、それで道路の整備か

ら側溝の整備、その周辺整備すべて地域自治の責任

でもって対応しなさいということで対応していると

いうふうなテレビ報道を見たことありますけれど

も、これを我が町に対応させるとすることになりま

すと、当然にしてそれらのことについては十分研究

し、検討を加えていかなければならない。安易に何

百万円やるから、これで全部ということには相なら

ん。今言うように戸数の問題だとか、地域の問題だ

とかいろいろなものを抱えて、どこまでを住民自治

の中で対応するかということも含めて、十分な研究

を加えていかなければならないというふうに認識い

たしておりますので、これらは研究課題として、行

財政改革の中でも、どこまで進めるかということに

ついては、今後の課題だというふうに認識しており

ます。 

 それから、道州制の資料につきましては、北海道

がこういうことで今検討を進めておりますよという

検討資料は、今議員の持っているその資料は、我が

町にも来ておりますが、これは今現在、先ほどお答

えさせていただきましたように、北海道町村会の中

で検討する、上川管内２０カ町村の中で、北海道と

検討している資料でございます。北海道が示して、

それを町村がどうするかということで検討している

資料でございまして、資料段階のものであると。資

料段階のものを議員の皆さん方に配付すると。今

我々は与えられた執行権の中で、その方向性を定め

るために、北海道と今調整をしている段階でありま

すから、その段階からの情報につきましては、ある

程度出すということについては、当然のことである

というふうに認識しておりますが、今の段階では、

それを示せるまでの段階になっていないと。今北海

道が示したのはそういうもの。我々町村が今調整し

ている、検討している段階のものは、まだ町村とし

ては、まだまだそこまでの段階に入っていないとい

うことでありますので、その都度、今たまたま２０

カ町村のこの道州制の検討の委員会の座長として、

責任者が我が町から出ておりますので、責任者は我

が町の職員でありますから、２０カ町村の今動きと

いうのは、今北海道との調整を今進めていると。検

討資料として、２０カ町村で対応しているというこ

とでありますので、これらについての方向等々につ

きましては、また議員の皆さん方に御説明申し上げ

るべきものにつきましては、御説明申し上げていき

たいというふうに思っております。 

 それから、市町村合併については相手がないわけ

でないと、富良野市さんは門戸をあけているという

ことでありますが、私自身も決して市町村の門を閉

ざしているわけではありません。今のところは、私

は常に申し上げているように、飛び地合併は考えて

いないということでありますから、富良野市さんが

どんな大きな胸を広げていただいたとしても、私は

その飛び地で飛んでいって富良野市さんと合併協議

をするということの考え方は持っておりませよとい

うことは、当初から私お答えさせていただいており

ます。ですから、将来的な展望として、どうなるの

かということにつきましては、またこれから。今占

冠さんと南富さんとが合併協議を今一生懸命進めて

おります。これらの状況、これらの状況と言ったら

失礼でありますが、この占冠、南富さんの合併状況

がどうなるのかということを含めた中で、将来的な

この富良野圏域というものがどうなっていくのかと
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いうことは、これからの大きな課題でありまして、

それが合併につながるのか、合併につながるものに

つきましては、先ほど総務文教常任委員会の報告に

もありましたように、そういったものも検討の視野

に入れながら、富良野圏域の広域行政の推進を図っ

ていくということが、私は前提であるというふうに

思っております。ただ、広域行政も、今のようにそ

れぞれの事業ごとに議会を持つというような形では

なくて、広域連合の中で、広域連合を結成した中

で、一つの議会ですべてのもの、例えば串内にし

ろ、消防にしろ、あるいは今の環境衛生にしろ、学

校給食にしろ、これらのものが一つの議会で対応で

き得る、そういうような広域連合の中で取り進めら

れていくような進め方をしながら、もっともっと広

域行政の推進を図る分野がいっぱいある。 

 介護保険制度についても、今の認定だけをやって

いるけれども、それ以外のことについても対応でき

る部分もあるであろうし、また、考え方によっては

国民健康保険についても、広域の中で対応していく

とかというような手法もあるだろうし、いろいろな

分野でまだまだ広域で拡大して広域行政の推進を

図っていく分野が相当数ある。これらを広域連合の

中で対処していけるような方向で今後進めていくよ

うに、私としては圏域の中で検討をしていただきた

いというような方向で進めさせていただく考えでい

ることを御理解賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、４番梨

澤節三君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、本日の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散  会  宣  告 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、本日の

日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 明２０日は、本定例会

の２日目で、開会は午前９時でございます。定刻ま

でに御参集賜りたいと存じます。 

 以上であります。 

午後 ３時２２分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（中川一男君） 出席まことに御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は、１８名であります。 

 これより、平成１６年第４回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 本日は、第１日目に引き続き、日割り表に基づき

一般質問を行います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １１番 中 村 有 秀 君 

    １２番 金 子 益 三 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第２、昨日に引き続

き、町の一般行政について質問を行います。 

 初めに、１５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 行き先の定まらない現代

を象徴するかのように、今年は春から異常気象に見

舞われまして、３月には豪雪、夏には異常な高温が

続いたり、秋に至りましては、幾つもの台風が北海

道へ襲来し、加えて大きな地震が幾度も発生するな

ど、自然の猛威を今さらながら思い知らされた１年

であったような気がいたします。被害に遭われまし

た方々に、改めてお見舞い申し上げる次第でありま

す。 

 さて、過般行われました町長選挙におきまして

は、尾岸町長が見事３選を果たされましたことに対

し、まずもってお祝いを申し上げるところでござい

ます。 

 厳しい財政状況が続く中での上富良野町のかじ取

り役として、その手腕に大いに御期待申し上げなが

ら、以下２項目につきまして、町長に質問させてい

ただきたいと思います。 

 まず初めに、産業基盤の強化策と町の活性化につ

いてでありますが、合併を視野に置かず、自立を目

指したまちづくりを推進しようとする町長の方針に

対し、私も考えを一にするものでありますが、尾岸

町政３期目のスタートに当たり、改めてこれからの

町の活性化策についてお伺いさせていただきます。 

 御案内のように、現在我が町の商業、工業、農業

を初めとする、町を支える主要な産業の活力低下

は、年を追うごとに厳しく、特に今年に入り、強く

感じられるところであります。 

 このような状況を踏まえ、この際、町の活性化に

ついてお尋ねいたしますが、従来からこの件に関

し、町長が述べておられます町民の希望や要望に、

行政として積極的に支援を行っていきたいという抽

象的なことでなく、町のトップリーダーとして、今

後我が町の産業構造をどのように組み立てて、安定

した経済活動を促し、すべての町民が希望を持って

働くことができるようにされるのか、早急にその方

向性を示すべきと考えますが、ぜひとも極力具体的

にお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 さらに、これに関連いたしまして、多くの業種、

業態による横断的に活性化を検討する協議機関等の

設置が必要と思いますが、この考えは持たれないか

もお伺いいたします。 

 次に、これからの高齢者介護のあり方についてお

尋ねいたします。 

 今さら申し上げるまでもありませんが、今後ます

ます高まる高齢化率、延びる平均寿命、間もなく訪

れる団塊世代の高齢化などなど、我が町においても

今後深刻な高齢化時代を迎えようとしております。 

 加えて、限りなく進んできた核家族化の進展によ

り、年々増加する高齢者世帯、さらに高齢者の扶養

義務者を持っておられる方々の就業実態や、介護を

必要とする高齢者がおられる家庭の率直なニーズ等

を考え合わせますと、現在取り組んでおります介護

予防事業の必要性や重要性は申すまでもありません

が、一方においては、施設介護への要望が増大する

ことも容易に推測できますことから、現下厳しい財

政下にあるといえども、私はラベンダーハイツなど

の介護施設の増床計画を、今後総合計画にきちんと

位置づけていくべきだと思いますが、町長のお考え

をお聞かせ願いたいと思います。 

 冒頭申し上げましたように、尾岸町政も８年の実

績を踏まえ、いよいよ３期目に入られるわけであり
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ます。ぜひ町民の心に響くお答えを御期待申し上

げ、私の質問といたします。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の御質問に

お答えさせていただきます。御質問のうち、まず産

業基盤の強化策と町の活性化に関する御質問にお答

えさせていただきます。 

 我が国の経済の不況や、急速に進む国際化によっ

て、議員御指摘のとおり、農業、商工業を初め、町

の主要産業の活力低下は著しいものがございます。 

 私も議員同様、安定した経済活動を促し、町民が

希望を持って働くことのできる重要性は、十分認識

いたしているところでございます。その中にあっ

て、行政として今何ができるかということを十分検

討した中で、企業振興措置条例に基づく企業の誘致

や既存企業への支援、また商業振興条例の適用によ

る小規模事業者への支援、農業施策への支援に努め

ておりますが、経済的支援を含め、町としての支援

には限界があるものと考えております。何と言って

も、経済活動に関する主体は事業当事者であり、こ

れらに携わる皆さんの熱意によって達成できるもの

と思いますので、行政もともに考えていきたいとい

うふうに思っているところであります。 

 また、異業種の皆さんが交流し、話し合っていく

ことは重要でありまして、話し合いの中から、これ

までにない新しい発想や建設的な意見が期待できる

ものと思いますので、必要に応じて協議機関設置の

機会づくりや、場の提供づくりに十分考えてまいり

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２点目のこれからの高齢者介護のあり方に

関する御質問でありますが、議員御発言のとおり、

本町も独居高齢者や高齢者世帯の増加など、高齢化

の状況は着実に進行しているところであります。そ

のような認識のもとに、高齢者保健福祉計画並びに

介護保険事業計画に基づきまして、従来からの在宅

福祉を基本として健康づくりや介護予防事業など、

諸施策を積極的に推進しているところでございま

す。 

 議員御提言のように、介護老人福祉施設としての

ラベンダーハイツ増床計画につきましては、国にお

いて介護保険制度見直し議論の中で、在宅介護を重

視する流れにあることから、施設整備の補助採択は

非常に厳しい状況にあるものであります。 

 町においても厳しい財政状況から、単独事業での

増設は困難であると判断しておりますので、引き続

き在宅サービス基盤の充実を図るとともに、要介護

者をふやさないことや、要介護状態の重度化防止、

健康寿命を延ばすことを目指して、介護予防事業や

健康推進事業に重点を置き、介護費用及び医療費負

担の軽減につながっていくよう、保健福祉施策の展

開をしてまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） まず、１点目の産業基盤

の強化策についてでありますが、最初の質問で申し

上げましたように、私は町長に、町のリーダーとし

て、より具体性のある方向を示していただきたいの

であります。 

 今さら申し上げるまでもありませんが、当町の産

業の現状は、私が感じますところ、農業において

は、御案内のように、国において平成１９年度以

降、担い手に集約した経営体系に大きく政策転換を

図ろうとしております。しかし、それに備えていく

ための現在の当町の現状はどうかと申しますと、第

５次の上富良野町農業振興計画が策定されておりま

すが、まだまだおくれている農地の条件整備、ある

いは経営者の高齢化など、さらに後継者不足など多

くの問題を抱えておりまして、間近に政策転換が

迫ってくる中、振興計画の具現化が果たして間に合

うのかどうか、大変不安を感じているのが現実でご

ざいます。反面、離農者だけは確実にふえていって

おりますので、大変危惧をしております。 

 ちなみに、農家の戸数の減少を見ますと、毎年

四、五％ペースで離農者がふえております。農業第

５次の振興計画に示されております計画によりまし

ても、平成１３年度と比較いたしまして、１８年度

は１３％も減少するというような見通しを持って計

画が樹立されております。 

 また、平成１３年に、これは農協が主体になって

行ったアンケートでございますが、その時点で後継

者がいる農家が、４５０戸の農家を調査した中で７

７戸ですから、１７％しかいないと。さらに、後継

者を育てていきたいというように考えている農家を

含めましても４０％に満たないというような農家の

現状でございます。 

 それで、では今度逆に商店の方はどうかといいま

すと、商店に至っても同様で、年々シャッターをお

ろす商店がふえてきていることは、もうだれの目に

も同じであると思います。加えて、今年は近郊に大

型店が開店して、町内の状況はますます厳しいもの

と思われます。 

 その実態の一端でございますが、町内の小売店の

戸数の減少も、平成６年からの資料をいただいてお

りますけれども、毎年５店も６店も減少しておりま

して、これから、現在１２０店前後あるようでござ

いますが、もう五、六年もいたしますと、１００店
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を切ってしまうのでないかというような状況が見込

まれます。 

 また、売り上げにつきましても、もう確実に減っ

ておりまして、戸数が減った分１戸の売り上げが、

せめて売り上げだけでも横ばいで行くのかなという

ふうな期待いたしますけれども、戸数も減る、売り

上げも減るということで、本当に厳しい状況があり

ありとうかがえるわけでございます。 

 次に、産業の基盤の大きな柱でございます建設関

係で見てみますと、住宅建築では大手のハウスメー

カーが、町内に建てられる住宅のかなりの部分を大

手のハウスメーカーに占められていると思われま

す。こういう中で、町内業者は大変厳しい状況にあ

るのでないかと考えられます。 

 また、土木関係で見てみましても、こちらも公共

事業に依存する割合がかなり大きいわけですが、近

年の公共事業の大幅な削減の影響をもろに受けまし

て、小規模な事業所では企業の死活問題にまで及ぼ

うとしております。 

 それで、建築土木の関係におきましても、参考と

いたしまして、町の入札にかかわります建設工事の

発注状況の推移を見てみましても、毎年１億円ずつ

ぐらいはもう確実に、町内の業者の受注額で見てみ

ましても、毎年１億円ずつは、もう確実に減少して

きているということで、数字を見ても、本当にこれ

はもう明らかでございます。 

 逆に、全体のパイは小さくなっているにもかかわ

らず、町外業者の割合が、これまた少しずつ高く

なっていっているということで、本当に小規模の事

業者に対して厳しい状況だというような感じを受け

ます。これは、とりもなおさず、そこで働いておら

れる方々の就労機会がなくなっていくというような

ことに直結しているわけでございます。 

 このように、町を支えております産業の根幹が大

きく活力を失いかけておりまして、このことが雇用

の面においても深刻な不安要素となっているわけで

ございます。 

 もちろん、町としての財政的な支援には限界があ

るとは十分に理解できますが、しかし、ソフト面で

の支援は、まだまだできるのではないかと思いま

す。とりわけ上富良野町には、すばらしい自然を備

えた観光資源や豊かな農畜産物、さらに多くの人材

がいるわけでございますので、これらがしっかりつ

ながれば、大きなビジネスチャンスになるものがた

くさん埋もれているのでないかというふうに思いま

す。 

 常に町長も同じような、上富良野には埋もれたも

のがあるのだということも申しておられますので、

私もそういうふうに感じております。しかし、現状

では、これらせっかくそういう潜在的なものを持っ

ているのでしょうが、まだまだ十分に生かし切って

いるとは到底思われません。私はそれより、それを

生かすきっかけがつくれていない、つくれないので

はないかというようなところに問題があるのでない

かなというふうに思っているわけでございます。 

 そこで、私は町長に、町長のなすべきこととし

て、行政が持つたくさんの情報や広範な人脈を最大

限に生かして、お金をかけて投資をすることに限界

があるとすれば、ソフト面でさまざまな仕掛けや

きっかけづくりを町長みずからが行うべきではない

かと思いますが、この点についても、もう一度でき

るだけ具体的に産業基盤の強化策について考えを示

していただきたいと思います。 

 さらに、ただいま申し上げましたことと関連いた

してまいりますが、私は町内のさまざまな業種間の

交流が、日ごろ余り活発に行われていないように見

受けております。こういうときだからこそ、それぞ

れのさまざまな業種を越えて、青年や女性なども多

く交えて、多くの人たちが横断的に集い、互いに知

恵を出し合って協力し合える場が、ぜひこの際必要

と強く感じております。 

 さきのお答えいただいた中にもありましたが、十

分考えてみたいというようなお答えもございまし

た。できるだけ早い時期に、このような横断的な協

議ができる場を設置するべきだと強く思いますが、

再度この点についてもお尋ねいたします。 

 次に、企業振興措置条例並びに商業振興条例につ

いても御答弁をいただきましたが、まず企業振興措

置条例の企業誘致に関してでありますが、幾ら条例

を整備して待っていても、今の現状を見ますと、企

業の方から進んで来ていただけるような時代ではな

いと思います。私は、この町をこれからも発展させ

ていこうとすれば、企業誘致は大きな課題になると

考えておりますが、町長は企業誘致に対して、今後

どのように対応を図っていこうとしておられるの

か、率直にお聞かせいただきたいと思います。 

 また、商業振興条例についてですが、今年度まで

この制度を利用していただきました件数と、これま

で投資してまいりました事業費について、担当から

でも結構でございますが、お聞かせいただきたいと

思います。 

 さらに、現在その事業を希望されておられる方々

に対して、どの程度充足しておられるのかもあわせ

てお伺いしたいと思います。 

 御案内のように、この商業振興条例は平成１３年

度からスタートいたしまして、１７年度末をもって

終了するということになっておりますが、その後ど

うされるのか、町長にこの点についても考えをお尋
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ねするものでございます。 

 次に、２項目めの高齢者の施設介護について、再

度お尋ねさせていただきます。 

 この件に対しましては、先ほど町長から答弁あり

ましたように、基本的には介護予防事業を中心とし

て健康寿命を延ばすことや要介護の重度化の防止、

さらに在宅福祉の充実などを図って対応していき、

ラベンダーハイツなどの施設増床は困難であるとい

うような町長の見解でございますが、私も予防の重

要性や在宅介護への移行については、十分理解をし

ております。また、それが一番望ましいことだとも

思っております。しかし、老人介護の現実を見たと

き、これからの高齢者の急速な増加や、また、親だ

けが上富良野に残って、若い人はほとんど町外へ出

ていっている現状から見ますと、今後、高齢者だけ

の世帯、高齢者のみの世帯がますますふえること

は、もう明らかでございます。このような世帯は、

いずれ老人が老人を介護しなければならなくなって

くると思います。幾ら在宅サービスが充実したとい

たしましても、老老介護にはおのずと限界がありま

す。 

 また、これだけ核家族化が進んでしまった今日、

それぞれが遠くで長く離れて暮らしてきた状況など

を考えますと、決してこれは望ましいことでありま

せんが、確実に施設介護への要望がふえてくるもの

と推測できるわけでございます。 

 ラベンダーハイツの申し込み者数の実態や、申し

込み者の状況などを調査したものを見させていただ

きますと、これなどを見ましても、その施設介護を

求めると申しましょうか、希望する傾向は、もう明

らかに出ております。 

 また、昨年行われました、介護予防適正化事業が

行われたわけでございますが、そのときに行われま

したこの聞き取り調査やアンケート調査などから判

断しても、施設介護を希望するというような意向が

強いというか、はっきり出ております。このような

ことから、厳しい財政状況といえども、将来推測さ

れるものを避けて通ることは、これはもうできませ

んので、何としても施設介護の拡充整備を今後検討

していくべきだと思いますが、再度町長のお考えを

お聞きいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず最初に、産業基盤の強化策でありますが、産

業基盤の現状ということにつきましては、今、議員

からるるお話しがありましたように、その現実は私

も承知いたしておりますし、この厳しい状況という

ことを十二分に認識いたしているところでありま

す。 

 農家戸数につきましても、高齢の経営者が多く

なって、後継者がなかなか居つかないというような

現実、商工業も同じような現実であるということを

十分認識いたしているところでありまして、これら

につきましては、何としても後継者の確保というこ

とが重要でありますが、これは単に一自治体だけが

対応しにくい部分もございますが、自治体としてや

れることは何かということを十分認識した上で、第

５次農業振興計画等々の推進を図りながら、その農

業なり商工業なりの経営基盤の確立を図っていくと

いうことが大切だというふうに思っておりますの

で、そういったことに対しまして、行政がどこまで

対応できるのかということを十分認識した上での施

策の展開をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 また、土木建設業等々につきましても非常に厳し

い状況にあると。町の投資財源も大幅に削減されて

きておりまして、既にもう当初のピーク時の半額、

５０％相当の投資財源しかないと。これからの投資

財源は、まだまだ現状の半分になるだろうというよ

うな状況下にあるわけでありまして、非常に厳しい

状況でありますが、町がやる対応につきましては、

地元振興策ということではございませんけれども、

極力参加していただいて、その仕事、事業の対応を

図っていただくように、地元業者の参加は対応させ

ていただいているつもりでおりますけれども、ただ

落札しないわ、いろいろな指名競争入札の中で対応

しておりますので、なかなかそこらあたりまで手を

つけることはでき得ないと。ただ、その事業に参加

しようとする指名はさせていただいているというこ

とだけは御理解を賜っておきたいなというふうに思

うところでありますが、なかなかそういった部分も

含めながら、競争原理が働いた中の入札制度という

枠の中で対応でき得る部分について努力をさせてい

ただいているつもりでございます。 

 これからにつきましては、私は今向山議員からも

お話ありましたように、先ほどもお答えさせていた

だきましたが、経営者みずからが熱意を持ってその

対応を図っていかなければならないと。これは農業

にしろ、商工業にしろ、同じであるというふうに認

識いたしております。 

 そういったことから、私といたしましては、今ま

でにも町長と語ろうという、持っておりますこの機

会を通して、それぞれの組織に声をかけているとこ

ろでありますが、なかなか集まっていただけないと

いうような現実でございます。しかし、例えば農業

は農業で農協青年部の皆さん方、若い皆さん方との
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懇談、あるいは商工青年部の皆さん方との懇談、そ

ういったことが、それぞれの皆さん方の意見を聞

き、行政に反映していけるものというふうに思って

おりますけれども、なかなかその機会、声をかけて

も達成できないわけでありますが、これを今後もこ

れからの私の施策の中でも、町長と語ろうと、町民

トーク、これらについては、より一層充実して推進

していきたいというふうに思っておりますので、そ

ういった機会をつくっていただくように、これから

も努力を重ねていきたいというふうに思っておりま

す。 

 また、異業種間の交流につきましては、これも重

要でありまして、過去におきまして、一度町長と語

ろうで異業種間の皆さん方に集まっていただいて対

応した経緯がございますが、これも継続できずに、

２度目の会合からはなかなか集まっていただけな

かったというような経緯もございまして、これから

は、そういったことも含めながら、より皆さん方が

参加していただける、集まっていただけるような、

そういう対応で努力をしていきたいというふうに

思っているところでございます。 

 また、企業誘致につきましては、議員御意見にも

ございましたように、現在の経済情勢の中で、他企

業の誘致をするということはなかなか難しいという

ふうに思っておりますが、企業振興措置条例の中に

おきましては、地元の業者が事業を拡大するという

ような部分についても、条例の一部改正をさせてい

ただきながら、そういう振興策を講じておりまし

て、過般御質問ございましたときにお答えさせてい

ただきましたような、この条例における成果があら

われているということでございますので、今後は他

業種の企業の誘致施策ということにまで拡大するこ

とはなかなか難しいけれども、地元業者の対応につ

きましての支援策の条例のように現在はなっており

ますが、そういうようなことで、今後もそういう対

応を進めていきたいというふうに思っております。 

 それから、商工振興条例の対応につきましては担

当の方からお答えさせていただきますが、この条例

は、議員御質問にもございましたように、５カ年の

時限立法で対応しておりまして、平成１７年で終了

ということであります。 

 町も財政的に非常に厳しいというようなことか

ら、今後最終決断をしなければならないと思うとこ

ろでありますが、１７年度をもって、ひとつ締めく

くりをしたいというふうに考えているところでござ

いますので、ひとつ御理解を賜りたいというふうに

思っております。ただ、現在希望ある部分について

は、全部対応した中での終止符を打ちたいというふ

うに思っておりますので、御理解を賜りたいと思い

ます。 

 次に、高齢者施設の問題であります。特養につき

ましては、先ほどもお答えさせていただきましたよ

うに、また、今までも各議員から御質問をいただい

てお答えさせていただいておりますように、今後の

増設につきましては非常に難しいというふうに考え

ておりますが、特養のほかに、今、病院でも療養型

病床群の設置をして増床を図ってきております。ラ

ベンダーハイツの増床ではございませんけれども、

療養型病床群の設置で２０床を確保していると。こ

れらにつきましても、これからの病院経営の中で一

般病床と療養型病床群との見直し等も図っていきた

いというふうに考えてもおりますので、そういった

ことでの対処を図っていくとともに、それでも不足

する部分については、前にもお答えさせていただい

ておりますように、広域の中でその対処をしていく

ということが、これから一自治体が対処するという

のでなくて、広域の中でこの部分も見きわめていく

ということが大切かなと。老健の利用、あるいはそ

ういったことも含めながら、広域で今後考えてまい

りたいというふうに思っております。 

 ただ、これからの基本は、あくまでも在宅介護が

中心であるということには変わりはないというふう

に思っておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 向山議員の御質問

にお答えをいたします。 

 商業振興条例の適用の関係でありますけれども、

平成１３年度より今日まで２３件の適用をしてござ

います。事業者におきます投資額、約２億４００万

円となってございます。そのうち、６,４１０万円

が町の補助ということであります。 

 それから、充足率の関係でありますけれども、希

望者に対しまして、１００％すべて適用いたしてご

ざいます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） まず、商業振興条例の実

態については、理解いたしました。６,４１０万円

の町の財政支援を行っているということでございま

す。商業の率直な感じといたしまして、商業の振興

を図るための投資としては、まだまだ十分ではない

と。もし元気がつくのあれば、まだまだ許す限りの

支援はやっぱり続けていくべきでないかなというふ

うに実感いたします。 

 それで、この条例の、町長はこれで一区切りさせ

たいというようなお考えのようですが、私はこうい
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うニーズは高まってくることが望ましいことですか

ら、ぜひ１８年度以降も、ぜひ何らかの形で中小商

業者を支援するような制度を存続させていっていた

だきたいと思います。まず、この点確認させていた

だきたいと思います。 

 それから、産業の活性化についてですが、町長も

十分大変だという認識は、全く私と同じように認識

しておられるなということを感じているわけでござ

いますが、いずれにいたしましても、ただ、最初の

町長のお答えにもありましたけれども、事業者みず

からやはり奮起してやってもらうことがもう基本だ

と、私もそれは百も承知でございますけれども、し

かし、非常に今それだけの、ある程度日々の暮らし

と申しましょうか、目先の経営にある程度、ゆとり

とまでも申しませんけれども、安定感がなければ次

の展開を目指す発想も気力も生まれてこないのでな

いかと思うのですよ。 

 それで、当事者任せということも理想ではありま

すけれども、非常に現実としては進みづらいのでな

いかと。もしそれが進むのだとすれば、私こんな御

質問申し上げなくても、町はそれなりの活気が、活

力があってしかりでないかと思うのですが、現実に

どうもそういうふうには見受けませんので、ぜひこ

の際、私は再度町長にお願いいたしますけれども、

まちづくりトーク等の試みも過去にあったようでご

ざいますが、まず人と人との交わりを、町内におけ

るそういう異業種間、さまざまな人たちの交わりを

持つというところからお互いの認識を、共通するそ

の認識を持った中で、何とか上富良野を元気にして

いこうという、そういう機運を高めていくための

きっかけづくりは、これはもう町長でないとできな

いのですよ。ぜひそういう話し合いの場と申しま

しょうか、協議する場を常設できるような、常設す

るような機関をぜひこの際設けていただきまして、

町長がみずから旗振り役になって、さまざまな人を

引き会わすだけでなくて、引き会わせたそのものを

実りにしていくような、もう一歩も二歩も前に進ん

だような形づくりを、ぜひこの際するべきだと思い

ますので、この点についてもお尋ねさせていただき

たいと思います。 

 それから、企業誘致に関しましても、町内の中で

の新たな起業家のスケールアップと申しましょう

か、そういうことを、もちろんそれも大事ですけれ

ども、やはり何といってもこれも、とにかく人がふ

えないことには、もう町というものは成り立ってい

きませんので、ぜひ町長は、前に私御質問申し上げ

ましたけれども、上富良野一の人脈もお持ちでしょ

うし、いろいろな情報も入る立場でございますか

ら、ぜひ機会あるごとに、ぜひ上富良野へ企業立地

してくれというように、さまざまなところへアプ

ローチしてほしいと常々考えております。まず、そ

ういう小さな行動から大きな実りが生まれてくると

思いますので、ぜひこれは意識して、例えば上京し

た折でも、方々へ出かけられた折でも、ぜひそうい

う話題を常に出されまして、上富良野をアピールし

ていただきたいと思いますが、この点についても、

もう一度考えをお尋ねさせていただきたいと思いま

す。 

 それから、高齢者の施設介護についてでございま

すが、町長も施設介護は、これからニーズが高まっ

てくるのでないかというような認識を持っておられ

るのかなというふうに私理解できた部分もございま

す。療養型病床群の充実も図っていっていただける

というようなお答えもいただきましたが、ぜひ、広

域でも結構だと思いますが、私が見る限りは、施設

介護の要望はもう確実にふえると。確かにお金はな

いのも事実でございますけれども、これもまた要望

が高まってくることも、これも避けて通れないとい

うふうに考えますので、広域でも結構でしょうし、

ぜひ住民に不安を与えないように、町長も常に申し

ております、町長の言われる住んでいてよかったと

いう町はどういう町なのかというふうに常々私疑問

に感じておりますけれども、これらもあわせて、改

めて施設介護充実、広域も含めて結構でございます

から、広域を含めて施設介護の充実を図っていって

いただけるような方向づけを考えていただけるの

か、これを最後にお尋ねいたしまして、質問といた

します。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 まず、産業基盤の強化策の中での御質問でござい

ます。商業振興条例につきましては、議員御質問に

ありますように、いろいろな課題を残しているとこ

ろでありますが、町としても財政的に非常に厳しい

という現実の中で、時限立法で対応した現実を見き

わめながら、その対処をしていきたいというふうに

認識いたしているところでありますが、今後もまた

商工会等々と調整をさせていただきながら、今のよ

うな振興条例そのままということにはならないにし

ても、振興策について、また商工会とも調整をさせ

ていただきながら、新たな分野でまた考えていきた

いなというふうに思っておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

 それから、私も議員の言う御意見よくわかるわけ

でありまして、私もそういうつもりでいるわけであ

ります。何としても、農業にしろ、商工業にしろ、

事業者の熱意がなければならないということは、議
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員も御理解いただいていると思いますし、私もそう

思っているわけでありますが、そういう中にありま

して、どのような形でその連携を持った対応を促進

していくかというようなことで、先ほどもお答えさ

せていただきましたように、今私が進めております

町民トークだとか、これは課題を持ってやりますの

で、町長と語ろうというのは、気楽にひざを交えて

雑談をしながら語り合おうやということで、今日ま

で進めさせていただいているわけでありますが、そ

れぞれ皆さん方もお忙しい、また、今議員からもお

話しありましたような経営状態に没頭して、そんな

余裕はないわというような実情等々もあろうかなと

いうふうに思いますけれども、何とかこれからも、

この町長と語ろうを生かしながら、それぞれの皆さ

ん方との意見の交換の場をつくりつつ、そして、そ

ういう中にありまして、ひとつそれがきっかけと

なって、地域の皆さん方との会話の促進がなされる

ような組織ができ上がればなというふうにも思って

おりますので、そういったことできっかけづくりと

して、町長と語ろうをもう少し促進させて進めてい

きたいなというふうに思っておりますので、御理解

をいただきたいなと思います。 

 それから、企業誘致等々については、いろいろと

私も町外に出た折に、いろいろな方々との名刺交換

等々もさせていただきながらあるわけであります

が、今は我が町に全然関係のない大きな企業誘致す

るということは、全く難しい経済情勢であるという

ことは、議員も御承知いただいていると思います

が、たまたまある分野につきましては、声をかけて

くださいやということにつきましては、地元の業者

と競合するというような業種が非常に多いというふ

うなことから、安易にまた声をかけれないという部

分もございまして、そういったことも十分今後私と

いたしましても精査させていただきながら、私自身

も何らかの形で地元にそういった業者が居ついてい

ただけることが重要であるということには認識いた

しておりますので、そういった既存の業者に支障の

来さない、そういった分野の中で、ひとつ十分今後

も考えていきたいというふうに思っています。 

 それから、高齢者施設の施設介護でありますけれ

ども、これにつきましては、先ほどもお答えさせて

いただきましたように、今が町の病院の経営につき

ましても非常に厳しい状況にありまして、療養型病

床群を設置したことによるある程度の安定した収入

を確保できるというような状況もございます。そう

いったことから、先ほどもお答えさせていただきま

したように、一般病床と療養型病床群のベッド数を

どういうふうにするのかということについては、も

う既に方向性を定めておりますので、あとは医師の

確保をした中で申請対応をしていきたいというふう

に思っているところでありまして、病院事務長にも

指示をいたしているところであります。 

 今後そういったことを対応しても、地域だけでこ

の施設介護が対応できるかということは、なかなか

難しいというふうに認識しておりますので、これ

は、そういった分野につきましては、広域の中で不

足部分は補っていただくと、そういうようなことも

今後の課題として、広域の中で対応を図るような推

進をしていきたいと。特に、今、地域センター病院

としての改築を目指しております協会病院等との対

応の状況を見きわめながら、今後のこういった分野

についての富良野圏域の状況の中で推進を図ってい

きたいというように思っておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１５番

向山富夫君の一般質問を終了いたします。 

 次に、９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました点に、町長及び教育長に見解を求めるもので

あります。 

 今、多くの国民や住民が、暮らしや福祉を守って

ほしい、そういう要求がたくさん寄せられていま

す。ところが、今、国が進めている三位一体の改革

というのは、こういう流れとは逆に、雇用を減ら

す、福祉を切り捨てるという状況の中で、国民がど

んどん暮らし向きが後退するという状況になってお

ります。そういう中で、三位一体の改革が進めら

れ、今年度が、今年が初年度という形になりまし

た。とりわけ今回の行政改革という形の中で、財政

規模が小さい自治体ほど予算が組めないという状況

であり、悲痛の声が上がるという状況になりまし

た。その背景には、交付税が約２兆９,０００億円

削減されるという状況になり、その分自治体の裁量

権が、また事業を推進する上での内容が、当然縮小

されるという状況になったわけであります。その中

には、国が当然負担すべき負担金まで削減する、こ

ういう状況であります。 

 また、１兆３,０００億円の国内国庫負担金等を

減額しましたが、そのうち税源移譲をすると言って

おきながら、税源移譲されたのは４,５００億円と

いう状況であり、当然それも自治体には大きな痛手

になりました。 

 そういうような中で、今求められているのは、交

付税総額をきっちり確保する、そして義務的経費

は、国がその趣旨に基づいて確保するという内容で

あり、全国の知事会、市町村会でも、この決議を上

げるという状況になりました。 

 今、国がしなければならないのは、住民の暮らし

― 52 ―



 

を維持するための財源確保であり、当然その国の責

任をきっちりと果たすということが、今求められて

いるのではないでしょうか。そういう意味では、自

治体もそういう状況の中だからこそ、住民の暮らし

を、また産業振興をしっかり財政難の中でも住民や

職員の総意のもとでどう進めるかということが求め

られています。 

 また、近ごろでは、自治体においては財政難を理

由に、安易に住民負担を求めるという状況になって

きております。 

 私は、こういう意味で改めて町長の見解をただし

ますが、住民の暮らしを、福祉を、産業振興をきっ

ちり守る、そういう立場からの新年度の予算編成と

いうのが必要だと考えております。 

 今年度当初の年度別資金計画では、来年度の予算

規模は７０億円という形になっております。 

 また、そういう意味で来年度の予算総額というの

は、大体この規模で落ちつくかと思いますが、どの

ような予算規模になるのか、また予算編成に当たっ

ての重点政策というのはどういうものか、お聞きし

たいと思います。 

 さらに町長は、当面自立への道を選択しました。

その道筋というのは、住民からしてみれば、まこと

に不自然で不透明であります。今回の町長選挙でも

問われたのは、まさにそういう道筋では、住民の暮

らし、町民の暮らしは守れない。どういうところに

予算を重点的に配分するのか、そのことを一番町民

の方が知りたいわけであります。財政難を理由にし

ての補助金、負担金の削減は、当然許せるものでは

ありません。しかし、むだなものは当然見直さなけ

ればならないことは言うまでもありません。そうい

う意味では、町長は今後どのように住民に対して自

立への道筋を示そうとしているのか、この点につい

ても具体的な答弁を求めるものであります。 

 次に、財政改革を今進めておりますが、新年度に

向けても、補助金・負担金の削減が言われており、

総じて１５％程度の削減ということをしきりに言っ

ておりますが、この中には当然住民や商工業、農

業、産業にかかわる、住民にとっては切実な予算等

もあります。そういう意味では、新年度に向けての

補助金・負担金の削減項目というのはどういうもの

か、また、その総額というのは幾らになるのか、ま

た、庁舎内においても当然住民に負担を求めるとい

うのであれば、それなりの給与を含めた財政改革、

削減の目標持っておられると思いますが、この点に

ついても町長の見解を求めます。 

 次に、新年度においては、今、国では地方交付税

の削減を、さらに来年、再来年と、その総額７兆円

から８兆円と言われております。これらの金額が当

然削減されれば、地方自治体にもさらに大きなダ

メージを与えることは明らかです。そういう意味で

は、道においても、約４,０００億円から３,０００

億円の地方交付税が削減されるのではないかという

ことが言われておりますが、当町においてはどのぐ

らいの予算が減額されようとしているのか、わかる

範囲でお聞きします。 

 本来、地方交付税というのは、国民がどこに住ん

でいても、安心して暮らせるための財政措置であり

ます。しかし、国は教育費や保育措置費など、義務

的な負担まで削減するという状況であり、明らかに

国みずからが財政措置のこの趣旨を放棄していると

言わざるを得ません。そういう意味では、町長はこ

れらに対してどのような見解を持っておられ、今後

どのようにされようとしているのか、これらの点に

ついても伺います。 

 次にお伺いしたいのは、収入役制度の見直しにつ

いてお伺いいたします。 

 今、行財政改革の推進の中で、一部の自治体では

収入役制度を廃止したところも出ております。町長

はこの間、私の質問に対する答弁の中でも、次のよ

うに答えています。今後、地方自治法の改正が見ら

れる、その動向を見たい、あるいは自治体財政の規

模に合った改革をしたいと述べております。町長

は、今後住民に負担を求める、住民とともに自立の

道を模索するということを言っているわけですか

ら、それなりの痛みというのも、当然覚悟しなけれ

ばならないでしょう。そういう意味では、収入役制

度の廃止というのも、当然その具体的な目標として

掲げなければ、私はならないと考えています。そう

いう意味で、町長のこの収入役制度の見直しについ

て、どのような見解を持っておられるのか、お伺い

いたします。 

 次に、上富良野小学校の改築の問題について伺い

ます。 

 上富良野小学校は、１線校舎が、昭和３５年に建

設、５８年に一部改修、平成１５年に一部改修とい

う形の中で、また２線校舎は昭和３６年建築、５８

年改修、３線校舎は昭和４５年、４６年と建築さ

れ、平成３年、平成１５年に部分的な改修が進めら

れました。もう既に４４年、４３年、２１年と年数

も経過しており、床がはがれる、壁が落ちる、ま

た、壁が落ちそうになっている。トイレの排水が修

復するけれども詰まるという状況の中で、老朽化し

ています。 

 また、同時に、この校舎は改修・改築を繰り返し

たという状況の中で、今、登下校時による不審者の

問題が全国的にも波紋を投げかけており、何より

も、仮に不審者が侵入した場合、この校舎は死角が
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余りにも多いという状況の中で、その不審者の侵入

を見逃すという状況にもなりかねません。 

 また、同時に、耐震構造から見ても、早急な改修

や改築が当然求められています。 

 また、前教育長は、この問題に対して、第５次総

合計画のできるだけ早い時期にと答弁しておりま

す。 

 以上のことを述べまして、町長にお伺いいたしま

すが、町長は選挙公約の中で、上富良野小学校の改

修に平成１８年度から着手したいと述べています

が、改修と改築では、内容に大きな違いがあります

が、いかがでしょうか。それとも、改修後に改築に

入りたいというのか、答弁を求めます。 

 次に、学童保育についてお伺いいたします。 

 学童保育は、学校開放後も子供が安心して過ごせ

るための居場所づくりであり、同時に働く親にとっ

ても切実な要望でもあります。その上で、１９９８

年に児童福祉法に位置づけられた事業です。しか

し、この間、問題や課題も見えてきました。それ

は、指導員の体制が不十分である、施設が狭いとい

う問題。児童館と併設しているために、指導員が子

供に十分目が行き届かないという問題などなど、た

くさん課題も山積みされるという状況であり、当町

においても定員１５名という状況の中では、当然無

理があり、また、このような課題もたくさん上富良

野町にも見えてきました。 

 しかし、この間、私の質問に対しても、町は次世

代育成計画ができるまでという形の中で、相変わら

ず消極的な態度をとってきました。現場の意見を、

また親の意見も聞かないという状況の中では、安心

した福祉や暮らし、子育て支援ということにはなり

ません。 

 また、ある親からは、次のようなことを聞きまし

た。学童保育について悩んでいる母親が役場へ行っ

たら、子供を見るのは親の義務だと言われました。

当然それは親の義務でありましょう。しかし、行政

というのは、相談したらきっちりとそういうものに

対して耳を傾ける、また、親ができない部分を行政

が手助けし補い、そして子育て支援するというのが

本来の行政の役割であります。ですから、余りにも

冷たい、こう嘆いていました。 

 私は、こういったところにも町長の職員に対する

指導がどうだったのか、あるいは指導されているけ

れども、職員の方がそれを受けとめていなかったの

か、あるいは母親の言葉の聞き違いだったのか、い

ろいろと疑問が浮かび上がってきます。いずれにい

たしましても、学童保育というのは、本来学校の敷

地内に設置すべきものだと私は考えておりますが、

財政難ということもありまして、既存の施設を使う

ということも大切でありましょう。しかし、そうい

うことも含めて、町長は今回の選挙公約の中にも、

学童保育の充実をうたわれておりますから、今後ど

のような体制で学童保育の充実に努めようとしてい

るのか、これらの点についての見解を求めます。 

 次に、保育行政についてお伺いいたします。 

 延長保育や一時保育は、社会の就労環境の変化の

中で、働く親にとっては切実な要望になってきてお

ります。その要望を受けて、特別保育実施要綱がつ

くられました。その中には、親が子育てと社会参加

の両立をきっちりとできるための支援の措置という

ことがうたわれ、また同時に、親の子育ての不安を

解消する、緩和する、こういうことも述べられてい

ます。 

 上富良野町では、この延長保育や一時保育のニー

ズがたくさんあります。上富良野町においては、民

間施設が２カ所ありますが、うち１カ所は、もう既

に実施しておりますが、もう１カ所のわかば愛育園

については未実施という状況であります。既に保護

者アンケートも実施しているということを聞きまし

た。その中には、当然延長保育に対する要望が書か

れているということも聞きました。しかし、実施に

おいての不安もあるということを語っていました。

それは、補助対象は６名が目安という状況の中で、

もしも６名を切った場合の財源の保障がなければ、

実施できなという話であります。そういう意味で

は、今、次世代育成プラン、エンゼルプランの中に

は、ひとしく延長保育や一時保育、学童保育等につ

いても、行政がしっかりと支援するということがう

たわれております。そういう意味では、民間保育所

に対しても、きっちりとした財政措置を行って、こ

れらの要望にこたえるべきだと考えておりますが、

この点についての見解を求めるものであります。 

 次に伺いたいのは、特認校の通学支援の問題であ

ります。 

 特認校とは、豊かな自然の中で、少人数の特色を

生かし、さまざまな体験、活動や心の触れ合いを通

して児童を育てることを目的に、本来の学区を越え

て通学することが認められた学校であります。 

 今、登下校時には、現在ハイヤーで、ジャンボタ

クシーで相乗りしながら登校してきております。し

かし、近年、教育委員会においては、財政難という

こともあるのでしょう、登下校時のジャンボタク

シーについては、見直しできないかということが打

診されたそうであります。これを聞いた学校や親か

らは、不安の声が上がっております。登下校時の待

機の時間や、また時間帯がなかなか合わないという

状況であります。今多くの方々は、この現状維持を

望んでおりますので、この点についての今後の対応
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について、教育長に見解を求めます。 

 次に、登下校時の防犯対策についてお伺いいたし

ます。 

 全国的にも、登下校時の児童をねらった犯罪が相

次いで今浮上しています。町においても、児童が不

審者に声をかけられた、尾行されたということなど

の通報が寄せられております。 

 また、その対応も迅速にされているようでありま

す。ビラの配布や、各機関に呼びかけて防犯対策も

とられているようであります。 

 さらに一部の学校では、防犯ブザーなどを購入す

るということを聞きました。もちろん地域も含めた

防犯対策、警戒というのは必要でありましょうが、

それらを含めて、今後、防犯ブザーの購入に対して

の補助や、あるいは現状について、今後どのように

対処されようとしているのか、以上の点について、

町長及び教育長に見解を求めるものであります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の１点目の新

年度予算の編成に関する３点の御質問にお答えさせ

ていただきます。 

 まず、現在の行財政の運営方針については、既に

御案内のとおり、社会経済情勢の急激な変化の中

で、地方自治体を取り巻く環境は、大変厳しい状況

にあることを深く認識し、その対応策として、当面

自立に向けた上富良野再生アクションプランの新行

財政改革実施計画を立ち上げ、実行に取り組んでい

るところでございます。このことは、少なからず町

民の皆様に痛みを伴うことでもありますことから、

既に年度当初の執行方針で述べ、御理解と御支援、

御協力をいただくべくお願いを申し上げているとこ

ろでございます。 

 さて、１点目の新年度予算規模とその重点はとの

ことでありますが、さきに示しております中期的な

財政見通しから、大きくかけ離れる要因がないもの

と考えていますので、規模的には７５億円以内と

思っているところであります。 

 また、重点施策では、さきに述べたとおり、歳出

構造改革の観点から、その成果を見きわめることが

重要であり、先行投資的な事業は極力控え、潜在的

機能を効果的に発揮させるよう努力しなければなら

ないと考えております。 

 このようなことから、限られた財源の中で、オー

プン間もない保健福祉総合センター施設の機能を最

大限発揮すること、また子育て支援については、拠

点施設となる仮称子供センターは、既存施設の活用

により、支援及び活動ができるよう取り組んでまい

りたいと考えております。 

 また、懸案であります公民館の改修工事では、図

書館機能を十分に発揮することが可能となるよう、

北海道の地域政策総合補助金事業としての採択を受

け、整備を進めていく考えであります。 

 また、島津地区見晴台公園についても、さきの村

上議員に述べたように、低迷している地域経済に刺

激を加えるきっかけとなるよう期待を持って、実施

に向け計画の具現化に努めてまいりたいと思ってお

ります。 

 また、自立に向けた対応についての御質問であり

ますが、このことは前段でも申し上げましたよう

に、新行財政改革実施計画に基づく具体案ができた

段階で、都度議会や広く町民へお伝えしなければな

らないものと考えております。 

 次に、２点目の補助金・負担金などの削減項目と

削減総額と役場内部での削減目標についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 先月１９日に、各部署に新年度予算の編成方針を

指示したところでありますが、現時点での収支試算

では、４億６,０００万円の歳出超過が予測される

ことから、その調整方法として、財政調整基金の一

部取り崩しを前提に、投資的経費を除く裁量的経

費、経常経費などでは、２億１,０００万円の見直

し削減に努めることとしているところであります。 

 この中には、過去からも大幅に削減を図っている

人件費についても、さらに努力目標を設定したとこ

ろであり、聖域を設けず、あらゆる角度から幅広く

見直しを行うことが大きな成果を上げることにつな

がるものと考えておりますので、今後も議会や町民

の皆様と十分に議論を交わしながら理解を求めてい

かなければならないと存じております。 

 次に、３点目の交付税に関する御質問であります

が、議員も御承知のとおり、国が進める三位一体改

革に関連して、大幅な削減の方向が出されようとし

ておりますことから、私といたしましては、地方６

団体に結集して、制度的に地方固有の貴重な財源で

ある地方交付税制度を今後も守っていかなければな

らないと考えております。 

 なお、新年度における削減予想額のお尋ねであり

ますが、国は２００６年までは必要な額を確保する

との発言もありますので、本年度のようなことには

ならないものと思いますが、国が示す詳細な内容を

十分に見きわめることができ得ない現段階では、何

とも申し上げることができません。 

 次に、２番目の収入役制度の見直しについての御

質問にお答えさせていただきます。 

 収入役につきましては、町の公金管理において重

責を担っていることは御承知のとおりであります。

地方自治法により、収入役制度を廃止いたします

と、町長もしくは助役がその事務を兼掌することに
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なり、実際にその事務につきましては、課長職を配

置して行うことになります。 

 現行におきます収入役と課長職を置いた場合の費

用において、際立った大きな差異がないものとすれ

ば、現在、収入役において一般会計、特別会計、そ

して企業会計、消防事務組合の会計を含めたすべて

の会計の出納管理並びに資金の運用調整等を行って

いる状況など、公金管理の重要性を考えましたとき

には、収入役を廃止することには慎重に検討してい

くことが必要と考えておりますので、御理解を賜り

たいと思います。 

 次に、３点目の上富良野小学校の改築に関する御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、改築と改修についての見解でありますが、

改築につきましては、その建物自体の全体もしくは

一部を取り壊し、新しく建物を建築することであ

り、改修とは、その建物の模様がえを行ったり、建

物の一部を修理、修繕することであると理解してお

ります。 

 さて、さきの議員にもお答えしましたように、上

富良野小学校の校舎の一部は、築４４年を経過す

る、上富良野町の学校では一番古い校舎でありま

す。現在の第４次総合計画においては、校舎の整備

計画はありませんが、建物の適切な管理を行うた

め、必要に応じて修理、修繕を行ってきております

し、今後も適切に管理するよう教育委員会に指示し

ているところでもあります。しかしながら、上富良

野小学校の校舎整備の方針については、できるだけ

早い時点で、現在の校舎の修理、修繕をしながら、

できるだけ長もちさせることを考えるべきなのか、

あるいは新築をすべきか、建物の耐久度や管理上の

問題、そして財政上どちらが有利かの見きわめを総

合的に判断し、将来計画の方向性を定めておく必要

があると考えております。 

 次に、４点目の学童保育についての御質問であり

ますが、両親の就業や疾病等のために、適切な養育

ができない家庭の低学年児童を対象とした放課後児

童健全育成事業を現在実施しているところでありま

す。この事業は、対象児童の保護者及び学校との十

分な連携のもとに、学校から自宅に帰らずに直行で

児童館に来た子供に対して、安全に配慮しながら、

児童館の厚生指導員による遊びの指導や各種行事等

を行い、その体験を通じて留守家庭児童の健全育成

を進めている事業であります。 

 現在、東児童館での放課後児童健全育成事業の登

録者数は１９名、西児童館の登録者数は４名となっ

ておりまして、現在のところ待機児童はいない状況

であります。しかし、今後は少子化の進行が予想さ

れる中にあって、子育て支援対策の観点から、また

核家族化による留守家庭児童の健全育成の観点か

ら、学童保育のニーズはますます重要であると認識

しているところであります。 

 具体的な対応としましては、先ほどの村上議員に

もお答えいたしましたが、児童館の運営内容の充実

や学校空き教室等の活用に加えて、学童保育ニーズ

の高い東児童館での受け入れ体制の整備に向けて、

厚生指導員増員等の検討を進めてまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、５点目の保育行政についてでありますが、

御質問の延長保育につきましては、保護者のニーズ

を把握するために、わかば愛育園のほか、中央と西

保育所においてもアンケート調査を行ったところで

あります。その結果、全保育所で要望が高いことか

ら、町の次世代育成支援行動計画に沿って、３保育

所のすべてで来年度から実施するよう前向きに検

討、協議を進めているところであります。 

 また、一時保育につきましては、母親の出産、入

院、家族の入院付き添い、介護、農作業従事等の事

情により、一時的な保育を必要とする幼児に対し

て、随時受け入れを行っているところであります。

今後も引き続き保育所の入所状況の範囲内で柔軟な

対応を図ってまいりたいと考えておりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ６番米沢議員の６点目、

特認校の通学支援について、まずお答えさせていた

だきます。 

 江幌小学校は、豊かな自然の中で少人数の特色を

生かし、さまざまな体験活動や心の触れ合いを通じ

て児童を育てることを目的に、平成３年度から本来

の学区を越えて通学する特認校として認め、運営を

行ってきております。 

 平成６年度から、江幌小学校の自然環境に恵まれ

た小規模校で学ぶことを希望する児童が通学してお

りますが、特認校は児童が正規の通学区域を越えて

通学することから、登下校時には保護者の協力を求

めるものと決められております。 

 当初は、保護者の送迎や定期バスに乗車して通学

していたところであります。その後において、保護

者の送迎が困難な状況と、定期バスが学校の時間帯

と合わず、子供たちが学校が開く時間より早く到着

することから、同校のＰＴＡと地元住民会から送迎

の交通手段確保の要望書が出され、教育委員会で

は、平成１０年度より特認児童の通学手段の対応と

して、ハイヤー借り上げにより登下校を開始したと

ころであります。現在では、児童数２０名のうち１

２名が特認児童として、ジャンボハイヤー１台で通

学しております。 
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 本年１０月から町営バスの運行形態が見直された

ことにより、江幌小学校に到着する時刻は、以前に

比べ改善されましたが、発車時刻が早いことと、児

童が乗車してから学校へ着くまでのバスに乗ってい

る時間が長く、児童にとって負担が大きい等の課題

があります。 

 特認児童の通学手段の確保策として、当面はハイ

ヤー借り上げを継続していきたいと考えております

が、児童数の動向や全町的な視野での比較等も十分

行いながら、江幌小学校の今後の登下校の交通手段

のあり方を学校や保護者とも十分協議しながら対応

してまいりたいと考えております。 

 次に、７点目、登下校時の防犯対策についてお答

えいたします。 

 本年１１月６日から、上富良野小学校の児童が何

者かに声をかけられ、車に乗せられそうになるとい

う不審者事件が連続して発生しました。 

 今回の事件では、これらの対応策として、上富良

野小学校では富良野警察署、上富良野交番に直ちに

通報し、パトロール強化を要請するとともに、児童

に対しては早目に帰宅することや、子供だけで外出

しないよう注意徹底を図ったところであります。 

 さらに、保護者や各学校に不審者事件の発生を文

書で流し、注意を呼びかけ、下校時の監視強化のた

めに教職員、ＰＴＡによる通学路のパトロール等を

実施いたしました。 

 また、教育委員会では、町職員全体にいち早く周

知して、児童生徒の安全確保に目を向けるよう呼び

かけ、防犯協会事務局等の関係者により、通学路を

公用車で巡視いたしました。加えまして、防災無線

により、不審者に対する注意の呼びかけやチラシを

作成して、新聞折り込みにより広く住民に周知し、

またタクシー会社や郵便局、自衛隊にも監視するよ

う依頼し、地域全体で監視の目を強化するよう対応

を図ってまいりました。 

 防犯ブザーについては、各家庭において自衛策の

一つとして子供に持たせたり、学校単位で買いそろ

えたりして、小学校児童の約３０％が所有している

と把握しておりますが、今回の一連の対応のよう

に、地域の大切なお子さんを守るという見地から、

地域全体で監視の目を強め、事件の未然防止につな

がるよう、これからも取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 町長にお伺いいたします

が、新年度予算の中で、補助金等の削減がうたわれ

ております。どういう内容のもの、どういう項目等

が削減されるのかということでお伺いいたしました

が、総体的には出ているかと思いますが、詳細につ

いてわかりません。やはり一番求められているの

は、こういう問題でも、やはり議会にも住民にも、

きっちりとどういう項目が削減されるのかというこ

とも提示して、そこから論議をやはり深める必要が

あるのではないかと。いつまでも出さないというこ

とであれば、不信感が増すわけですから、例えば今

回の特認校の問題、あるいは学校問題で言えば、ス

キーに行くときのスキーの補助の問題。それと、あ

と住民で言えば、廃品回収等の補助金の削減もしく

は廃止ということがうたわれているかと思います

が、こういう、住民側にとってみれば切実な問題で

す。大文字焼きの問題もあるでしょう。商工会の振

興補助の問題等もあります。そういう問題も、どう

いうものが削減の対象になっているのかというの

が、一向に見えてきておりません。そういう意味で

は、自立への道ということを町長が言っているわけ

ですから、その自立への道というのは、住民にした

ら、どこまでそれでは補助金・負担金の削減を我慢

して、公共料金の値上げ等を行えば、住民の暮らし

向きが一定方向安定してくるのかと。よくならない

にしても、安定してくるのかというところが、やは

り不安なわけです。こういうことを住民にしたら聞

きたいわけですから、その方向性をきっちり、自立

ということであれば示しなさいと、このことを私は

一番聞きたいところなのです。 

 もう一つ問題は、補助金の削減等ということで、

比較で１５％ということで言われておりまして、各

担当の課長にも言ったということでありますが、し

かし、各担当の課長にしたら、１５％といったら、

どこをどう削ったらいいのかわからないと、こうい

う時世の中で。担当の課長にしたら、それぞれが必

要な予算なわけです。そういう意味では、そこに町

長のやはりトップとしての判断が必要なわけです。

例えば、福祉や農業に重点を置くのだったら、ここ

にこれだけの予算をつけてまちづくりを進めたいの

だという具体的なやっぱり問題を提起しない限り

は、職員の方だってね、そうそう削減といったっ

て、本当に難しい話だと思って、昨日の一般質問の

答弁のやりとりの中で聞いていたわけです。やはり

そこが、自立の道へと進むのであれば、めり張りの

財政運営ということで、町長もそれなりに努力はさ

れているかと思いますが、やはりそこをどう進める

のかという、まちづくりにとって一番必要な観点で

あり、地域振興策だというふうに考えておりますの

で、この点どのようにお考えなのか、もう一度お伺

いしたいのと、その削減しようとしている補助金・

負担金というのはどういうものか、きっちり議会や

住民等にも示していただきたいというふうに考えて
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おります。 

 次に、新年度予算にかかわって、今日もテレビ、

新聞等々で報道されましたが、約地方交付税等は

４,０００億円ぐらいが減っているのではないかと

いうことであります。そういう意味では、町長は当

然新年度予算というのは、国の予算でもありますの

で、不透明な部分もたくさんあるかというふうに思

いますが、ただはっきりしていることは、来年、再

来年と、引き続き補助金の削減ということがうたわ

れているわけですから、それと増税ということがう

たわれているわけですから、ここがはっきりしてい

るわけですから、それをやられたら、自立への道と

いうことも、合併した自治体においても、当然大変

な状況になることは明らかであります。そういう意

味で、今、各市町村会や知事会も、この交付税の総

額をきっちり維持しなさいということを言っている

わけです。 

 ところが今回の予算編成の中を、国のを見ました

ら、今年度予算をベースにするということを言って

いるような話をしておりました。今年度予算という

ことは、もう既に特例債等の削減や交付税の削減あ

りますから、前から必要な財源が削減されて、さら

に削減されて、さらに削減するという話であります

から、当然地方自治体の、やはり暮らしを維持する

ための基本的な財源ですから、この財源をやはり確

保するということを、町長は自治体のトップとして

責任を持って、やはり国に義務的な経費も含めて、

地方が維持できるだけの交付税を確保すべきという

ことをやはりうたうべきだと思いますが、陳情、要

望もするべきだと思いますが、この点、もう一度確

認しておきたいというふうに考えております。 

 次に、収入役制度の見直しについてお伺いいたし

ます。 

 答弁の中では、一般会計、特別会計の会計その他

の財政運用も含めて調整しなければならないから難

しいのだということを言っております。しかし、こ

の上川管内でも、既に収入役制度を廃止している自

治体というのは、９町村に上ります。その中では、

条例もつくって、収入役をやはり廃止して、課長あ

るいは出納室という形の中で、課長待遇という形の

中で係を配置しているということも出てきておりま

す。いろいろ聞きましたら、やはり財政的な効果が

上がるということを言われています。人材はどうす

るのですかということであれば、内部から異動して

十分配置できるのだということであります。 

 各種の行事については、きついけれどもいろいろ

な町長、助役、あるいは担当の課長、あるいは教育

長も含めて総出で歩いているということを言ってお

りました。 

 もう一つは、電算事務が今進行しておりまして、

そういった意味で、もう既に情報公開もありますか

ら、やはり一定の力量のある課長がそこに座れば、

十分財政運用でも決算でも、所管の課長等が行って

おりますから、私はやれると考えております。そう

いう意味では、きっちりとした住民に負担を求め

る、あるいは行政改革ということであれば、みずか

らもこういう問題に対して、聖域ではないという立

場に立って、行財政の一環としてやる必要があるの

ではないかと、やるべきだと私は考えております

が、この事務処理の観点もあわせて、十分優秀な人

材もおります。電算の会計処理もできております。

それに耐え得る状況が私はつくれると考えておりま

すので、この点についてどういうお考えなのか、も

う一度お伺いしておきたいというふうに考えており

ます。 

 次に、上富良野小学校の改築の問題では、当然財

政負担がかかる話であります。答弁の中では、将来

的にどうしたらいいのかという形の中で、どちらが

いいのかと、改修すべきか新築すべきか、財政的に

どうなのかということを見きわめたいということで

ありますが、いつごろその見きわめをしようとして

いるのかお伺いいたします。 

 学校からもいろいろな要望が出されているかと思

いますが、トイレも改修はするのですが、もう既に

排水が詰まって、においが、臭気がとれないという

状況であります。床も本当はゆがんで、はがれてき

ているという状況で、３線校舎に至っては壁が落ち

そうだという状況であります。何よりもまして、や

はり不審者が入ってきた場合の対応という点でも、

教室から、職員室からその不審者の侵入が全く、

あった場合に見えないという状況であります。そう

いう意味では、いろいろな防犯カメラもつけてほし

いという声も出されているかというふうに思いま

す。そういう意味で、早急にこれらの対策、お金が

ないということもあるでしょうが、やはりこういっ

たところに財源のやはり確保をきっちり私はすべ

き、そういう時期ではないかというふうに考えてお

りますので、その目途等について、もう一度どのよ

うにされようとしているのか、私は一定のところま

で改修しても、また直さなければならないという形

の繰り返しであれば、やはり改築という判断が必要

かと思いますので、この点についてもお伺いいたし

ます。 

 次に、学童保育所の問題については、空き教室等

を最終的には利用するということの体制であるかと

いうふうなことでありますが、もう一度確認したい

のは、現状の指導体制をやはり増員ということでう

たっておりますが、これは当然のことだというふう
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に考えております。 

 町長は、本来親の意見というのは、今、西児童館

と東児童館に預けているけれども、もう学校終わっ

て行かせるだけでも心配だと言うのですね。今、不

審者等の騒ぎがあって、その間、万が一何かあった

場合に、どうするのだろうと考えたら、基本は学校

にやっぱり置いてほしいという声であります。この

間、学校にはなかなか置けないという話で、便宜

上、西児童館と東児童館ということに設置されてお

りますが、そういうことも含めて、将来的な考えも

含めて、もう一度、町長の見解というものも聞いて

おきたいというふうに、伺いたいというふうに思い

ます。 

 次に、保育問題については、来年からするという

ことでありますから、ぜひ実施していただきたいと

いうふうに思います。 

 また、同時に財政措置、６人が一つの目安という

ふうになっているかというふうに思いますが、万が

一この６人定数切れた場合でも、町としてはその財

政支援を行って、わかば愛育園に対してもきっちり

と行うかどうか、この点明確にしていただきたいと

いうふうに思います。 

 次に、特認校の問題でありますが、今、教育長が

述べられたように、帰りの時間等の問題。登校時の

余りに早く着くという問題。学校からは、バスの運

行に合わせたら行事ができないという問題。また、

こういう問題が出されております。何よりもやはり

地域に入って子供たちが伸び伸びと学校行事に参加

できるという環境が損なわれるのでないかというこ

とが心配されております。そういう意味では、私は

当面と言わずに、当然その人数が５人とか２人にな

れば別の問題でしょうが、現段階では、引き続き現

状維持という形で確認してよろしいのか、この点を

お伺いしたいというふうに思います。 

 次に、登下校時の防犯対策の問題では、いろいろ

な対策をとるということは本当に大切なことであり

ます。そういう意味では、町もそれなりの対策とい

うのもとっているわけでありますが、防犯ブザーに

対しては、東中においては何らかの奨励金があった

ということ、みずから買うということを校長先生

言っておりましたが、ほかの小学校においては、各

自持っている子もおられると思いますが、やはり財

政的に必要であるということであれば、町としても

教育委員会としても、きちっとした対策をとるべ

き、予算をつけてとる必要があるというふうに思い

ますが、この点についてお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） 再答弁は、暫時休憩の後お

願いしたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午前１０時３７分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩に引き続き、一般質問

を続行いたします。 

 ９番米沢義英君の再質問に対し、町長、再答弁お

願いいたします。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、新年度予算編成に当たりましての諸問題、

補助金等の削減等々の地方交付税等々の御質問であ

りますが、まず基本的に御理解いただきたいのは、

補助金・負担金等の削減ということで対応しており

ますけれども、基本的に私はそれぞれの中で今まで

お答えさせていただきましたように、どこの何の補

助金を削減せという指示は各課にしておりません。

総体的な額の中で、１５％の削減を目標に予算要求

をしてこいということで指示をいたしているところ

でありまして、それぞれの所管では、それぞれの事

業評価をしながら、相手のあることでございますか

ら、その相手の組織等々と十分な調整を図りつつ、

ただ減らすということではなくて、節減できる部分

を今節減してくれということで、それぞれの対応を

させていただいていると。基本は、今節減できる部

分がそれぞれの組織の中でないかということを見き

わめながらお願いをしているということでございま

して、場合によっては、その組織においては、１５

％でなくて２０％というところもあろうかと思いま

す。 

 また逆に、現状よりも何％かふやさなければなら

ないというような事業評価がそれぞれの課で対応し

て出てきた場合においては、それらはそうあるべき

というふうに認識しております。ただ、総体的に１

５％の削減を図るということが基本で予算編成の指

示をしているということでございますので、どうか

ひとつ、るるいろいろな組織のお話が出ましたけれ

ども、その組織に対して１５％、この組織に対して

何％というような指示は一切しておらんということ

で御理解をいただきたい。ただ、基本的には節減を

目的として対応をその組織と調整を図り、事業評価

をして対応をするということで指示をしているとい

うことで御理解を賜りたいというふうに思います。 

 それから、地方交付税の問題につきましては、議

員の御意見と私も全く同感でございまして、国に対

しては、町村会を通じて常にお話を申し上げており

ますし、それは中で最もこの地方交付税というの

は、各自治体において重要な財源の一つであるとい

うようなことから、国に対しましては、それぞれの
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自治体の財源調整機能と財源保障機能を残した地方

交付税制度の存続を強く要望をいたしておりますの

で、私も今後もこの要望につきましては、その都度

対応を図って、国に対しまして今、申し上げました

二つの財源機能を果たしていくように、強く要望し

てまいりたいというふうに思っておりますので、御

理解を賜りたいと思います。 

 次に、収入役制度でございます。 

 この収入役制度で、議員御質問にもございました

ように、私は職員の皆さん方にも、その能力は持っ

ているものというふうに認識いたしているところで

あります。ただ、先ほどお答えさせていただきまし

たように、今、特別職と一般職の年俸の差というの

が非常に縮小されてきております。私といたしまし

ては、先ほどお答えさせていただきましたように、

財源的に、財政的にどちらが対応なのか、課長職を

置くことと、収入役職を置くことによって、年間で

何百万円もの差があるということであれば、当然に

して職員の異動によって、職員の出納室なり何なり

の対応の中で、今までのような会計課なりの対応の

中で課長職を置いて進めていくということも、当然

に検討しなければならないというふうに思っており

ますが、今これから行財政改革の中で、職員の人件

費についても手をつけていかなければならないし、

我々特別職についても、その対応を図っていかなけ

ればいけないというふうに思っておりますので、こ

れらの職員の課長職の年間年俸と、収入役職の年俸

とがどこまですぼまるのかということを見きわめな

がら、私はその責任の度合い等々から考えながら判

断をしていきたいというふうに思っておりますの

で、ひとつ御理解をいただきたいなというふうに思

います。 

 次に、上富良野小学校の改修の問題であります

が、私は基本的に考えるのは、これからは建物を壊

して新しくしていくという時代は終わったと。これ

からは、現状の施設をいかに長く利用するか、使え

るかということが基本であるというふうに考えてお

りますので、上富良野小学校の現状につきまして

は、十分認識いたしておりますので、これらにつき

ましては、早急に来年度予算で調査をさせていくよ

うな予算を組んでいきたいなというふうに思ってお

ります。 

 その中で考えられることは、これから上富良野小

学校の改修をすることによって、１０年なり１５年

なりの利用できる状態にするためには、どれぐらい

の財政投資が必要なのかと、それから新築するとい

うことになると、どれぐらいの財政投資が必要なの

かと、そこを見きわめながら財源的な措置をも含め

て検討しつつ、どちらが財政的な負担が軽減できる

のかということを十分来年度から調査をさせていた

だきまして、改修ということになれば、私は早急に

第４次総合計画の中で、今期の中で手をつけていき

たいというふうに思っておりますが、改築というこ

とになれば、既に前教育長からもお答えさせており

ますように、第５次総合計画の中で位置づけせざる

を得ないというふうに認識いたしておりますので、

そういったことで、来年度その調査を進めたいとい

うふうに思っておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

 それから、学童保育につきましても、これにつき

ましても、過般、校長会とも調整をさせていただき

まして、上富良野小中学校の校長先生全員の中で、

この学童保育についての空き教室の利用等々につい

ての理解を求めております。そういったことを含め

ながら、教育委員会の方にも指示をいたしておりま

して、これにつきましては、最大限空き教室を利用

する、そういう対応の中で取り進めていけないか

と。議員から御質問にありましたように、御意見に

もありましたように、新たに施設を建てるというこ

とは、現状では１００％不可能でありますので、現

施設を利用して対応していくと。それまでの間は、

東西の児童館の対応で充実強化を図っていきたいと

いうふうに思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

 それから、保育行政につきましても、先ほどお答

えさせていただきましたように、次年度から実施に

向けて進めていきたいというふうに思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員の御質問に

お答えをしたいと思いますが、まず、特認校のタク

シー通学の件でありますが、学校、地域、保護者か

らの継続要望を受け、また課題等につきましても教

育委員会として承知しております。当面として、継

続していきたいと考えているところであります。 

 しかしながら、財政難も一つの理由ではあります

が、この１０月にバスの運行が大幅に改正となりま

した。その中で、平成１０年度当時の課題でありま

した学校に非常に早く着くというような課題につき

ましては、解消することができたところでありま

す。 

 その反面、里仁線と江幌静修線が統合路線になり

ましたことから、子供たちが乗っている時間が非常

に長くなったというよう新たな課題も起きていま

す。そのようなことから、これらの課題解決に当た

りまして、財政上の課題解決、それから、今言った

ような問題の解決について、今後あらゆる方策につ

いて保護者、また学校と十分協議していきたいとい
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うふうに考えているところであります。 

 もう１点、防犯ブザーの件でありますが、お答え

させていただきましたように、約３０％の所有率の

状況であります。防犯ブザーの価格につきまして

は、上は数千円から下は１０５円というような状況

で把握をいたしているところであります。 

 今、学校等の指導もありまして、この所有率につ

きましては、非常に向上してきている段階という受

けとめ方をしているところでもあり、今のところ補

助についての考え方は持っていないということで御

理解をいただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 再々質問は。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 収入役の問題について、大

変収入役を前に置いて失礼かと思いますが、やはり

財政改革の点から、助役兼務という形の中で、現出

納室に、いわゆる現行の課長を座らせてやっている

ところも幾らでもあります。そういうやっぱり体制

をとれば、上富良野でも可能だというふうに私判断

するわけであります。ですから、新たに人が配置す

るという形になるのかもしれませんが、そこら辺

は、この条例をもってしても、新しく１０万人以下

の自治体については廃止することもできるという新

制度もできましたし、現行の条例の中でも、収入役

を廃止した中で、助役兼務という形の中でできると

いうこともうたわれていますので、そういう趣旨か

ら、やはりそういう具体的なところまで踏み込む必

要があるのではないかというふうに私の認識として

は考えておりますので、この点を含めて、今後もう

一度検討される必要が十分あるのではないかという

ふうに考えておりますので、もう一度お伺いいたし

ます。 

 次にお伺いしたいのは、補助金・負担金の削減の

問題で、これを議会の方にもきっちりと新年度予算

になれば示していただけるのかというふうに思いま

すが、早目に示していただいて、どういうものが削

減の対象になろうとしているのかというところで、

やっぱり自立の道という形の中で進むべきであると

したらば、やはり住民にもともに論議をしてもらう

ということが最大限必要ではないかというふうに考

えております。その点が、やはりもう一度きっちり

示していただきたいと思いますが、あわせて、前後

しますが、自立の道ということで、財源は確かに移

譲すると思います、これからの予算編成の中で。や

はり一定のものを町民の方に、こういう形になった

ものをやはり町長は示す必要があると思います。確

かにいろいろ形はあります。この間、行政改革とい

う形で、補助金は何％カットだとかという形で示し

てはおりますが、しかしそれは、何か見てましたら

内部的な資料であって、住民が望んでいるものとは

ちょっとかけ離れているのではないかと。 

 他の町村では、やはり自立の道を選んだところで

は、きっちりとした形でやっぱり住民に論議をして

もらうという方策もとっておりますので、そういう

ものも含めて、もう一度検討していただきたいとい

うふうに考えております。 

 以上、含めて、あとは上小については、来年度か

ら調査して、どうあるべきかということで検討する

ということでありますから、この点をきっちりと

やっていただいて、この点も大いに議会で論議した

いと思いますので、この点については、答弁はよろ

しいです。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１点目の収入役制度、これにつきまして

は、議員おっしゃられるとおり、私もそう認識して

おります。ただ、先ほどお答えさせていただきまし

たように、責任ある部署でございますので、課長職

を置いてするも、収入役という個別の責任を持つ者

を置いてするも、財政的にどれだけの差が、負担増

があるのかと。課長職を置くことと、新たに置くこ

とと、収入役職がいることによる、その財政的な負

担の状況を見きわめた中で私は判断したいと。です

から、これから特別職の報酬審議会等々の御審議を

いただきながら、私としては今後見直しをしたいと

いうふうに思っておりますし、職員の人件費にもこ

れから手をつけていかなければならないという認識

を持っておりますから、そういったことを見きわめ

た中で判断をしたいと。職員もできるということ

は、私もそう認識しております。ですから、そうい

うことで判断をさせていただきたいということで、

またその状況のあるときにつきましては、また議員

の皆様方や町民の皆さん方に御説明申し上げて、御

理解をいただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 次に、補助金等の削減についてでありますが、こ

れは予算の中では御説明申し上げれると思いますけ

れども、先ほど来お答えさせていただいております

ように、現状ではそれぞれの組織と、それぞれに節

減策について調整を、担当と組織と調整をさせてい

ただいた中で対応しておりますので、初めからこの

組織の補助金を何％削減するよという固定した形で

進めておりません。ですから、皆さん方のところ

に、例えば来年度予算では、何々組織を１５％削減

しますよということをお示しすることができない

と。これから今予算編成に入りまして、担当と組織

― 61 ―



 

との調整の中で動いてくるということで、予算の確

定までには、皆さん方にお示しできるのかなという

ふうに思っておりますので、そういった状況である

ということをひとつ御理解いただきたいなと。 

 それから、自立に向かっての財政アクションプラ

ンにつきましては、行財政改革ということで、町民

の皆さん方にも、議員の皆さん方にもその計画をお

示しさせていただき、平成２０年までの我が町の財

政状況の見通しということで、２月に策定させてい

ただいて、それぞれ議員の皆さん方にも、町民の皆

さん方にもお示しをいたしているところであります

が、その後の中では、今までは２４億円ほどの財源

不足という見通しでありましたが、結果的には、見

直しを図りますと、２６億円ほどの財源不足という

状況になるという見通しを立てまして、そういうよ

うなことから、今、行財政改革の実施計画を立てさ

せていただきまして、３２項目にわたりましての対

応を進めていくということでございますが、その細

部につきましては、これから町としてある程度の対

応を進めつつ、町民会議の皆さん方と意見の調整を

させていただきながら、町民会議の意見を聞きなが

ら、この２６億円の削減についての細部についての

３２項目の削減目標を定めまして、早急に定めまし

て、それらにつきましては、議会の皆さん方、町民

の皆さん方にこういう分野でこれだけの削減を図

り、こういう分野でこれだけの削減を図って、平成

２０年における２６億円の不足財源の確保を図って

いきますよと。そして２１年からは、歳入に見合っ

た歳出構造の財政運営ができるようにしますよとい

うことでお示しをさせていただきたいなというふう

に思っておりますので、ひとつそういった段階で

は、早急に議員の皆さん方、町民の皆さん方に示し

ていくというふうに考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、９番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 認定第１号 

日程第４ 認定第２号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 認定第１号平成

１６年第３回定例会で付託された継続審査の議案第

６号平成１５年度上富良野町各会計歳入歳出決算認

定の件、日程第４ 認定第２号平成１６年第３回定

例会で付託された継続審査の議案第７号平成１５年

度上富良野町企業会計決算認定の件を一括として議

題といたします。 

 本件に関して、委員長の報告を求めます。 

 各会計歳入歳出及び企業会計決算特別委員長西村

昭教君。 

○各会計歳入歳出及び企業会計決算特別委員長（西

村昭教君） 認定第１号並びに第２号の平成１６年

第３回定例会に付託されました議案第６号平成１５

年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の件並びに

議案第７号平成１５年度上富良野町企業会計決算認

定の件の２件を朗読をもって報告にかえさせていた

だきます。 

 本委員会は、平成１６年第３回定例会において、

閉会中の継続審査に付された下記案件を審査した結

果、次の意見を付し認定すべきものと決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告する。 

 付託事件名、議案第６号平成１５年度上富良野町

各会計歳入歳出決算認定の件。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、平成１６年１０月４日、５日、６日

の３日間開会し、正副委員長を選出後、委員会を公

開とし、直ちに２分科会による分担書類審査を行

い、全体による審議を行った上、各分科会の審査報

告を求め、この報告をもとに委員相互の意見交換と

理事者の所信を質し意見集約をした。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 監査委員の審査意見は、いずれも的確な判断によ

るものと認められるので、この指摘事項について

は、早急に改善または対応し、執行に当たられるよ

う強く要望する。 

 特に、別記「平成１５年度各会計歳入歳出決算特

別委員会審査意見書」について善処されたい。 

 平成１５年度上富良野町各会計歳入歳出決算特別

委員会審査意見書。 

 各会計。 

 １、町税及び税外収入について。 

 ①町税及び税外収入の収納向上対策として、滞納

者の状況分析を実施し、納期の回数増と分納誓約書

の活用を図り、一層の解消に努められたい。 

 なお、広域収納機関設置をも検討されたい。 

 ②、不納欠損処分については、その内容を明確に

区分するとともに、十分精査の上実施されたい。 

 ２、補助金・負担金について。 

 補助金・負担金については、行財政改革の観点か

ら、一層その使途を精査し、奨励事業、支援事業、

団体運営等の目的に沿った事業効果・評価を取り入

れ、効果的な運営を図られたい。 

 ３、会計事務処理について。 

 会計事務処理で誤払い・戻し入れがあるので、

チェック機能の強化と徹底を図り、再発防止を図ら

れたい。 
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 ４、委託業務について。 

 委託業務は、財政効果が一層上がるよう進められ

たい。 

 ５、公共施設の利用について。 

 公共施設の利用は、町民が公平に利活用できるよ

う配慮されたい。 

 ６、子育て支援について。 

 ①学童保育の運営については、受け入れ時間の延

長、受け入れ枠の拡大等充実を図られたい。 

 ②保育所運営については、一時保育と時間延長保

育の拡充に努められたい。 

 ７、介護保険について。 

 在宅サービスの利用促進と低所得者利用者の負担

軽減措置充実に一層努められたい。 

 議案第７号平成１５年度上富良野町企業会計決算

認定の件。 

 本委員会は、平成１６年第３回定例会において、

閉会中の継続審査に付された下記の案件を審査した

結果、次の意見を付し認定すべきものと決定したの

で、会議規則第７７条の規定により報告する。 

 付託事件名、議案第７号平成１５年度上富良野町

企業会計決算認定の件。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、平成１６年１０月４日、５日、６日

の３日間開会し、正副委員長を選出後、委員会を公

開とし、直ちに２分科会による分担書類審査を行

い、全体による審議を行った上、各分科会の審査報

告を求め、この報告をもとに委員相互の意見交換と

理事者の所信を質し意見集約とした。 

 ２、決定。 

 慎重に審査した結果、本決算は次の意見を付し、

原案のとおり認定するものとした。 

 監査委員の審査意見は、いずれも的確な判断によ

るものと認められるので、この指摘事項について

は、早急に改善または対応し、執行に当たられるよ

う強く要望する。 

 特に、別記「平成１５年度企業会計決算特別委員

会審査意見書」について善処されたい。 

 平成１５年度上富良野町企業会計決算特別委員会

審査意見書。 

 病院事業会計。 

 １、未収金について。 

 患者負担金の未収金については、利用者の公平性

と病院の健全経営を図るため、長期未収金の解消に

厳正な対応を図られたい。 

 ２、医療事故防止対策について。 

 医療事故防止対策について、引き続き努力された

い。 

 水道事業会計。 

 １、老朽管の更新について。 

 水道管の老朽化に伴い、計画的に管の更新を取り

進められたい。 

 以上であります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（中川一男君） これをもって、認定第１

号、認定第２号の報告を終わります。 

 最初に、認定第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成１５年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定

の件に対する委員長の報告は、意見を付し認定すべ

きものとするものであります。本決算は、委員長の

報告のとおり認定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、平成１６年第３回定例会で付託された議

案第６号平成１５年度上富良野町各会計歳入歳出決

算認定の件は、委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

 次に、認定第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 平成１５年度上富良野町企業会計決算認定の件に

対する委員長の報告は、意見を付し認定すべきもの

とするものであります。本決算は、委員長の報告の

とおり認定することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、平成１６年第３回定例会で付託された議

案第７号平成１５年度上富良野町企業会計決算認定

の件は、委員長の報告のとおり認定することに決定

いたしました。 

────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、本日の

日程は、全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 明２１日は、本定例会

の３日目で、開会は９時でございます。定刻までに

御参集賜りたいと存じます。 

 以上であります。 

午前１１時２８分 散会 
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○議事日程（第３号） 

第 １ 会議録署名議員の指名の件 

第 ２ 議案第 １号 平成１６年度上富良野町一般会計補正予算（第５号） 

第 ３ 議案第 ２号 平成１６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

第 ４ 議案第 ３号 平成１６年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

第 ５ 議案第 ４号 平成１６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第 ６ 議案第 ５号 平成１６年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ７ 議案第 ６号 平成１６年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

第 ８ 議案第 ７号 平成１６年度上富良野町水道事業会計補正予算（第１号） 

第 ９ 議案第 ８号 平成１６年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２号） 

第１０ 議案第 ９号 上富良野町納税貯蓄組合補助金交付条例を廃止する条例 

第１１ 議案第１０号 上富良野町在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例 

第１２ 議案第１１号 上富良野町公共下水道に関する条例の一部を改正する条例 

第１３ 議案第１２号 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１６国債）請負契約締結の件 

第１４ 議案第１３号 旭野川砂防工事（Ｈ１６国債）請負契約締結の件 

第１５ 発議案第１号 北方領土問題の解決促進に関する意見の件 

第１６ 発議案第２号 陸上自衛隊上富良野駐屯地廃止・削減に反対する意見の件 

第１７ 発議案第３号 「介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向上に関する検討会報告書」に係る

資格取得方法の見直しをすることを求める意見の件 

第１８ 発議案第４号 平成１７年度地方交付税所要総額の確保に関する意見の件 

第１９ 閉会中の継続調査申出の件 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１７名） 

      １番  清 水 茂 雄 君      ２番  徳 島  稔 君 

      ３番  岩 崎 治 男 君      ４番  梨 澤 節 三 君 

      ５番  小 野   忠 君      ６番  米 谷  一 君 

      ８番  吉 武 敏 彦 君      ９番  米 沢 義 英 君 

     １０番  仲 島 康 行 君     １１番  中 村 有 秀 君 

     １２番  金 子 益 三 君     １３番  村 上 和 子 君 

     １４番  長谷川 徳 行 君     １５番  向 山 富 夫 君 

     １６番  渡 部 洋 己 君     １７番  西 村 昭 教 君 

     １８番  中 川 一 男 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参議員（１名） 

      ７番  岩 田 浩 志 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  尾 岸 孝 雄 君    助 役  植 田 耕 一 君 

 収 入 役  樋 口 康 信 君    教 育 長  中 澤 良 隆 君 

 代表監査委員  高 口  勤 君    農業委員会会長  小 松  博 君 

 教育委員会委員長  久 保 儀 之 君    総 務 課 長  越 智 章 夫 君 

 企画財政課長  田 浦 孝 道 君    行政改革推進事務局長  米 田 末 範 君 
 産業振興課長  小 澤 誠 一 君    税 務 課 長  高 木 香代子 君           農業委員会事務局長 
 保健福祉課長  佐 藤 憲 治 君    町 民生活課長  尾 崎 茂 雄 君 

 建設水道課長  田 中  博 君    教 育振興課長  岡 崎 光 良 君 

 ラベンダーハイツ所長  早 川 俊 博 君    町立病院事務長  垣 脇 和 幸 君 

─────────────────────────────────────────────── 
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○議会事務局出席職員 

 局 長  北 川 雅 一 君    次 長  中 田 繁 利 君 

 主 査  大 谷 隆 樹 君 

 

 

― 66 ―



 

午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １７名） 

────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（中川一男君） 出席まことに御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は１７名であります。 

 これより、平成１６年第４回上富良野町議会定例

会３日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中

の継続調査として、別紙配付のとおり調査事項の申

し出がありました。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

   １３番 村 上 和 子 君 

   １４番 長谷川 徳 行 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第２ 議案第１号平成

１６年度上富良野町一般会計補正予算（第５号）の

件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程され

ました議案第１号平成１６年度上富良野町一般会計

補正予算（第５号）の主な内容につきまして、先に

申し上げてまいります。 

 まず最初は、新たに予算措置をします施策につい

て申し上げますが、農業関係ではＪＡふらのが事業

主体で実施しました枝豆刈り取り機の導入計画に対

しまして、北海道補助事業の採択となったことか

ら、補助金相当額の７４０万円を歳入及び歳出予算

に同額計上をいたします。また、経営基盤強化資金

の需用額４億７,４００万円に対しまして、制度に

基づきます利子補給を行うために、後年度の負担予

定総額となります１,６４９万９,０００円を限度に

債務負担行為の設定を行うとともに、当該年度分に

つきましては、所要の額を歳出予算に計上いたして

ございます。 

 民生費関係では、１１月にオープンしました保健

福祉総合センターの建設に伴い、建物南側地区の一

部住宅で、民間テレビ放送局からの電波受信障害の

発生が確認されましたことから、その障害対策費３

１３万５,０００円を予算に計上いたします。 

 教育関係では、富良野高等学校ラグビー部が全道

大会で優勝し、４年ぶり２度目の全国大会への出場

権を得ましたことから、出場に伴います経費の一部

につきまして、富良野沿線市町村と連携して助成を

講じることとしましたことから、本町分３９万５,

０００円を予算計上いたすものであります。また、

町内の方々から１２件、２１９万円の貴重な御寄附

をちょうだいしましたことから、それぞれの趣旨に

沿いまして予算の計上を行っております。 

 次に、既定の経費について申し上げますが、４月

の職員の定期異動に基づきまして、各会計ごとに人

件費として計上してございます額を調製することを

初め、その後のそれぞれの状況に応じまして所要の

額の調整を全体的に行ってございます。 

 特に、本年度の調整交付金総額が１億１,４７１

万２,０００円で確定しましたことから、対象の既

定事業におきましては一部充当がえを行うことに加

えまして、来年度施工予定の街路灯整備事業を前倒

して実施できるよう、所要額としまして１,６３６

万円を追加予算計上いたしてございます。そのほか

町税におきましては、税目ごとに課税客体の増加が

見込まれましたことから、３,９７４万３,０００円

を追加計上いたしております。 

 また、７月には、本年度の普通交付税総額が２６

億３６３万円で確定しましたことから、歳入予算に

追加計上いたしてございます。 

 また、本年度から一般財源化されました国庫補助

負担金に関しまして、当初予算におきまして事前に

把握できず予算計上してございました保育所措置費

及び軽費老人ホーム事務費補助金の額、合わせまし

て２,３４７万９,０００円につきましては歳入予算

から総額を減額いたします。 

 以上、申し上げましたことを主な内容とし、最終

的に余剰見込みとなります一般財源につきまして

は、予備費に計上することで総体の補正予算を調整

し、上程した次第でございます。 

 以下、議案につきまして議決項目の部分について
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説明をしてまいります。 

 議案第１号平成１６年度上富良野町一般会計補正

予算（第５号）。 

 平成１６年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,７２６万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ７９億９,７２２万２,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の追加及び変更は、「第２

表 債務負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補

正」による。 

 それでは、１ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正の中では、款ごとに補

正額のみ申し上げてまいります。 

 １、歳入。１款町税３,９７４万３,０００円。 

 １０款地方交付税３,２６３万円。１２款分担金

及び負担金７１万８,０００円。１４款国庫支出金

５４３万９,０００円の減。１５款道支出金１,６１

７万１,０００円の減。１６款財産収入１９５万８,

０００円。１７款寄附金２１９万円。２０款諸収入

４６万６,０００円の減。２１款町債３,７９０万円

の減。 

 歳入合計、１,７２６万３,０００円となります。 

 次、２ページの歳出に移ります。 

 ２款総務費７６万４,０００円。３款民生費１,５

８１万６,０００円。４款衛生費３,４６４万１,０

００円の減。６款農林業費８６１万６,０００円。

７款商工費１７４万２,０００円の減。８款土木費

３６０万４,０００円の減。９款消防費３万８,００

０円の減。１０教育費４９万８,０００円。１４款

給与費２,２０８万４,０００円。１５款予備費９５

１万円。 

 歳出合計、１,７２６万３,０００円でございま

す。 

 次に、３ページの第２表債務負担行為補正につき

まして申し上げます。 

 まず、最初の追加議案となります利子補給の関係

についてでございますが、冒頭申し上げましたよう

に、資金総額４億７,４００万円に対しまして、２

５年間を限度としまして、毎年利子の補給をしてま

いるものでございます。なお、そのうち５０％につ

きましては、北海道より補助金を受けてまいる内容

となってございます。 

 次に、変更いたします３件の事業につきまして

は、それぞれ額の確定を見ましたことから、所要額

を減額する手続をとるものでございます。 

 次に、第３表の地方債補正について申し上げま

す。 

 標記６件の事案すべてが額の確定を見ましたこと

から、限度額の調整を行うものでございます。 

 ここまで説明申し上げました項目につきまして

は、議決対象項目となってございます。 

 なお、４ページ以降につきましては、このたびの

補正予算につきましての詳細な内容となっておりま

すので、御高覧いただくことで、説明につきまして

は省略をさせていただきたいと思います。 

 議案第１号平成１６年度一般会計の補正予算（第

５号）につきまして御審議をいただき、原案どおり

お認めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今回は、保育所等の措置費

が一般財源化されるという状況の中で、それに見

合った交付税の算入ということはまずあり得ないか

なというふうに思いますが、こういうような形で一

般財源化されると、相当運営等にもまた財源確保に

も今後大きな障害が出てくるのではないかというふ

うに思いますが、そういうことも含めまして、今

回、歳入の中で１４ページの臨時対策債という形で

減額３,０００万円ほどなっているかと思います

が、この分の財源措置というのはどのような形で措

置されるのか、この点についてまずお伺いしていき

たいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、２０ページ、２１ページ

にかかわってお伺いいたしますが、児童福祉措置費

の関係で、２３節西保育所の運営費の負担という形

で７７５万円が出ておるかと思いますが、これはど

ういう基準で、一括運営費というのは納入されるの

か、それとも分割という形で実績に基づいて運営費

が交付されるのか、この点をお聞きしておきたいと

いうふうに思います。 

 あわせてお聞きしたいのは、町全般の考えになる

かと思いますが、指定管理者が導入されて、今回、

西保育所も移行されました。上富良野町では、今回

アウトソーシングという形の中で、外部委託という

ことが今回の提示されております。主なこの内容を

見ますと、防災センターから始まって図書館、ある

いは現在委託している第三セクター的なものも含め
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て、今後、民間委託という形のスケジュールにのっ

てきているかと思います。その中には保育所、ある

いはラベンダーハイツ、比較的公共性の高いものが

のってきているとかというふうに思いますが、そう

いった運営費にかかわった財源効果も含めて、今

回、西保育所も民間委託という形に、指定委託とい

う形になっておりますが、基本的な考えをお伺いし

たいのですが、公共的の公共性の強いもの、例えば

ラベンダーハイツだとかそういったものについて

は、保育所もそうなのですが、こういった部分につ

いては基本的に町の管理運営という形で行う考えが

あるのかどうなのか、この点をお伺いしておきたい

と思います。 

 それと、２３節の民間の施設給与改善補助という

形が載っておりますが、これはどこの施設を対象に

なっているのか、この点お伺いいたします。 

 次に、民生窓口のところに、いすが並んでおりま

すが、この部分について言えば、お客さんの前を従

業員というか職員が通るという形で、非常に不快感

をあらわしている方もおられます。本来、職員の方

というのはお客さんの裏側を通ると、やっぱりそう

いった部分の改善もこの行革の中では必要ではない

かというふうに考えておりますので、この点も早急

な改善策が必要かというふうに思っております。 

 次に、３２ページの道路維持管理費と公営住宅の

３６ページにかかってなのですが、非常に道路維持

管理の部門の予算というのが、比較的要望としても

多くなってきております。それで、現状では十分に

こたえられない部分、年次計画に基づいて逐次財政

計画に基づいてやっている点ではいいと思います

が、早急に対応しなければならない部分というのも

あるというふうに思います。公営住宅に至っては、

修繕・改善がかなりな形で要望が出てきておりま

す。 

 そういう意味では、一定の今後、財政的な確保と

いうのが必要だと思いますが、この点、現状踏まえ

て今回の予算の中でも減額要素という形に充てる部

分、あるいはふえている部分もありますが、そう

いった柔軟な対応というのが必要になってきている

のではないかと思いますので、この点についてお伺

いしておきたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、最後の給与の関係で、町

は行政改革という形で歳出構造を見直すという形に

なってきておりますが、自立の町ということも含め

て、職員組合とも十分にどういう方向に進んだらい

いのかということも考えておられるということであ

りますが、この部分十分給与の改善の問題でも実際

の職員組合と真剣に話し合うというところの取り組

みが余りなされてないのではないかなというふうに

思っているものですから、この部分についてもどう

いう対応されているのかお伺いしておきたいという

ふうに思います。 

○議長（中川一男君） 企画財政課長、答弁。 

○企画財政課長（田浦孝道君） まず、９番米沢議

員の第１点目の臨時財政対策債の関係でございます

が、既に御承知かと思いますけれども、本来です

と、普通交付税という形で地方に配分される要素の

一部につきまして、いわゆる法の例外としまして赤

字地方債という形で発行をする形が平成１３年度か

らとられたわけでございまして、この発行した額に

対します今年度の償還につきましては、１００％ま

た地方交付税に措置されることになってございま

す。 

 今言いますように、暫定措置という形で国からこ

ういう形を示されてございますので、今のところ予

定では１８年度までこういう形が続くものと認識し

てございますが、本来的には普通交付税の形で交付

されるものという性格でございますが、今の諸般の

状況からこういう形をとっているということで認識

をしてございます。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ２点目の西保育所

の運営費負担の御質問でございます。 

 この内容につきましては、入所児童数がふえたこ

とによります通常の運営費のルール上の負担増とい

うことと、もう１点は、西保育所の所長が資格等の

取得をしたことにより、保育所措置費の単価がアッ

プしたことで、それらの部分含めての運営費負担の

増でございます。 

○議長（中川一男君） 行政改革推進事務局長、答

弁。 

○行政改革推進事務局長（米田末範君） 指定管理

者の基本的な考え方ということでの御質疑でござい

ますけれども、これにつきましては現在、町の方向

性ということで導入の案をお示しを申し上げなが

ら、現在、住民の皆さん方の御意見をちょうだいし

ている最中でございますが、基本的な考え方といた

しましては、民間の企業等がお持ちになっているノ

ウハウといいますか、そういうものを積極的に活用

させていただくという方向で考えていきたいという

ことでございまして、特に現在、管理委託制度と

なっているものにつきましては、法改正によりまし

て指定管理者制度に移行することが義務づけられて

ございますので、これらについてはそれらの対応を

していきたいという考え方でございます。 

 なお、それぞれの施設によって施設の特徴的なも

のもございますけれども、それぞれ民間の皆さん方

によって委託等をしていけるものについては、極力
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その方向を定めていきたいというのが基本的な考え

方でございます。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） 児童手当、児童措

置に関します２３節の償還金利子及び割引料でござ

いますけれども、これにつきましては児童手当の対

象者の増減に伴います国及び道に対しての交付金の

返還分でございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） 道路維持管理と住宅

の管理についてお答え申し上げます。 

 町道の維持につきましては、傷みのところで危険

を及ぼすとか支障が多少なりあるような箇所につき

ましても、早急に手当てをしていきたいというふう

に考えております。それから、かなり過去に構築し

ております路盤等につきましても年次的にそういう

ようなところを逐次修理をしていきたいと、そのよ

うに考えております。 

 それから、公営住宅の管理でございますけれど

も、これも築何十年と経過しておりまして、年々傷

みの箇所数、件数もふえてきておりますので、その

辺につきましてもその状況をよく把握しながら修繕

に努めてまいりたいと、そのように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 米沢議員の御質問にお

答えを申し上げます。 

 窓口の待合いにおけますその前を職員が通るとい

うことは、大変失礼なことだと思っております。一

度指導はしてございましたが、再度、指導をいたし

まして、マナーを守るように努めたいと思ってござ

います。 

 また、職員の給与の行政改革に伴う改善・見直し

につきましては、当然、組合とも十分鋭意協議して

いる中で進めていきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） そうしますと、先ほどの臨

時特例債ですか、その分については交付税等で歳入

されるという形ということだというふうに思います

が、満額補てんされるという状況にはないかという

ふうに思いますので、そこら辺はそういう認識でよ

ろしいのか。 

 それと、これも本来基本的には交付税できっちり

と見ると、その不足分をこういう形で地方が地方債

を発行して、その不足分を補いなさいよという形の

財源対策だというふうに思いますが、基本的には、

これでは地方自治体の財源対策というのはなかなか

立ち行かない部分もあるのではないかと思いますの

で、こういった部分の改善点も必要だと思いますの

で、この点もあわせてどういう考えをお持ちなの

か、お伺いしておきたいというふうに感じておりま

す。 

 さらにお伺いしたいのは、外部委託の問題で基本

的なところをお聞きできなかったのですが、今回の

西保育所の問題も含めたその他にかかわる部分で、

公共性の強いものについてはどうかということで質

問したのですが、この点についてはすべてを対象に

して指定管理者制度に移行するという形の理解でよ

ろしいのか、それとも今、情報提供で住民会議もあ

るし行革会議もあるから住民の意見も聞いていると

いうことでの話だったかと思いますが、その辺もう

一度明確にしていただければというふうに思ってお

ります。 

 あと最後になりますが、給与の問題では、ただ削

減せよと言っているのではなくて、どういう給与形

態がいいのか、あるいは町づくりの財源の確保する

という点では、どういうものがいいのかという町づ

くり全体の中から、本当に進むべきあり方という点

での、職員組合との一番内部の事情がわかっている

わけですから、人事配置についてもこういうふうに

すれば効率的な人事配置ができると、財源の見直し

もできるということをわかっていますので、そこの

点もう一度確認しておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） ３点とも助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の再質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 まず、地方交付税の関係で、臨時財政対策債の関

係を御説明申し上げておきたいのは、要するに需要

が大きいために交付税の総額というのが税で賄うこ

とになっておりまして、地方に配るのが３３から３

５の中でそれぞれ費目によって違っているわけでご

ざいますけれども、そういう中で配分されて総額決

まります。今、バブル後の経済対策として、通常で

すと、全国ベースで大体１２兆円ぐらいの交付税の

総額なわけです。その総額では足りないから、国の

方では赤字国債を発行して、そこのところを埋めま

しょうということになってございます。 

 そういう中で、分相応のところでいけば１２兆円

で本来やらなければいけないのだけれども、やはり

国民の要求が大きいということで、地方の財政需要

が大きいということで国が手だてをして、将来、国

が責任持って地方に返していきますよと、一時地方

で借金をしておいてくださいという形で、臨時財政

対策債というのがあるわけでございます。 
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 そういう面で、これは当然、国の方で後から交付

税の中へ入ってくることになります。ルール上必ず

これは入って参ります。でも総額抑制という中にあ

りますから、他の経費が削られてくるという点で交

付税全体見たときに、目減り現象の状況で大変地方

が自由に使えるお金が窮屈になってくるという状況

にございます。この点が、それぞれ今回の三位一体

改革の中でも総額抑制に対して地方六団体におい

て、その辺の方を確保しておけというのが国に対す

る強い要請事項として、行動を起こしている状況に

ございます。 

 そういう中から、今日の状況からして国も非常に

厳しいというような中で、地方もそれに応じた対応

をしていかなければならないのかなという点で、大

変地方としても困っているという状況でございま

す。この辺の運営になりますと、それぞれこの状況

が続いていきますと大変だということで、さきの中

におきましては２年間ある程度緩和、削減幅を維持

していきましょうというような答えになっていると

ころでございます。そういうようなことで、臨時財

政対策債の仕組みそのものには、そういうふうに

なっているということで御理解いただきたいと思い

ます。 

 それから、指定管理者制度の関係でございますけ

れども、当然、公共性の高いものにおきましても民

間の活力によってそれが維持できるものであればと

いうことで、指定管理者制度の道が開けてまいりま

した。従来は第三セクターぐらいまでしか委託管理

ができない状況でございましたから、今後は指定管

理者によりまして個人以外の民間サイドでも、こう

いう公共性を担ってやれる道を開いたということで

ございます。 

 したがいまして、町といたしましては指定管理者

制度でやるのか、直営でやるのか、その辺の公共性

の確保を考えたときに、どちらがいいかということ

を判断していくという形になろうかと思います。そ

ういう中で、当然、そういうノウハウを持った事業

者がいれば、指定管理者の方に持っていくというふ

うな流れになろうかと思います。いろいろ公共施設

に、ラベンダーハイツだとかそういうものにつきま

しても、そういうノウハウを持った事業者がいれ

ば、町としては町がやるよりもそちらの方がいいと

いうことになれば、指定管理者制度を使ってその辺

のところをやっていくということになろうかと思い

ます。 

 それともう一つは、西保育所の関係で申し上げて

おきますと、公設民営化という形の中で指定管理者

制度に入ったところでございます。この辺が一つ、

民間サイドでその施設を全く民間に財産譲与だとか

そういうことをしてやることによって、国の方から

補助制度でやれるという制度がございます。ケアハ

ウスもそうでございます。この辺が大きく今の一般

財源化の中では、公設民営化というのは町にとって

財源的には非常にメリット余りないような状況で

す。 

 そういう点、民間サイドで十分公共性の確保がで

きるものについては、そういう方法を今後とってい

かざるを得ないのかなというふうに思っておりま

す。今の財政状況からしますと、そういう道に持っ

ていかざるを得ないのかなというふうに考えてござ

います。 

 それから、職員の給与対策の関係でございますけ

れども、これまで議会の中でもお話申し上げてきて

おりますが、いわゆるラスパイレスが本町の場合非

常に高いということで、その解決策をまず第一に

図っていこうということで、その道筋が今年組合と

の中でできまして、暫定措置として１.５から２％

の中で職員の給与の削減をしてまいりました。恒久

的な給与、ラスパイレスの高いところの改善をする

ということで合意を得ましたので、その辺の暫定措

置を解除いたしまして、根本の制度に戻していくと

いうことで第一段階終わりました。次、厳しい財政

状況の中で、町として財政運営上、給与についても

どういうふうに取り扱っていくかということにつき

ましては、今後、組合との中で財政状況を見きわめ

た中で対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

 これは、現在のところまだ方針等決めておりませ

んが、当然、将来に向かって職員の定数等の関係も

出てくる、そういう中で総合的にこの辺の方を判断

して進めていきたいという考え方でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 １０番仲島康行君。 

○１０番（仲島康行君） 指定管理者制度というこ

とでひとつお聞きしたいと思うのですが、そういう

ふうな考え方、国の方の考え方もあって西保育所と

いうのがなったのかなと思うのですが、今までの場

合は、金銭に絡むものについては民間はだめだろう

というふうなことだったのだろうと思うのですが、

それが少し門戸は広げたのだなというふうに考えて

おります。 

 今現在、うちの町でどのぐらいの、どこどこを出

す部分があるのかなと、何件ぐらいというかな、例

えば日の出山とかオートキャンプとかいろいろある

と思うのですが、どのぐらいの数字があるのかそこ

ら辺ちょっと聞かせてほしいなと思うのと、例えば

の話なのですが、指定管理者制度が出ているのです
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が、個人でやるというのはなかなか難しい部分があ

るのかなというふうには思いますけれども、極端な

話をすると、商工会でそれではやると、手を出すぞ

というふうなことになったときには、そういう対策

というのはあるのかないのかなと思うのですが、そ

の辺はいかがなのですか。 

○議長（中川一男君） 行政改革推進事務局長、答

弁。 

○行政改革推進事務局長（米田末範君） どれぐら

いの対象の施設があるかということでございますけ

れども、現在の段階で申し上げますと、既存の管理

委託制度に基づいているものが７施設ございますの

で、これについては移行していかなければいけない

というのが現状でございます。現在、町の方では総

体１０４の公共施設ございますけれども、これらの

中でどれぐらいのものが移行できるかというのは、

検討を加えながらいかなければ、ちょっと今の段階

では検討していかなければいけないと思ってござい

ます。ただ、はっきりしているのは、今申し上げま

した７施設については現実としてございます。７施

設につきましては、ケアハウスかみふらの、日の出

公園、オートキャンプ場を含むものでございます。

それから、島津公園、吹上温泉保養センター白銀

荘、町営のスキーリフト、パークゴルフ場、セント

ラルプラザということになってございます。 

 当然、商工会さんが事業としておやりになるか否

かという問題については、現実に今お入りいただい

ているところの部分についても対応の部分があると

思いますので、今後とも検討の対象にはなり得るの

かなというふうに思ってございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって本

件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第２号平成

１６年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第２号上富良野町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）につきまして、提案の趣旨を御

説明申し上げます。 

 まず、歳入に関しましてです。 

 １点は、一般被保険者の療養給付費及び高額療養

費の増加傾向に伴います国庫負担金の増額補正をし

ようとするものであります。 

 ２点は、国保基盤安定負担金及び国保財政安定化

支援事業の確定に伴います繰入額の減額補正をしよ

うとするものであります。 

 ３点目としまして、職員の人事異動に伴います職

員給与費等の繰入額の減額補正をしようとするもの

であります。 

 歳出に関しましては、１点は、職員の人事異動に

伴います職員給与費等の減額補正をしようとするも

のであります。 

 ２点は、一般被保険者の療養給付費及び高額療養

費の増加傾向に伴います保険給付費の増額補正並び

に受給件数増加に伴います審査支払手数料の増額補

正をしようとするものであります。 

 ３点目は、資格遡及適用によります国保税還付金

の増額補正をしようとするものであります。 

 ４点目は、口座振替件数の増加に伴います口座振

替手数料を増額補正しようとするものであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明申し上げます。 

 議案第２号平成１６年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１６年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３０２万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１２億５,３２６万７,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 款及び補正額のみを申し上げます。 

 ２款国庫支出金、補正額１,２００万円。３款療

養給付費交付金４万円。７款繰入金９０１万９,０

００円の減。 

 歳入合計としまして、３０２万１,０００円とな

ります。 

 ２、歳出。１款総務費、補正額６４５万７,００

０円の減。２款保険給付費３,００９万５,０００
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円。９款諸支出金３４万円。１０款予備費２,０９

５万７,０００円の減。 

 歳出合計としまして、３０２万１,０００円とな

ります。 

 ２ページをお開きいただきたいと思います。 

 ２ページの歳入歳出予算補正事項別明細書以降に

つきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お

認めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第３号平成

１６年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第

２号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第３号平成１６年度上富良野町老人保健

特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案の

趣旨を御説明申し上げます。 

 本年度の医療費及び受給者の動向が当初見込みよ

り減少傾向にあるため、不要と見込まれます医療給

付費及び国庫支出金等減額補正をしようとするもの

であります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明いたします。 

 議案第３号平成１６年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第２号）。 

 平成１６年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１億３,４８８万円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１２億９,７４０万５,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入。 

 款及び補正額のみを申し上げます。 

 １款支払基金交付金８,１３７万７,０００円の

減。２款国庫支出金３,５６６万８,０００円の減。

３款道支出金８９１万７,０００円の減。４款繰入

金８９１万８,０００円の減。 

 歳入合計といたしまして、１億３,４８８万円の

減となります。 

 ２、歳出。２款医療諸費、補正額１億３,４８８

万円。 

 歳出合計といたしまして、１億３,４８８万円の

減となります。 

 ２ページをお開きいただきたいと存じます。 

 歳入歳出予算補正事項別明細書以降につきまして

は、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お

認めいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第４号平成

１６年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

２号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた

だきました議案第４号平成１６年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第２号）につきまして、補

正の趣旨を説明申し上げます。 

 補正の要旨でございますが、１点目といたしまし

て、居宅介護サービス等給付費におきまして、短期

入所療養介護サービス、通所介護サービス、それか

らグループホームとも言いますが、痴呆対応型共同

生活介護サービスの利用回数の伸びなどによりまし

て、給付費の既定予算額に不足が見込まれ、また、

施設介護サービス給付につきましても介護報酬請求
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の審査によります給付費の増加が見込まれることか

ら、国庫負担金・道負担金・一般会計繰入金など法

定分の負担額、それから、介護保険事業基金の支

消、さらに予備費からの充当によりまして保険給付

費用の財源を見込みまして、所要額の補正をいたす

ところでございます。 

 ２点目は、職員の人事異動に伴いまして、職員給

与費に不足が生じるため、一般会計からの繰入金を

もって所要額の補正を行うものであります。 

 以上が補正の主な内容でございます。 

 議案を朗読して説明といたします。 

 議案第４号平成１６年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第２号）。 

 平成１６年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４,１３８万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６億２,２９７万４,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款の補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。２款国庫支出金４５１万８,０００

円。３款道支出金５５８万６,０００円。４款支払

基金交付金１,４３０万１,０００円。６款繰入金

１,６９８万３,０００円。 

 歳入合計の補正額、４,１３８万８,０００円。 

 ２、歳出。１款総務費６９万７,０００円。２款

保険給付費４,４６９万１,０００円。７款予備費４

００万円の減。 

 歳出合計の補正額、４,１３８万８,０００円でご

ざいます。 

 ２ページから１１ページまでの歳入歳出予算補

正、事項別明細書及び１２、１３ページの給与費明

細書につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で説明にかえさせていただきます。御審議い

ただきまして、議決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 居宅介護サービスと施設介

護サービスの点についてお伺いいたしますが、現状

では十分ショートあるいは短期という形の中で、需

要がかなり多いかというふうに思います。ある程度

こういったものについては、施設が不足するという

ような状況もあるかというふうに思いますが、介護

度では１、２というふうにありますが、どういう重

度の人が利用する率が多いのか、それと現状では十

分な提供がまだまだ不足かと思いますが、富良野圏

域も含めてそういう体制が十分整っているのかどう

なのか。入りたくてもなかなか申し込みが多くて、

短期なんかについても厳しいという話もありますの

で、そういうものも含めて現状についてお伺いした

いというふうに思います。 

 次に、施設介護の面でお伺いいたしますが、ラベ

ンダーハイツと特養にかかわってなのですが、現状

ではどういう介護度の人が入院されているのか、そ

れと費用負担の面では最高額と最低額どのように

なっているのか。 

 今回あわせてお伺いしたいのが、費用負担という

形で今度制度が改正されようとしておりますので、

実費負担、あるいはホテルコストという形の中で、

いろいろサービスも提供しているのではないかと、

だから利用する方は実費分に応じて個室、あるいは

それに対応する大部屋においても負担してもらおう

という形の話になっているかと思いますが、万が

一、これが導入された場合、来年の１０月からかと

いうふうに思いますが、費用負担がふえる方も想定

されるというふうに思います。これは非常に大事な

問題で、年金の少ない方にしてみれば、費用負担が

ふえるということになれば大変なことになりますの

で、そういう現状でどういう状況になるのか、例え

ば現在の高額負担でどのぐらいなのか、一番低い負

担の方でもそれが導入されればどのようになるの

か、そういう試算があれば、わかれば教えていただ

きたいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ９番米沢議員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、今、居宅サービス、施設介護サービスの状

況の中で、特に施設サービスにつきましての圏域で

の状況もございますが、富良野に老人保健施設がご

ざいます。ここに町内からの方も、現段階では９名

入所いたしているところでございます。 

 それと、在宅サービスという視点からいきます

と、老人保健施設でもいわゆる老人保健、リハビリ

機能という部分での通所リハビリのサービスも行わ

れておりますし、あるいは療養ショート、先ほど言

いました短期入所の療養介護という部分でのサービ

スも老健でも行われております。さらに、協会病院

におきましてもこれらの今の件についてのサービス
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も事業所として指定されて実施してございまして、

町内の要介護者につきましてもこれらのケアマネー

ジャーとのかかわりで、そちらの利用の状況もござ

います。 

 それと費用負担の問題、ただいま国で介護保険制

度の見直しの議論が進められてございまして、議員

おっしゃるとおり、マスコミ等で報道もされてござ

いますが、特に施設介護サービスの部分については

在宅サービスの利用者との費用負担の公平性という

観点から、今、国ではこの部分についての見直しを

されようとして報道もされてございますが、内容に

ついて費用負担がどういうようなふうになるのか、

低所得者の方に負担をどういうふうに求めていくの

か、あるいは全体に対してなのか、その辺の所得階

層等の部分についても私どもは現時点では詳しいこ

とについては、まだ国等からもおりてございません

ので、そのようなことで御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） ラベンダーハイツ所長、答

弁。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） 米沢議員

のラベンダーハイツの入所者の介護度の状況につい

てお答えいたします。 

 １１月現在の入所状況ですけれども、要介護者１

が３名、要介護２が４名、要介護３が４名、要介護

４が１５名、要介護５が２５名ということで、定員

５０名に対して今特例枠ということで１名の方が

入っておりますので、５１名の方が入所されており

まして、平均の介護度が４.０８ということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって本

件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第５号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第５号平成

１６年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第５号平成１６年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、

補正の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入の１点目としまして、水道管移設補償工事と

しまして、富原南土地総工事、道道上富良野旭中富

良野線交付金工事において、施工範囲内での移設が

発生しなかったこと及び検満工事の執行残により、

繰入金４４８万７,０００円が減になったものでご

ざいます。 

 ２点目としまして、先ほど申し上げました富原南

土地総工事、道道上富良野町旭中富良野線工事によ

る水道管の移設が発生しなかったことにより、諸収

入３８９万７,０００円の減額でございます。 

 歳出につきましては、歳入のところで申し上げま

した内容によりまして８３８万４,０００円の減で

ございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第５号平成１６年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１６年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ８３８万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億５,０５３万９,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次のページお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。３款繰入金４４８万７,０００円の

減。５款諸収入３８９万７,０００円の減。 

 歳入の合計、８３８万４,０００円の減でござい

ます。 

 ２、歳出。１款衛生費８３８万４,０００円の減

でございます。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

以降につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で補正予算の説明といたします。御審議いた

だきまして、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 
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 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第６号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第６号平成

１６年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第３号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第６号平成１６年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、補正の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入の１点目としまして、事業費確定に伴いまし

て、国庫支出金４０万円減の計上でございます。 

 ２点目としまして、繰入金につきましては、自己

財源充当により５２５万３,０００円の減額でござ

います。 

 ３点目としまして、諸収入につきましては台風１

８号により浄化センターの管理棟の脱臭フードが一

部被災を受けたことによる建物災害共済金７万９,

０００円の計上でございます。 

 ４点目としまして、公共汚水桝の増による単独建

設事業費に伴いましての町債１１０万円の計上でご

ざいます。 

 歳出の１点目としまして、職員の他会計間異動に

伴いましての一般管理費５８９万２,０００円減で

ございます。 

 ２点目としまして、浄化センターの台風１８号に

よる被災箇所及び水処理機器などの修繕に伴う施設

管理費としまして７５万円の計上でございます。 

 ３点目としまして、公共汚水桝増によります単独

建設費６６万８,０００円の計上でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第６号平成１６年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成１６年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４４７万４,０００円を減額し、歳入歳出予算総

額を歳入歳出それぞれ４億１３１万１,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 次のページお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。３款国庫支出金４０万円の減。４款繰

入金５２５万３,０００円の減。６款諸収入７万９,

０００円。７款町債１１０万円。 

 歳入の合計、４４７万４,０００円の減でござい

ます。 

 ２、歳出。１款下水道事業費４４７万４,０００

円の減でございます。 

 次のページお開き願いたいと思います。 

 第２表、地方債補正。 

 (1)変更。起債の目的、公共下水道一般分の限度

額は、１１０万円増の２,２８０万円でございま

す。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

１４ページまでにつきまして、説明を省略させてい

ただきます。 

 １５ページをお開き願いたいと思います。 

 下水道事業債の地方債の当該年度末現在高見込額

は、１１０万円増の３４億３,７６２万６,０００円

でございます。 

 以上で補正予算の説明といたします。御審議いた

だきまして、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第７号 
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○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第７号平成

１６年度上富良野町水道事業会計補正予算（第１

号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第７号平成１６年度上富良野町水道事

業会計補正予算（第１号）につきまして、補正の要

旨を御説明申し上げます。 

 １点目としまして、収益的収入及び支出につきま

しては、職員の他会計間異動による給与費の減でご

ざいます。 

 ２点目としまして、予備費につきましては、費用

の差額分の計上でございます。 

 ３点目としまして、資本的収入及び支出につきま

しては、量水器検満工事の執行残の計上でございま

す。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第７号平成１６年度上富良野町水道事業会計

補正予算（第１号）。 

 総則。第１条、平成１６年度上富良野町水道事業

会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 支出。第１款水道事業費用第１項営業費用８０万

８,０００円の減。第４項予備費８０万８,０００

円。 

 資本的収入及び支出。 

 第３条、予算第４条本文括弧書き中「不足額７,

４６１万円」を「不足する額６,９０２万１,０００

円」に改め「過年度分損益勘定留保資金７,４６１

万円」を「過年度分損益勘定留保資金６,９０２万

１,０００円に」改め、資本的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正しようとするものでございま

す。 

 支出。第１款資本的支出、第１項建設改良費５５

８万９,０００円の減でございます。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第４条、予算第５条に定めた経費の金額を次のよ

うに改める。 

 (1)職員給与費８０万８,０００円の減でございま

す。 

 次のページの平成１６年度上富良野町水道事業会

計予算実施計画から以降につきましては、説明を省

略させていただきます。 

 以上で、補正予算の説明といたします。御審議い

ただきまして、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって本

件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第８号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第８号平成

１６年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２

号）の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 病院事務長。 

○病院事務長（垣脇和幸君） ただいま上程いただ

きました議案第８号上富良野町病院事業会計補正予

算（第２号）につきまして、補正の要旨を御説明申

し上げます。 

 最初に、予算第２条収益的収支及び支出について

でございますが、１点目は医業収益の外来・入院収

益の減額を計上いたすものであります。前年度に引

き続き患者数の減少が続いており、１０月までの前

年対比では患者数では７.９％の減、また、診療報

酬におきましても９.２％の減となっており、収入

及び費用の相当額をそれぞれ減額をいたすものでご

ざいます。 

 ２点目は、標欠医師対策費にかかわる収支の減

額、医師及び職員の異動に伴います給与、手当等の

減額と、法定福利費につきましては、改定率精査に

よります減額を行うものでございます。また、これ

らに伴います一般会計からの他会計繰入金８５８万

７,０００円を減額するものでございます。 

 次に、予算第３条資本的収支及び支出におきまし

ては、１点目は町民の方３名から御寄附がありまし

た。内訳としまして、１０万円の寄附が２件、１０

０万円の寄附１件がありまして、合計金額は１２０

万円の寄附をいただいたところでございます。これ

ら寄附目的に沿って、患者用備品を購入するよう予

算を計上したところでございます。 

 ２点目は、医師住宅改修工事外１件の工事完了に
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伴います精査による減額を行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第８号平成１６年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）。 

 第１条、平成１６年度上富良野町病院事業会計の

補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 歳入。第１款病院事業収益４,１８２万１,０００

円の減。 

 支出。第１款病院事業費用４,１８２万１,０００

円の減。 

 資本的収入及び支出。 

 第３条、第４条に定めた資本的収入及び支出の予

定額を次のとおり補正する。 

 収入。第１款資本的収入２０万４,０００円。 

 支出。第１款資本的支出２０万４,０００円。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない

経費。 

 第４条、予算第８条に定めた経費の金額を次のよ

うに改める。 

 (1)職員給与費１,６３０万６,０００円の減。 

 次に、１ページから１２ページまでの実施計画、

また、補正予算説明書、給与明細書につきまして

は、説明を省略させていただきます。 

 以上説明といたします。御審議いただきまして御

議決賜りますようお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 先ほど患者の減少によると

いう部分ございましたけれども、人数でどの程度

か。 

 それから、寄附をいただいたということで医療備

品を買うと、医療備品といっても広範になると思い

ますけれども、どういうような器具を買われるのか

説明お願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） ３番岩崎議員の御質

問にお答え申し上げます。 

 内科と外科、それから入院も含めまして、１１月

末では患者数が２,９６４名の減となっているとこ

ろでございます。 

 また、寄附の使用用途の具体的な患者用の備品で

ございますけれども、まず１点目、今、大変寝たき

りの方が多うございますので、エアーレーション

マットといいまして、空気をベッドの下から吹き出

す装置のものが大変必要としておりますので、これ

らのものを数台購入したいということと、それから

大口の寄附のものにつきましては、病院に来られる

方のためになるものを現在購入することで検討して

おりますが、具体的にはまだこれといったことでは

決めておりません。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 備品の関係ですけれども、

今求めようとしているものわかりましたけれども、

他にそういう患者とかの来患者に対するものではな

く、もっと医者とか看護師が使うようなもので必要

なものがないのか、それとも無理して１２０万円使

わなくても一般会計に繰り入れたっていいのだとい

う部分もありますけれども、その辺はどういう考え

を持っておられますか。 

○議長（中川一男君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（垣脇和幸君） 岩崎議員の御質問に

お答えします。 

 議員も御承知のとおり、病院の会計も非常に厳し

く予算がされておりまして、買いたい物たくさんご

ざいますので、それらの物も充足しながら進めたい

ということで、まだ一般会計の方に繰り出すという

ことには、つながらないというふうに思っていると

ころでございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第９号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第９号上

富良野町納税貯蓄組合補助金交付条例を廃止する条

例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（高木香代子君） ただいま上程されま

した議案第９号上富良野町納税貯蓄組合補助金交付

条例を廃止する条例につきまして、その主な提案理

由の説明を申し上げます。 
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 納税貯蓄組合補助金については、町税の納税成績

の向上及びその健全な発達を図るため、昭和３１年

に条例が制定され、納税貯蓄組合に対し補助金の交

付をしてきましたが、組合加入者だけが奨励の恩恵

を受ける税の公平性の問題、個人のプライバシー保

護の観点や口座振替制度の普及により、貯蓄組合制

度の本来的な意義、目的にかなった活動が著しく低

下している実態にあり、奨励金交付の効果があらわ

れていないと評価されることから、この条例を廃止

するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第９号上富良野町納税貯蓄組合補助金交付条

例を廃止する条例。 

 上富良野町納税貯蓄組合補助金交付条例（昭和３

１年上富良野町条例第３号）は、廃止する。 

 附則。この条例は、平成１７年４月１日から施行

する。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決いただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 ４番梨澤節三君。 

○４番（梨澤節三君） この条例、これの周知につ

いてはどのようにするのでしょうかね。このように

なりましたということは、町内に出る広報ですか、

あれに載せて終わりにしてしまうのか、それともき

ちっと、おたくにはこういっておりましたが、こう

いうことでなりましたというぐあいにやってくれる

のか。 

 これは町内会長ももらっているものについて

ぼーっともらっていますから、それ突然ぼんと減っ

たら、えーっとなるのですよ。その辺のところを

ちょっとお尋ねします。 

○議長（中川一男君） 税務課長、答弁。 

○税務課長（高木香代子君） 梨澤議員の質問にお

答えいたします。 

 議決されまして、１２月２２日に組合長あてに、

補助金の廃止についての通知の予定をしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論

を終了いたします。 

 これより、議案第９号を採決いたします。 

 原案のとおり決することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって本

件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１０号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 議案第１０号

上富良野町在宅介護支援センター条例の一部を改正

する条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた

だきました議案第１０号上富良野町在宅介護支援セ

ンター条例の一部を改正する条例につきまして、提

案理由の説明を申し上げます。 

 本条例を改正する趣旨につきましては、老人福祉

法に基づき老人身障者保健センター内に設置してお

りました在宅介護支援センターが、１１月１日保健

福祉総合センター内に移転したため、条例で定めて

いる位置を変更することを内容として改正しようと

するものでございます。 

 以下、議案を朗読して、説明にかえさせていただ

きます。 

 議案第１０号上富良野町在宅介護支援センター条

例の一部を改正する条例。 

 上富良野町在宅介護支援センター条例（平成１２

年上富良野町条例第１３号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条の表中「上富良野町大町３丁目２番２２号

（上富良野町老人障害者保健センター内）」を「上

富良野町大町２丁目８番４号（上富良野町保健福祉

総合センター内）」に改める。 

 附則。この条例は、公布の日から施行し、改正後

の上富良野町在宅介護支援センター条例の規定は、

平成１６年１１月１日から適用する。 

 以上で説明といたします。御審議いただきまし

て、お認めくださいますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） これをもって、質疑、討論

を終了いたします。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
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 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午前１０時２３分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

続行いたします。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１１号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第１１号

上富良野町公共下水道に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１１号上富良野町公共下水道に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、初めに

条例改正の要旨を御説明申し上げます。 

 公共下水道事業につきましては、健康で快適な生

活環境の確保と公共用水域の水質保全を図ることを

目的に昭和５７年から着手し、下水道施設の整備を

中心に事業を進め、平成３年に供用開始し、平成１

５年度末の面整備率は９１％に達しており、普及率

は７３％、水洗化率では８２.７％となっておりま

す。 

 経営状況につきましては、供用開始以来、平成１

２年の使用料改定によりまして、維持管理費の全部

と資本費のごく一部を賄えている状況にあります

が、この間に発行された下水道事業債も平成１５年

度末の未償還額は、元利を合わせますと４８億９,

５００万円となり、償還費の大部分を一般会計から

の繰入金で賄っており、一般会計の財政運営を圧迫

しているのが現状であります。 

 このようなことから、今回の使用料改定の基本的

な考え方といたしまして、一般会計による負担に

よって経営を賄うことが認められている経費以外の

経費につきましては、下水道使用料で賄う独立採算

性が原則とされておりますが、資本費すべてを算入

した使用料は高額となり、一度に回収することは不

可能であるため、使用料を設定する要素を考慮し、

平成１２年の料金改定を踏まえまして、資本費の約

３０％の回収を見込んだ料金改定を提案するもので

ございます。 

 算定期間としましては、一般的には２年から４年

程度が適当とされておりますが、管内の平成１５

年、１６年に改定した１１市町のうち６市町が５年

の算定期間としていることから、本町におきまして

も改定の算定期間を５年とし、対象経費を算定した

ところでございます。 

 また、基本料金、超過料金の考え方につきまし

て、一般家庭における使用水量を段階的に過去５年

間の平均で見ますと、８立方メートルまでは全体の

約３割、基本水量を超えての使用は約７割を占めて

おり、また、無作為に抽出した独居老人など６５歳

以上の過去１年の１カ月当たりの平均使用水量につ

きましても基本料金以内の使用となっていることか

ら、基本料金の改定率と超過料金の改定率は同等と

せず、基本料金の改定率を低く設定した料金改定が

必要かと思われます。管内におきましても２１市町

中、１２市町が基本料金に対し、超過料金の方を高

く設定されている状況でございます。 

 このことから、本町におきましても基本料金の改

定率を７.１％、超過料金を２１.４％に料金改定を

お願いするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 議案第１１号上富良野町公共下水道に関する条例

の一部を改正する条例。 

 上富良野町公共下水道に関する条例（平成２年上

富良野町条例第６号）の一部を次ように改正する。 

 別表中「１,１２０円」を「１,２００円」に、

「１４０円」を「１７０円」に、「２,０００円」

を「２,４００円」に改める。 

 附則。１、施行期日。この条例は、平成１７年４

月１日から施行する。 

 ２、経過措置。平成１７年４月１日から同年４月

３０日までの間に、算定した汚水排水量に係る使用

料及び隔月に使用料を算定する場合における平成１

７年５月１日から同年５月３１日までの間に算定し

た汚水排出量の２分の１の量に係る使用料について

は、この条例による改正後の上富良野町公共下水道

に関する条例第１６条の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 

 ３、この条例の施行の日以後、新たに公共下水道

の使用を開始するものに係る使用料を算定する場合

には、前項の規定は適用しない。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） ２点ばかり質問したいと

思います。 

 まず、条例のどこを見ましても５年で料金の見直

しをするとうたっていないのですけれども、今、な

ぜ値上げするのか、まずそれが１点でございます。 
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 それと２点目は、５年前は基本料金も超過料金も

２７％ぐらいですか、これぐらいの値上げをいたし

ております。今回は、基本料金を７.１％に抑えて

はいますけれども、超過料金を２１％にしていると

ころは、どのような根拠に基づくものなのかちょっ

とお尋ねしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） １３番村上議員の御

質問にお答え申し上げます。 

 見直しの５年につきましては、管内の動向などを

見まして平均的なところが５年ということから、当

町においても５年が妥当なところかなということで

算定期間を積算したところでございます。 

 それから、１２年のときには基本料金と超過料金

とは同等でありましたけれども、今回、差をつけた

ということにつきましては、これも管内の動向を調

査いたしましたところ、基本料金と超過料金の差を

つけているところが半分以上管内においてもそうい

う動向であるということから、基本料金を超過料金

と同等とせずに、そのような考え方で設定させてい

ただいたものでございます。 

 それから、料金につきましても一般会計からの繰

入金等、財政の面からも考慮いたしまして３０％が

妥当であろうということから、そのような考え方に

基づいて積算をさせていただいたものでございま

す。 

 そういうようなことで御理解を賜りたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 大体わかりましたけれど

も、総量の使用料の水量のところでございますけれ

ども、それでは、２人世帯で超過のところを見ます

と４.６と、４人世帯のところを見ますと１８.５

と、ここのところが約４倍に、２人世帯の超過料金

と比べまして４倍に押えているのですけれども、５

人世帯を見ていきますと、４人世帯が一番高くなっ

ているのかなというところなのですけれども、この

押さえはどういうことなのでしょうか、お尋ねした

いと思います。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） ２人世帯、４人世

帯、この使用水量につきましては、うちの方で水道

の量等実態を無作為に５００家族ほどを２人世帯、

３人世帯、４人世帯、そのような実態からこの量は

押さえまして、このような表を作成させていただい

たところでございます。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございますか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 第１点は、今になってな

ぜこれが出されたのかというのが私非常に疑問で

す。本来ですと、９月に委員会なりに出されていれ

ば、もっと検討する時間もあったと思うのですよ。

今回１２月の委員会に出されたということで、委員

会の中では検討されたとは思うのですけれども、ま

ず、それが１点と。 

 それからもう一つは、説明資料の中に資本費の対

象経費に算入するということが基本だと、要するに

独立採算性でやっていくのが基本だと思うのですけ

れども、それでいて非常に高額な下水道料金になる

わけで、ここに資本費の３０％の回収を見込んだと

いう考え方でアップ率が出ているのですけれども、

ではどこまで資本費に見込んだいわゆる独立採算性

の考え方でしていくのかと。１００％に近づくのが

望ましいのですけれども、これを５０％までしてい

くのか６０でやめるのか、それともずっと３０％で

していくのか、その考え方がちょっとどうもあいま

いだよと。一般会計からも繰り入れているのはわか

るのですけれども、借りている金も大きいので利息

も非常に多くの金払っているので大変だというのは

わかるのですけれども、ずっと今までの流れ見てい

ると、そういう対応を考え方がきちっとあるのかと

いったら、ないのですね。１２年あたりから普及率

に伴ってあれしてきて、供用開始からその考え方が

きちっと貫かれてきているのかといったら違う、余

りにも高すぎるから見なかったのか、それを入れよ

うとしたのか、意図的に入れなかったのかという問

題あると思うのですよね。 

 だから今はっきりしてほしいのは、３０％でずっ

と資本費を見た考え方でいくのか、それとも少なく

とも下水道で背負っている借金の元金なり、資本費

の中の利息分だけでも完全に賄うような形でいくと

いう考え方持つのかどうか、それによって５年後に

もとに見直すと言っていますけれども、もしかした

ら毎年見直して３年ごとにしていかなければならな

いのか。財政こうやって厳しくなったら、５年では

なくて３年なり２年なりになってくると思うのです

よね、ですからそこら辺の基本的な考え方、柱どう

思っているのか、まずお聞きしたい。 

 それから、一般的には水道料金の大体７割ですよ

と言っているのですね、料金で言うと、大体そうだ

と思うのですけれども、今、逆転していますね、こ

の価格ですと。下水道料金の方が高くなってます。

超過料金１７０円、今の水道料金というのは１５７

円かな、だからそれを見ますと、水道料金にも上水

道料金にもはね返ってくる可能性があるのですけれ

ども、そこら辺どう考えておられるのかちょっとお

聞きしたいです。 
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○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 西村議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 １２月提案ということがどういうことなのかとい

うことでございますけれども、下水道の料金改定の

基本的な考え方について申し上げておきたいのです

が、下水道は受益者負担の原則で将来的にはある程

度、１００％というのはなかなか難しいわけでござ

いますけれども、受益の方々がある程度一定のとこ

ろにそろった段階で収支がとんとんでいくというこ

とを基本に置いて、下水道経営ということを考えな

ければならないわけでございます。 

 そういう観点から、下水道経営の今日的に日本の

その状況の中から、下水道の過渡期における状況に

おいて料金体系をどうするかという点がございます

から、そういう面におきましては、大体経営的な観

点からいきますと、２ないし４年というのが下水道

経営における料金体系を普及率と見合いの中で上げ

ていくというのが、基本的な考え方になっていると

ころでございます。 

 そういう観点から、我が町におきましては、平成

３年度に出発したところでございます。できれば

３、４年ということだから、７年ぐらいに料金改定

の状況を考えようというようなことで考えておりま

したけれども、そこのところ延ばしまして、もう少

し受益者の方の面倒を見ていくべきだということ

で、最終的には延ばした経緯にございます。それが

１２年だということで、御理解を賜っておきたいと

思います。 

 要するに、普及率の状況を見た中での判断を当時

としましてしたというようなことで、決して不規則

にやっているわけではございませんので、そういっ

た下水道の経営上の観点から大体、他町村の説明い

たしましたように、状況からしますと２ないし４年

か５年ぐらいが趨勢になっているというようなこと

から、当町におきましてもそういう観点で５年単位

でこれを見直していかなければいけないのかなとい

うようなことで、その時期が１２年ですから１７年

度以降に料金を改定したいということで、今定例会

に御提案を申し上げてございます。 

 １２月に提案いたしますと、ここで決めていただ

きますと、住民周知３カ月の中で周知期間をとりま

して、４月から改定をしていきたいという考え方を

とって、今定例会に提案をいたしているところでご

ざいます。 

 それから、基本的には独立採算原則ですから、財

源的な面につきましては、当然、一般会計が負担し

ているということは、受益を受けない方が面倒を見

ているという姿になってございますから、そういう

面を勘案したときに、どれぐらいのところが適当な

のかということを判断をしていかなければならない

わけでございます。いわゆる一般会計の状況で、今

までは段階的に維持管理経費も見ていたと、だんだ

ん水洗化率も上がってきますから、そういう面でよ

うやく維持管理費が見れるような状態になったと。

次は、やはり償還費の方にもある程度料金で見ても

らわなければ、そういう段階的な状況を踏まえた中

で、下水道経営ということを考えていかなければな

らないだろうというふうに思っております。 

 基本的に運営面だけの問題が今議論されておりま

すけれども、建設途上におきましては当然一般会計

から受益負担金はもらっておりますけれども、建設

費につきましても町が応分の負担をしている、持ち

出し分というのが５分の３をしてございます。そう

いうところも十分勘案した中で、全体を見ていただ

いた中で判断をしていかなければならないのではな

いかなというふうに思ってございます。 

 資本費の従来過去の状況におきましては、ようや

く１０％ぐらい到達しました。今回は、それを資本

費の方ある程度３０％、これはあくまでも実態を見

た中での判断をしているところでございます。パー

センテージでいきますと、前回におきましては３０

何％の状況になってございましたが、今回、御提案

するにおきましては、町民の方も大変な状況という

ようなことから、前回よりも下回った中で御提案を

申し上げているという状況にございますので、この

辺のところの総合的な観点で判断をいただかなけれ

ばならないなということで、提案をする側といたし

ましては、そういうことを考えた中で御提案を申し

上げているところが、適切な料金改定の案だという

ふうに御提案を申し上げているところでございます

ので、その辺御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 助役。 

○助役（植田耕一君） 答弁漏れ申しわけございま

せん。 

 基本的に水道料金との関係でございますけれど

も、水道料金の何％というのは実態上の話でござい

ました。基本的に水道が独立採算で維持ができると

すれば、その辺は料金は上げなくてやっていけれる

状況であれば、それでいいわけですけれども、下水

道の置かれている状況というのは、今申し上げまし

た一般会計が負担をしているという状況の中におき

ましては、今申し上げましたある程度の年数を見た

中で料金改定をしていかなければならないというふ

うに思っておりますので、その辺が決められたもの

ではないということで、実態上の中で当然普及率と

の関係もございますから、目安として当初出発する

段階においては、その辺のところから出発している
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ということで、その数字はそういうようなところか

ら出ているのだろうというふうに理解しておりま

す。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 今、受益者負担の原則で

ということで、基本的にはわかるのですけれども、

今言われた今回３０％ですよということで、状況に

よってはまた見直しをかけるのだろうと思うのです

よ。それがどこが適正かどうかというものは、ある

程度この機会にきちっとなされてないと、また次の

ときに、今度は４０％の中で考えていきたいのだと

いう話にも出てくるかもしれない。 

 だから、考え方として今回数字では３０％だと出

るのだけれども、そうではなくて今投下している一

般会計から繰り出している、充てているものが今３

０％に自賄いできるようにということなのだけれど

も、そうすると、さっき僕言ったように、いわゆる

借入金の利息なり何なり基本的には１００％賄って

いく考え方でいくのだよとか、そういう考え方が一

つきちっとしていないと、これで絶対動かしません

よと言い切れないと思うのだよね。あるいはそれが

解消されるまではやっぱり普及率の増を見ながら、

まだ１００％ではないですから、見ながら最後はそ

こに持っていく、考えていくのだというならまだわ

かるのですけれども、状況を見ながらといったら、

どんな状況になるのだと言ってもわからないですよ

ね、そこら辺のところの考え方きちっと持って臨ん

でいるのかどうかということをはっきり聞きたいの

です。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 西村議員の御質問にお答え

申し上げたいと思いますが、議員協議会等でも資料

をお出し申し上げたところでございますけれども、

基本的には資本費１００％見ていただくというのが

原則です。そこにいかに近づけていくかということ

で、今、段階的にそういう上げ方をしていかなけれ

ばいけないというふうに思っております。 

 資本費の中に、国の方で臨時財政対策特例債です

か、元金と利子のうち、大体４分の１ぐらいは国か

ら補てんをいただきます。そうしますと、大体７５

％が受益者で本来見るべき借金なわけです。そこの

ところを最終的、７５を１００として段階的にそこ

まで持っていくというのが基本でございますので、

その状況が財政状況と見合いの中で考えていくとい

うことが、この料金改定の考え方でございますの

で、一遍に１００まで上げるということは余りにも

負担が急激に上がるというようなことから、そこを

段階的にどれぐらい上げるかというのは、私どもと

いたしましては今言った過去の実績の推移から見

て、資本費の１０から２０を５年間で確保していき

たいという一つの提案でございます。 

 計画としては、２１年まで料金改定の視野に入れ

て改定しようという案でございますので、また、２

１年段階の実績、この実績がどういうふうな推移を

たどるか、中にもお示ししておりますように、使う

量につきましても自然に上がっている状況にある、

いわゆる生活レベルが上がってきている面もあっ

て、その量もふえてきている面もございます。その

辺のところもある程度勘案しながら、判断をしてい

かなければいけないという点がございますので、こ

こで確実にそれを何％にするということは、なかな

か難しいのではないだろうかなということで、状況

判断をしていくという中で改正をしていかなければ

ならないというふうに考えてございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま助役がお答えした

とおりであります。 

 基本的に下水道事業特別会計につきましては、独

立採算に持っていくということが基本でありますの

で、その第一段階だということで御理解いただきた

いと思います。 

○議長（中川一男君） 再々、よろしいですか。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 基本的にはわかりまし

た。それが今現在なのだと、途中経過ですね。そう

したら、今の大変だという時期に、町の財政も大変

だからこういうことになるのだろうけれども、また

住民に負担強いていくと、何がしかふえるわけです

よね、この試算見ても、２人用、３人、４人と、こ

れどうなのかなと、僕もちょっと疑問に思うのです

よね。 

 だから、もっと早い時期になぜ検討して、例えば

５年だから１７年からなるのだと、１２年にやった

からというお話でしたけれども、もっと早いうちに

見直しかけて、サイクル２年でもいいのですよ。そ

うして、上げ幅をぐっと抑えていくというものの考

え方もあったと思うのですね、手法としては。それ

がこういう時期に来てしまったら、これ仕方ないな

という部分になってくると思うのですね。ある面で

は一般会計大変ですから、財政、どこの町村もそう

ですけれども、受益者たる人たちも非常に反発する

と思うのですよね、次は水道料金かと、こうなって

くると思うのですよ。 

 今は下水の話ですからいいですけれども、そこら

辺のところで、できなかったというかしなかったと

いうか、ちょっと唐突なので、何で今ごろ１２月な

のだと、本当は９月に議論の場が始まっていれば、

まだ考え方変わってきたと思うのですよ。ですか
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ら、基本的には受益者負担の原則でいくのだという

考え方、今、町長答弁したからわかりますけれど

も、これもうちょっと、今の時期ずらすことが、今

出ているからあれですけれども、ちょっとそういう

部分では住民の感情としては、僕は非常に抵抗感あ

ると思うのですよ。そこら辺、町長どう受け取って

おられるか、それだけお聞きして。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １７番西村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 基本的に５年間ということで、１２年に改正させ

ていただきまして、今年度改正するという年度に

入っておりまして、それぞれに調整させていただい

ておりますが、基本的には水洗化普及率が伸びるこ

とによって上げる幅というのは、収入がふえてきま

すから、縮小されてくるわけであります。ですか

ら、そういったことも十分見きわめながら、この対

応をしてきたというふうなことで、現状の先ほど所

管課長から説明した８２.７％の水洗化普及率に

なってきたと。普及率が上がることによって収入が

ふえてくる、収入がふえることよって上げ幅を減ら

せれるというようなことも含めながら、今日の対応

をしてきたということで御理解をいただきたいなと

いうように思っております。 

 ただ、水道会計につきましては、水道企業会計特

別でございまして、これについては現状では改正年

度に近づいてきておりますけれども、今のままの経

営である程度節減を図りながら料金改正について

は、現状では余り手をつけないで済むのかなという

見通しを立てているということで、御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） 行政の方の建前は本当

にわかります。財政上も大変だと思いますけれど

も、この改定案でいくと、２１年までの下水道使用

料が今の段階から１億８,０００万円も上昇するの

ですよね、１６年までの５年間のあれで見ると。そ

うして、現行のままで２１年までいくと８,０００

万円の上昇と、これぐらいでもまだまだいいのでは

ないかなと思うのですが、今言った超過料金の１７

０円にならないで、前回の改定のように１４０円な

らずっと１４０円でいくというような、今回１７０

円になりましたけれども、そういう手法というのは

とれないものですか、その辺をお聞きしたいとは思

います。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 長谷川議員の御質問にお答

え申し上げたいと思いますけれども、どれぐらいが

適当かという点の御質問でございますので、私ども

資料提示の中から、所管委員会の方にも申し上げて

いるわけでございますけれども、そういう中で過去

の実績の状況だとかを見た中で、判断して提案をい

たしているところでございますので、考え方それぞ

れにあろうかと思います。私ども提案している考え

方に沿った中で、この辺が適当なのかどうかという

ことの御判断はいただかなければならないと思いま

すけれども、私どもの提案といたしましては、こう

いう形がベストでないかなということでございます

ので、御理解賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） ２点ほどお伺いしたいの

ですが、関連の質問にもなりますけれども、まず１

点目は、料金の改定幅８立方メートルまでが７.１

％、それから、超過分に関しては２１％を超えると

いう改定率は、これは受益者負担の原則に基づき、

たくさん使った人はたくさん払っていくということ

は理解するのですけれども、そうであるならば、こ

の改定率というのは同僚議員が何度も言うように、

８立米までも、それから、それを超えた１立方メー

トル当たりも同じ改定幅にすべきと思います。 

 というのは、３３％の方が８立方メートル以内と

いうデータもありますけれども、しかし、諸事情に

よりやむを得ずどうしても水を使わなければならな

い、下水を使用しなければならないという世帯の方

にばかり、累進的に上げ幅が大きくなるという改定

はいかがかと思いますので、その辺に関しては公

平・平等の原則に基づき、同じ改定幅にすべきと考

えます。 

 もう１点が、下水道の普及率８３.何がしという

ところですが、これは恐らく下水の人口対象となっ

ているところに、公営住宅が含まれていると思いま

すけれども、当然、公営住宅の部分というのは今後

都市計画の中において建てかえ及び改修等々あると

思いますけれども、この部分に関してもう少しき

ちっと計画的に、２６年までに提示されている中の

ところで水洗化が図られていくのか、それともこの

まま今現状ある公営住宅に関しては手つかずの部分

でやっていくのかということを少し計画的な部分で

はっきりさせていただいて、限りなく１００％に近

い普及率に持っていく努力をするのかしないのかお

聞かせ願いたい。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 金子議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 基本料金８トンということで決めさせていただい

ておりますけれども、これにつきましては、実態的
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な状況の中から、平均的な使用水量というのがどの

ぐらいの推移でいるかというようなことから勘案し

て、基本料金を何ぼにするかというようなことで決

めてございます。当時出発するときというのは、当

然、水道の使用量に基づいて算定しますことから、

そういう水道の状況を見た中で基本料等を決めさせ

ていただいているとろでございます。 

 そういう中で、８トン未満の人が節約すればとい

うか使わなければ、８トンの幅にあるから高いと思

う人もいる、中には。超過する側におきましては、

やはり超過料金という区分しなければいけないわけ

ですから、ここのところが使用水量によって、みず

から調整ができるところだと思います。節約すれば

安くできるわけでございますので、そういう点で、

この料金というのはどの程度がいいのかという点

は、非常にそれぞれ考え方あろうかと思いますの

で、私どもの今までほかのところでもやっている状

況を見ながら、こういう決め方をさせていただいて

おります。 

 実態的に今お話がございましたとおり、基本料で

終わっている人は大体３３％、超過の人は６７ぐら

いの割合になっているのですよね。この辺のところ

を基本料のところに負担を求めることをしていくの

か、それから超過しているところに負担を求めてい

くのかということになりますと、それぞれ思いが違

うと思うのですよ。ですから、この辺のところの勘

案というのは、非常に難しいわけですけれども、一

応、今まで先進地だとかそういうところをやってい

る状況を見た中でこういう設定をさせていただいて

いるということで、御理解いただきたいと思いま

す。 

 それから、公営住宅の関係等も供用開始区域に今

度入ってまいります。当然、扇町の方やなんかも

入ってくるわけですけれども、基本的には下水道法

の中では３年以内にというのが原則になってござい

ますが、特例的に経済的な状況を踏まえた中でとい

う１項目もございますから、一度に３年間であそこ

全部やるということになりますと、これはまた財政

の状況等の観点で判断をしていかなければならない

というふうに思っております。 

 そういう中では、基本的には下水道法の観点から

いきますと、早い時期にそういう供用開始になれ

ば、その地域を整備していくという計画を立ててい

かなければいけないというふうに思っておりますの

で、現段階でいつどういうふうにするというところ

にまでは、まだ入ってございませんので、そういう

考えのもとに今後取り進めていきたいというふうに

思っております。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 ７番岩田浩志君 

○７番（岩田浩志君） 先ほどの同僚議員の関連質

問でありますけれども、基本料金並びに超過料金の

改定率というところで、先ほど課長の方から、管内

に倣ったのだということで御説明ありましたけれど

も、いただいた資料の中では、独居老人並びに年金

生活者に対する配慮ということで基本料金の上げ率

を７.１％、超過料金を２１.４％ということであり

ますけれども、１２年に改定されて現在両方１４０

円ということで同額になっておりますけれども、１

２年からここ５年の社会情勢を考えたときに、果た

して年金受給者の収入が減って、社会の皆さん、一

般住民の生活が楽になったかということを考えたと

きに、果たしてそうでしょうかね。 

 むしろここにおられる職員を初め、一般企業、リ

ストラ初め給与の減額、そういった中で本当に小さ

い子供を抱え、それから子供３人も４人も抱えて洗

濯、それから、おふろと、たくさんの水が必要だ

と。そういったことを考えたときに、この５年間で

経済状況を考えたときには、むしろたくさん水を使

う子供たちを抱える家庭にもっと配慮するのだと、

そのかわりお年寄りに何とかお願いしたいと。国も

それから町もそうなのですけれども、高齢者、むし

ろ年金受給者の方が収入の圧迫が少なく、我々のよ

うな２０代、３０代、４０代の稼ぎ盛りのところに

応分の負担がかかっていると。こういったことを考

えたときに、町も末端の日々給与削減されて苦しん

でいる家庭の配慮がないと、なかなかそこに目が

行ってないのではないかということが、この価格の

改定から伺われます。今まで両方１４０円でやって

きたものを、どうしてここまで我々の世代に負担か

かるのかなと。 

 上水道もそうですけれども、生活と本当に密着し

た、どうしてもかかる、避けて通れない生活の一部

です。それを先ほども同僚議員の中から、どうして

もっと早く示していただけないのかと、そういうこ

とも含めまして今すぐここでこれを認めるというこ

とは、なかなか難しい問題ではないかなと、そんな

ふうに思います。そういった点から、現在における

社会の状況を反映されていないなという思いです。

そういう点で、この件に関してどのようにお考え

か、お聞かせ願います。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） ７番岩田議員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 基本と超過の関係でございますけれども、これら

につきましては、管内及び先進地等の動向を見ます

と、やはり基本料金と超過料金と同等としてないと

ころが多数、半分以上そういうような状況にある
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と。当時１２年ころには、まだそういうような趨勢

ではなかったのですけれども、そういうような状況

から我が町においてもそのような社会の変化という

か、そういうものについては同じ状況にあるのでは

ないかと、今後においてもそういう状況にあるとい

うことから、もとにそのような設定をさせていただ

いたということでございます。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 岩田議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 何回も申し上げて恐縮ですけれども、基本的にこ

の下水道の事業を開始して、そして、事業運営をし

ていくに当たりましての考え方として、これはあく

までも受益者負担の原則に基づいた中でやっていく

という形になるわけでございますので、その点から

いきまして、そういう状況に至ってないという中の

経過的な段階であるわけでございます。 

 そういう中で、当然、一般会計が負担しているも

のは、全町民皆さんの税金で賄うという形になるわ

けでございます。受益者としての急激に上げていく

ところというのは、非常に大変だという中から普及

率だとかそういうものによって段階的に勘案しなが

ら、料金を上げていかなければならないという下水

道の状況であるということをまず御認識していただ

いて、そういう中から料金の上げぐあいというもの

を、議員がおっしゃる今日置かれている経済状況だ

とか、そういうことを勘案しながら判断をしていか

なければならないというふうに、私どもはそういう

面もとらえて上げ率だとかそういうことを背景を踏

まえて、考えて御提案を申し上げているところでご

ざいますので、その時期がどうかという点は一つあ

りますけれども、基本的には過去の状況の中で経営

的には５年単位でいきましょうというのが原則、２

ないし４年ですけれども、実態的には５年ぐらいの

経過の中で上げていきましょうというのが考え方で

ございますので、そういう面も踏まえて御判断をい

ただかなければならないのではないだろうか。 

 当然、私どもこの料金を上げて、負担を町民の皆

さんに求めるということは、安易に考えているもの

ではございません。そういう面、経済的な面もあろ

うかと思います。そういう中で、基本的にここの中

で基本料金を設定してございますけれども、今の核

家族化の状況の中においてひとり暮らしだとか、夫

婦２人でというようなそういう傾向にはございま

す。そういう中で、そこら辺のところを加味してと

いう状況にはなっておりませんけれども、結果とし

てその辺のところは、実態としてこういう年金者だ

とかそういう人の状況に大変だなという点は、ここ

に組み入れているのだなということで御理解をいた

だきたいなと思います。 

○議長（中川一男君） ７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） ただいまの説明ですと、も

うみんな理解していただいていると、本来であれば

このような改定においては受益者にもっとこういう

素案を説明して、理解を求めてからここに上げるべ

きではと、私は思います。 

 それから、今、改定率の件でございますけれど

も、いまだになかなか高齢者のサービスは充実し、

さらには高齢者に対しての配慮ということでこの改

定率ということになっておるということで、私の

言ったことがなかなか理解してもらえてないのだな

ということを感じます。 

 私、望むには、本当であればむしろたくさん利用

される方の負担が少なくなるのだよという方が本来

の、確かに管内の中にもそういう市町村もありま

す。そういうことを考えた上では、せめて今まで同

率の単価であれば同じだよと、そういうふうに改定

できないものかなと思います。その点について、も

う一度お願いします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の御質問にお

答えさせていただきますが、岩田議員の御意見承っ

て、そのこともなるほどなというふうに認識してお

りますが、逆に高齢者の皆さん方の弱い立場の人た

ちに、手厚く支援をしていくということを願う議員

さんもこの中にはいらっしゃるのではないかなと。

ですから、両方をどういうふうにかみ合わせて改正

していくかということにつきましては、従前は平等

に、基本料金の部分も追加料金の部分も同一に対応

させていただいてきましたけれども、今回の改正に

おきましては、いろいろな面で独居老人の所帯の皆

さん方の御負担もふえてくるというようなことの社

会情勢、また、働き盛りの人たちの子育て等々でか

かる費用部分の対応で経費がかかるという部分も全

体的にはよく理解できるわけでありますけれども、

やはり弱い者といいますか、そういった部分を見き

わめながら対処させていただいたということで、ひ

とつ今回の改正については御理解いただきたいと。 

 また、次の改正につきましては、そういった御意

見等も十分配慮しながら、今後の改正幅については

また検討を加えていかなければならないのかなとい

うふうに思っております。 

 ただ、基本的に御理解いただきたいのは、町立病

院企業会計のように、上富良野町民１万３,０００

町民のみんなが利用する町立病院であれば、一般会

計からある程度の財政的な能力もありますけれど

も、ある程度の御負担をして全町民のために対応す

るということについては、町民全員が理解していた
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だけるものと思うわけでありますが、公共下水道に

つきましては市街地内の一部の人たちだけが利用

し、郡部の皆さん方は恩恵は受けていないと。今、

やっと合併処理浄化槽の希望者に対して、合併処理

浄化槽の設置を始めてきておりますけれども、それ

とても合併処理浄化槽の費用は全額自己負担で郡部

の皆さん方はやっておるわけですから、そういう全

体の一般会計から病院企業会計と同等額の繰り出し

をしていくということが、本当に正しいのかという

観点からしても、私は独立採算で公共下水道事業が

成り立つように進めていかないと、郡部の皆さん方

の不平等さというものを解消することができ得ない

というふうに認識いたしておりますので、今回の改

正につきましてもいろいろな御指摘、御批判等々も

あろうし、今、こういう厳しい時代でありますか

ら、なるべくなら値上げしないで現状のままでとい

うことを願っているというふうには十分認識してお

りますけれども、こういう財政状況の中で、また、

そういうふうに一部の部分の区域で区切られた公共

下水道事業という部分でもございますので、そう

いったことでの今回の改正について、特段の御理解

を賜りたいというふうに願うところであります。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今回の改定幅についてです

が、町長言われているように、非常に町の人たちも

町の財政が大変だということですから、やっぱり値

上げ幅を低く抑える、もしくは基本料金を上げない

ということも選択肢の一つではないかなというふう

に思います。 

 と同時に、人件費部分ですね、この部分をこれは

全部町の方で見ると、公共性の高いものですから、

受益者負担という形の中で負担料金、それに伴った

設備に係る投資も行うのに当然お金もかかるという

ことで、それなりの負担金も払っているわけです。

なおかつ、それでさらに使用料も払って、維持に努

めてほしいという形で、受益者負担という形で成り

立っているかというふうに思います。 

 そこで、当然、公共性の高いものということであ

るならば、人件費相当部分については町が全額で見

るということになれば、その部分をまた公共料金の

軽減策にもなるのではないかというふうに考えてお

ります。名目上は、一般会計等にも負担しているか

ら人件費その他にも負担しているという形になって

いるのかもしれませんが、こう見ますと、支払利息

と償還元金と、これにすべてが消え去ってしまうと

いう形になっております。 

 そういう意味で、私は人件費部分を全額町が見る

というような財政手法はできないのか、今の経済事

情から考えた場合に、こういった努力も当然必要で

はないかと。私もこの恩恵に授かってない者の一人

でありますが、やはりこういった部分ではお互いに

環境を配慮して努力しようということでありますか

ら、そういう趣旨のもとで国もかなりの交付税措置

ということもとっておられるのだというふうに思い

ますが、いずれにしてもここに高額な利息もあるか

と思いますが、一番高い支払い利息では大体何％

か、その元金と利息と合わせると、このうちのどの

ぐらいになるのか、この点お伺いしたいというふう

に思います。 

 そういう意味では、現行の制度の改正の中では低

く抑える、もしくは基本料金を抑えると、超過料金

も低く抑えるという形の設定というのも今回必要で

はなかったかというふうに思いますが、余りにも２

７％という超過料金の負担というのは、受益者負担

の原則とはいえ負担感があるのではないかと思いま

すので、この点をもう一度お伺いしておきたいと思

います。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、数字の部分

だけ言ってください。 

○建設水道課長（田中博君） ９番米沢議員の御質

問にお答えさせていただきます。 

 今、下水道の方で借り受けしております利率の高

いもので６本ございます。一番高いので７.４％が

１本ありまして、あと７.３％が１本、７.２％が２

本、７.１％が１本ということで、これの元金では

５,２７０万円ほどあります。それから、この６本

分に対しての利子分が約１,９００万円の高い部分

の内容でございます。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 米沢議員の御提言はわかりますけれども、トータ

ル的にこういう中で一般会計が負担を強いられてい

るという状況の中におきましては、その区分をした

としても今の段階におきましては、全体的に負担を

していかなければならないのは変わらない状況でご

ざいますので、考え方の一つとして承っておきたい

というふうに思っております。 

 それから、基本料の関係でもございますけれど

も、これもやはりそういった全体の中でどう判断し

ていくかの問題だというふうに思っておりますの

で、過去には特に政策的な判断で、特にお困りの方

いた場合については、一部補助制度で公共下水道と

は別に、政策判断で補助をしていくというような措

置もとってきた経緯もございます。 

 ここで御提案申し上げているのは、やはり下水道

経営をどうするかという観点で御判断を賜りたいと
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いうふうに思いますので、こういう数字を見た中で

私どもといたしましては、十分検討をしてベターな

形ではないかなということで御提案申し上げており

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 確かにいろいろな理由とい

うか、成り立つのだろうと思いますが、私は基本的

にはこういった人件費部分については行政が見る

と、それ以外については、ある程度受益者負担とい

う形になってもやむを得ない部分があるかもしれま

せん。しかし、そのときの事情にもよりますので、

それぞれの公平負担感というのはさまざまかという

ふうに思いますが、押さえとしては基本的に人件費

部分については、町が全額見るというような形をと

れば負担の軽減策もとれるわけですから、こういっ

た対策を講じて、受益者負担の軽減策も必要ではな

いかと。今後、一般会計からの繰り入れというのも

比較的減る傾向にあります。今、この間答弁された

ように、資本費の回収を、負担率を広げるという名

目だということにはなるのかもしれませんが、私、

お互いにこの環境を守るという立場から立てば、そ

ういった負担を行政もとる、あるいは国もこういっ

た高率の負担に対しても交付税算入等はしておりま

すが、実際設備投資という形になれば、かなりな自

治体負担の持ち出しというのがどこの自治体でもあ

ります。 

 そういうことを考えた場合に、もう一度、今回の

料金の改定幅を縮小する、そして基本料金は据え置

くという形の手法をぜひとるべきではないかという

ふうに思いますので、この点についてもう１回確認

したいと思います。 

○議長（中川一男君） もう一度、助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 私ども提案する側といたしましては、何回もお話

申し上げているとおり、こういう全体的な中で御判

断を賜らなければいけないというふうに思っており

ます。提案するに当たりましてもそれぞれ皆さんが

わかる資料というようなことで、住民の皆さんにも

わかってもらえるようなことで、資料づくりもさせ

ていただきました。 

 そういう中で、総合的に今の時代の状況等も踏ま

えた中で、こういう形の中で御提案をさせていただ

いております。特に、人件費の点でございますけれ

ども、当然、行政改革の中で事業量も減ってきてご

ざいます。そうして、下水道にかける人も少なくし

てございます。当時から半分になってきているとい

うことで、そういう面、経営の面の中での努力とい

う点もこの中に数字としてあらわれているというこ

とでございます。 

 結果としては、どうしてもやはり一般会計から総

体持ち出していかなければならないということには

変わりがございません。そうして、今、こういう厳

しい国からの財源の付与がない中で、下水道につき

ましてもそれなりの受益者負担の原則に沿った中

で、できるだけ繰り出しを少なくしていくというの

が考え方でもございますし、当然、独立採算の中に

向かって公共下水道としても考えていかなければな

らないだろうというふうに思いますので、その辺を

勘案した中での御提案でございますので、御理解を

賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々、よろしいですか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 最後に、公営住宅の方は前

もこういう問題については質問しておりますが、計

画するということで、一向になってないわけです

よ、現状は。 

 それともう一つ、普及率についても大体八十二、

三％という形で現状維持と、相手もおられますから

なかなか簡単にいかないというのはわかりますが、

これが数％でも上がれば、また財源的にも違う面も

出てきますし、そういう努力と、あと見返し部分の

滞納部分の財源を確保するということも含めて、相

当な努力がまだ必要ではないかというふうに思いま

すので、この点も合わせて財政の改革ということも

含めて、私、一般会計からの人件費等の受益者負担

という形で資本費の負担のあり方も問題だと思いま

すので、人件費もきちっと財源化すべきだというふ

うに思いますので、この点改めてお伺いいたしま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 今、議員から御発言ありました未収金の回収、あ

るいは普及率を伸ばす、そういったことが収入をふ

やしていくことに相なるわけでありますから、これ

については十分にこういう機会をとらえながら利用

者の皆さん方に御理解をいただけるような対応で促

進を図っていかなければいけないというふうに思っ

ておりますので、御理解を賜りたいなというふうに

思います。 

 また、加えて公営住宅等々につきましては、今、

公営住宅のストック事業ということで、新築するま

での期間長い間ある部分の公営住宅につきまして

は、水洗化の対応等々も進めていくということで計

画を立てているところでありますので、そういった

ことを含めながら普及率の増加を図っていくことに

よって、収入を上げていくということに努めていき
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たいというふうに思いますので、御理解を賜りたい

と思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 町長にお尋ねしますが、

先ほど同僚議員から使用料のあり方についての原則

的な御答弁があったわけですが、独立採算を基本と

するというお答えをいただいたわけですけれども、

１９日から一般質問も含めまして何十回も答弁に

立っておられますけれども、そのときの答弁の雄々

しさは、何かすごい目に焼きついてしまったわけで

す。自信たっぷりにお答えされていたようでござい

ますが、この際ですからお尋ねいたしますが、他の

企業会計もあります。また、さらに一般会計の中に

おきましても町民の皆さん方に御負担をお願いした

り、あるいは利用料・使用料という形で負担してい

ただいているものいっぱいございますが、先ほどの

自信の姿を見ますと、ひょっとするとこれからほか

のものにも負担を求めていこうというような考えを

お持ちなのかなというふうに推測せざるを得ないの

ですが、この際ですから当面そういうことも念頭に

あるのか、お答えいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １５番向山議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 今のお話につきましては、既に議員の皆さん方に

も配付させていただいておりますように、策定させ

ていただきました新行財政改革実施計画の３２項目

の中に、歳入についての検討、歳出についての検討

という項目がございます。この基本項目にのっとり

まして、これから町民の皆さん方の意見等々を聞き

ながら、また、町民会議の皆さん方の意見を集約し

ながら、その歳入についての検討も加えつつ、ま

た、歳出の削減についての検討も加えていくという

ことで考えておるところでありますが、基本的に申

し上げますと、平成２０年までの間に２６億円の削

減をいかにしていくか、収入をふやし、歳出を減ら

すと、そういう中で２６億円をつくり出さなければ

いけないということが現実でありますので、そう

いった関係の中から、今、御質問にありましたとこ

ろにも手をつけるところもある、生じるのかなと。

しかし、今の時点ではどれがどうという段階ではな

いということで、御理解いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 議案の審議の冒頭に同僚

議員からお話があって、唐突な形で１２月定例に出

されたという関係、もう少し早くであれば検討とい

うことでございますけれども、今、町長の言う新行

財政改革の中で受益者負担の適正化ということで、

受益者負担の適正化をするのだよということで言っ

ているのですけれども、この中に平成１６年度は現

行算定基準の検証、平成１７年は新算定基準案の策

定等パブリックコメントの活用ということで書いて

あるのですね。その期待する効果ということは、５

年間で使用料・手数料２０％ということで、合計で

２,４００万円の増額を目標とすると。そうして、

郷土の町づくりだということでともに汗を流しま

しょうと言っても現実のこの問題について、今まで

町民いろいろな形でこういう計画だということが全

然されてないのです。 

 そうすると、この１２月で何とかということは、

今、議員の皆さん方もある面でこの議会で議決がで

きるのかどうかと僕は心配があるし、当然、我々も

町民の皆さん方に受益者負担の適正化ということを

含めて、この議案が通ったら、一体議員何をやって

おるのだというようなことも出てくる心配があるの

ですね。ましてや基本料が７.１、超過料が２１.４

％ということで、具体的に決まっていった場合どう

なのだというようなことで、先ほど同僚議員もお話

のあったように、例えば家族の多いところは教育費

から生活費からいろいろなものかかると、そうする

と、３倍の超過料というのはいかがなものかという

ことも出てくると思うのですね。そういう関係で、

私はせっかくつくられて郷土の町づくりをするとい

うような関係で、今回の提案はちょっと時期が遅す

ぎるという関係があると思うのです。 

 それからもう１点、当然、町長選挙の絡みもあっ

たかどうかはわかりませんけれども、それから資料

の９ページの中で、全道平均の使用料云々が出てお

ります。それで私ちょっと今計算をしたところ、類

似団体、平成１６年４月１日現在、２０立方メート

ル利用の場合、３,１００円ということですけれど

も、うちの７.１、２１.４ということになると、

３,２４０円になるのですね。１立方メートル当た

り、全道平均は１５５円ですけれども、今試算をし

ますと１６２円になるのですね、恐らくこれの繰り

返しは、各市町村がやるような形になるとは思うの

ですけれども、これらの関係について受益者負担と

いうことでのあれがあるけれども、基本料と超過料

の関係をもう少し縮める方法があるのではないか

と。 

 現実の問題として、一般会計から持ち出しを少な

くするということでございますけれども、例えば同

僚議員が言った人件費の問題、それから有収水量の

問題だとかいろいろな手だての中で、もう少しこの

料金の改定率については、ある程度再検討していか

なければならないのではないかという気がいたしま
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す。その点、町長お願いいたします。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 中村議員の御質問にお答え

申し上げます。 

 まず改定の時期でございますけれども、私どもと

いたしましては、住民周知期間を図った中でのとい

うことで、そういう時期を見て１２月ということ

で、もう少し議会側として十分審議期間を置いて９

月ぐらいというような御意見があれば、私どももそ

ういうような形で御提案をすることで今後考えたい

とは思いますけれども、たまたま作業的にも私ども

住民の皆さんに周知していくためにもわかりやすい

形というようなことで、内容的にも十分検討させて

もらった中で、１２月というようなことで御提案を

させていただいたわけでございます。 

 内容的には、非常に料金の体系をどうするかとい

う点では、いろいろな考え方があろうかと思います

けれども、先ほどもお答え申し上げておりますとお

り、下水道経営自体をどう取り扱っていくかという

ことの大きな観点で、物事をとらえていかなければ

ならないのではないかなというふうに思っておりま

す。 

 資料の中にもありますとおり、相当部分公共下水

道の場合、不明水だとかそういうものというのがど

うしてもマンホールから雨水や何か入って、それが

処理場の方におきまして処理をしていくという部分

がございます。そういう面については、一般会計が

その辺のところ応分の負担をしながらしている部分

もございます。最終的には、数的にはこういう形の

中で出していただいてございますし、また、世帯構

成等を見た中で、前回よりも上げ率も相当下げた中

での御提案をさせていただいているというようなこ

とで、この辺十分な答弁になりませんけれども、先

ほどからお答え申し上げていますとおり、実績等を

見た中で御提案させていただいておりますので、そ

の点を踏まえた中で御判断を賜りたいなと思いま

す。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） せっかく新行財政改革で

委員の２５名の皆さん方あれして、そしてそれを町

民に提示をして、パブリックコメントでやっていく

ということが、今、助役の話では議員の方から９月

ぐらいでも言ってくれればなんていうことにはなら

ないと思うのですね。 

 ですから、私は基本的にこういう財政改革案が出

ているのであれば、そういうものを具体的に町民に

提示をして意見を仰ぐというようなことをしていか

なければ、協働での町づくりだなんて言ったって何

だということに町民がなってくると思う。 

 それからもう一つ、合併をしないということで

なっていくと、先ほど同僚議員も言ったけれども、

今度は何が上がるのか今度は何が上がるのかと、ひ

とつ町づくりと財政をどうなるかということを明ら

かにしていかなかったら、町民納得しないと思うの

ですよ。 

 先ほど今度は水道が上がるのではないか、今度は

公営住宅料が上がるのではないかと、いろいろな部

面で言うならば、この中では使用料・手数料５年間

で２０％ということで、一応、期待する効果という

ことでなっているから、恐らくこれと数字的には前

後するけれども、具体的にこういう方針でいかざる

を得ないのが現状でないかと思うのですね。 

 そうすると、それらについて町民に情報公開して

お示しをし、そしてパブリックコメントで町民から

いろいろな意見を仰ぎながら、そして最終的には

入ってくる金がないのだから、いかに理事者、町長

ほか皆さん方が町民に理解をする説得活動をしなけ

ればならない立場ではないかなという気がするので

す。当然、我々もそういう任務を負わざるを得ない

と思っているのです。だから今言っているわけで

す。 

 ですから、そういう構築の仕方をしていかない

と、合併はしないしないと言っても結果的にあれも

これも上がるわ、一体何だということが出てくる可

能性があるから、その点の町民に対するパブリック

コメントをきちっとやって、そこから意見を聞いて

やっていくという手法をとっていかないと、理解を

されないのではないかという気がいたします。そう

いうことで、特に市町村合併の絡みを含めて、今後

の受益者負担の適正化ということの進め方、それに

ついて答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 行財政改革の実施につきましては、おっしゃると

おりでございまして、町といたしましても行財政改

革の推進についてパブリックコメント等々を含めな

がら、住民の皆さん方の御意見を承りつつ、町民会

議の皆さん方の調整をさせていただいて、行財政改

革の推進を図っていくという方向につきましては、

議員と同じ考えで私は進めていきたいというふうに

思っております。 

 今回の公共下水道の改定につきましては、これは

平成１２年に改正したときに、これは５カ年目には

改正しますよということを前提として、５カ年間と

いうことで改正をさせていただいて、この後には改

定をしますということを前提としておりまして、今

年度がたまたま改正の年度でありましたので、私は
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新年度から担当課長・所管には、料金の改正につい

ての準備に入るようにということで指示をいたして

きたところでありますが、そういう中でこういう素

案ができ上がって、今定例議会に御提案させていた

だいたと。 

 議員、所管委員会の御説明をさせていただいて、

本定例議会に提案させていただいているということ

でございますので、ひとつ御理解を賜りたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） １２年のときに５年間と

いうことは、それは一般的な形であって具体的な内

容の提示は今回初めてですから、よその先進という

か類似町村というか、そういうところは大体５年サ

イクルでということではある面で経済事情の変更、

それから財政事情の変更等も含めてせざるを得ない

のかなという気がいたしますけれども、現実の問題

５年サイクルで、だからこの案でやりますよという

ことには相ならないのではないか。 

 当然、事前にこういうことでの案ということが提

示をされて、そうしてやるべきではないかという気

が、所管の委員会に話しした、議員協議会でも資料

等を提出したということでございますけれども、今

回の定例議会での議決については、私は一般町民に

対する説明責任が十分果たされないなという気がい

たします。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 大体出尽くしたと思います

ので、これによって質疑を打ち切ります。 

 暫時昼食休憩といたします。 

────────────────── 

午後 ０時０１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩に引き続き、会議

を続行いたします。 

 議案第１１号議案の会議でございますが、これよ

り討論を行いたいと思います。 

 なお、この討論は、まず本案反対者、次に本案賛

成者の順に行います。 

 まず、本案に反対討論の発言を許します。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、上富良野町公共下水

道条例に関する条例の一部改正の条例に反対する者

であります。 

 まず第１番目には、昨今の住民の暮らし向きがま

すます大変になってきています。また同時に、各種

の公共料金の引き上げ、来年度からは住民税等の特

別減税の増税という形の中で、暮らし向きが大幅に

後退することは明らかであります。そういう上で

は、地方自治体においては住民の暮らしをしっかり

守るということは、何よりも大切なことであること

は言うまでもありません。 

 また、同時に、地方自治体においては交付税等の

削減もあり、地方財政も困難という状況はあること

は言うまでもありません。しかし、今回の公共下水

道料金の改定に当たっては、そういう住民の暮らし

向きをきちっと見据えた料金改定ではないのではな

いでしょうか。 

 私は、今回の算定に当たっても本来公共下水道と

いうのは、まさに住民と行政が一体となって環境を

守る、そういう意味では公共的な立場に立った施設

であります。そういうことを考えたときに、今回の

人件費等においては義務的経費ということであれ

ば、当然、行政が負担しなければなりません。受益

者にとっては、既に公共料金という形で使用料やあ

るいは負担金を納入し、そういうお金が公共下水道

の維持費に使われているということは明らかであり

ます。私はそのことを考えたとき、料金を現行の基

本料金１,２００円、そして１７０円を引き下げる

か、もしくは現状維持にする、こういう形の中で負

担軽減を十分行えると考えています。 

 また、一般会計においても人件費相当分を繰り入

れれば、当然、公共料金の負担軽減につながるわけ

ですから、私は今回の公共制度を見た場合に、住民

とともにこの料金の改定については明らかに乖離が

あり、現行の条例改正については、反対するもので

あります。 

○議長（中川一男君） 次に、本案に賛成討論の発

言を許します。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 私は、上富良野町公共下水

道に関する条例の一部を改正する条例に、賛成の立

場で討論を行います。 

 本町の下水道の事業は、健康で快適な生活環境づ

くりと、公共用水域の水質保全を図ることを目的

に、昭和５７年度から事業に着手し、平成１４年度

末の整備率は９１％に達しております。普及率は７

３％、水洗化率８２.７％となっていると伺ってお

ります。 

 平成１２年の使用料改定により、維持管理費の全

部と資本費の一部は補えている状況にありますが、

下水道事業債、借金ですけれども、下水道事業債も

膨大で、平成１５年度末の未償還金は３４億９,９

００万円、支払利息を含めますと４８億９,５００

万円になり、償還費の大部分を一般会計繰入金で

賄っており、依然として一般会計の財政運営を圧迫

しているのが現状と考えます。 
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 こうした背景の中、健全な運営財源確保のため、

当然、施設の利用率を高め、徹底的な経費の抑制、

未収金の回収など財源確保の努力をし、使用料の適

正化を図り、経営の安定化が必要であると思われま

す。平成３年に供用開始され、９年後の平成１２年

７月１日に現行の使用料に改定し、現在に至ってお

るところであります。今の社会情勢をかんがみ、今

回の改定につきましては、下水道事業は独立採算性

が原則とされておりますが、現行の使用料は経費の

負担区分の算定水準により低いことから、使用料の

収入の不足分を一般会計より繰出金によって補てん

されている状況にあると思われます。 

 こうした中において、一般会計の財政も厳しい状

況下にあり、また、全道平均及び管内平均を考慮し

た水準の観点から、行政サービスに対する一部受益

者負担増は避けがたいものと考え、私はこのたびの

公共下水道に関する条例の一部を改正する条例に、

賛成の立場で討論といたします。 

○議長（中川一男君） これをもって、討論を終了

いたします。 

 これより、議案第１１号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成諸君の起

立を求めます。 

（起立者多数） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、原案は、可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１２号 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 議案第１２号

南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１

６国債）請負契約締結の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１２号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本工事は、防衛施設庁所管の委託工事として実施

しております。本工事の概要としまして、床固工１

基、落差工１基、積みブロック工７.０４メート

ル、附帯工としまして護床工などが主な工事内容で

あります。 

 次に、本議案につきましては、平成１４年度より

改正しました上富良野町共同企業体取扱要項の規定

に基づきまして、共同企業体の自主結成に向けまし

た資格申請要項を１１月１５日に告示、四つの単体

企業と四つの共同企業体の申請を受理したところで

あり、地元業者を含め単体、共同企業体の計８企業

体を指名いたしまして、１２月１７日入札を行った

結果、大北・小渡特定建設工事共同企業体が５,９

００万円で落札し、消費税を加算いたしまして、本

議案の６,１９５万円であります。参考までに、２

番札は、新島工業株式会社の５,９３０万円であり

ます。 

 また、本工事につきましては、予定価格事前公表

の試行実施としまして、公表を行っております。 

 落札率につきましては、９５.３６％でございま

す。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第１２号南部地区土砂流出対策工事（ポロピ

ナイ川）（Ｈ１６国債）請負契約締結の件。 

 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ

１６国債）の請負契約を次により締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を求め

る。 

 記。１、契約の目的、南部地区土砂流出対策工事

（ポロピナイ川）（Ｈ１６国債）２、契約の方法、

指名競争入札による。３、契約金額、６,１９５万

円。４、契約の相手方、大北・小渡特定建設工事共

同企業体、代表者富良野市本町８番１号、大北土建

工業株式会社代表取締役社長荒木毅。構成員、上富

良野町中町３丁目５番２５号、株式会社小渡工務店

代表取締役小渡一蔵。５、工期、契約の日から平成

１７年９月３０日まで。 

 以上で説明を終わります。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１３号 

○議長（中川一男君） 日程第１４ 議案第１３号

旭野川砂防工事（Ｈ１６国債）請負契約締結の件を

議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
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きました議案第１３号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 本工事につきましても防衛施設庁所管の委託工事

として実施しております。 

 本工事の工事概要としまして、床固工５基、附帯

工としまして護床工、法面工などが主なる工事内容

であります。 

 次に、本議案につきましては、平成１４年度より

改正しました上富良野町共同企業体取扱要項の規定

に基づきまして、共同企業体の自主結成に向けまし

た資格申請要項を１１月１５日に告示、四つの企業

体と四つの共同企業体の申請を受理したところであ

り、地元業者を含め単体、共同企業体の計８企業体

を指名いたしまして、１２月１７日入札を行った結

果、高橋・居林遠藤特定共同企業体が７,５００万

円で落札し、消費税を加算いたしまして、本議案の

７,８７５万円であります。参考までに２番札は、

大北・小渡特定建設工事共同企業体の７,５３０万

円であります。 

 また、本工事につきましても予定価格事前公表の

試行実施としまして、公表を行っております。 

 落札率につきましては、９６.９２％でございま

す。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第１３号旭野川砂防工事（Ｈ１６国債）請負

契約締結の件。 

 旭野川砂防工事（Ｈ１６国債）の請負契約を次に

より締結するため、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り議会の議決を求める。 

 記。１、契約の目的、旭野川砂防工事（Ｈ１６国

債）。２、契約の方法、指名競争入札による。３、

契約金額、７,８７５万円。４、契約の相手方、高

橋・居林遠藤特定共同企業体、代表者上富良野町錦

町１丁目１番２０号、高橋建設株式会社代表取締役

北川昭雄。構成員、滝川市流通団地３丁目７番１４

号、居林遠藤建設株式会社、代表取締役湯野智俊。

５、工期、契約の日から平成１７年９月３０日ま

で。 

 以上で説明を終わります。御審議いただきまし

て、議決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１５ 発議案第１号

北方領土問題の解決促進に関する意見の件を議題と

いたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま上程されました

発議案第１号につきまして、議案の朗読をもって説

明とさせていただきます。 

 発議案第１号北方領土問題の解決促進に関する意

見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。 

 賛成者、上富良野町議会議員村上和子、同じく賛

成者、上富良野町議会議員岩崎治男。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。 

 北方領土問題の解決促進に関する意見書。 

 我が国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後

島及び択捉島の北方四島は、今日もなおその返還が

実現していない。 

 昭和２０年、当時のソ連邦が不法占拠して以来、

５０数年間の永きにわたり希望と落胆の交錯する

中、北方四島を故郷とする元島民も平均年齢７０歳

を超え、一日も早くこの問題が解決されることを熱

望している。 

 これまでも北方領土返還要求を国民の総意の運動

として展開してきたが、戦後５９年を迎えた今、返

還実現の目標を目指し、全国民がより一層の盛り上

がりを図り、この問題の解決に向けて政府はこれま

で以上の強力な外交交渉により、日本国民の永年の

悲願である北方領土の一日も早い返還の実現と日ロ

平和条約を締結し、真の日ロ友好関係を確立するよ

う強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 御審議賜りまして、議決いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１６ 発議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１６ 発議案第２号

陸上自衛隊上富良野駐屯地廃止・削減に反対する意

見の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま上程いただきま

した発議案第２号について、議案の朗読をもって説

明とさせていただきます。 

 発議案第２号陸上自衛隊上富良野駐屯地廃止・削

減に反対する意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。 

 賛成者、上富良野町議会議員村上和子、同じく、

上富良野町議会議員岩崎治男。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、内閣官房長

官、防衛庁長官。 

 陸上自衛隊上富良野駐屯地廃止・削減に反対する

意見書。 

 現在、財務省が進めようとしている自衛隊定員削

減、中でも道内陸上自衛隊定員の大幅削減、その中

には上富良野駐屯地が廃止対象と報道されている。 

 今、我が国の取り巻く情勢を見ると、中国原子力

潜水艦の領海侵犯、北朝鮮の工作船、拉致事件、そ

して長距離ミサイル問題、また、北方地域における

極東ロシアの軍事力の現存など、脅威にさらされて

いる現状であります。 

 昭和３０年に、町民の大きな期待と歓喜の中でス

タートした上富良野町駐屯地であります。それから

５０年の半世紀、国の防衛施策の推進に積極的に協

力しながら、駐屯地及び隊員とともに町づくりを取

り進め、共存してきた歴史があります。また、十勝

岳噴火支援、豪雪・水害・山林火災支援など、上富

良野駐屯地隊区６市町村に対し、住民の生命、財産

を守り、また、地域や町づくりへのさまざまな対応

に献身的に貢献されており、地域との一体感ははか

り知れないものがあります。 

 つきましては、日本を取り巻く安全保障環境が変

化する中で、国の厳しい財政状況などの要因は理解

するものの、自衛隊の定員削減や駐屯地廃止がなさ

れた場合は、地域や町づくりへの影響が重大な危機

となります。また、近年の災害は大規模化し、複雑

さを極めており、ひとたび災害が発生すれば、自衛

隊の装備や人的支援を強力に願うことが必須であり

ます。特に、活火山十勝岳を抱えている町として

は、防災支援の影響が大きく、住民の心の支えをも

失うこととなり、上富良野駐屯地部隊削減すること

なく駐屯地存続を強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出いたします。 

 よろしく御審議賜りまして、御議決いただますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 提案者に何点かお伺いいた

しますが、今回の意見書の中には自衛隊の削減はや

めるべきだということの明記されております。 

 あわせて、ここの中には中国の原潜の問題、ある

いは北朝鮮の工作船の問題、極東ロシアにおける軍

事力の脅威ということが言われておりますが、しか

し、現行の中では中国においても国交外交的なつな

がりがあり、北朝鮮においては拉致問題において

は、当然許すべきものではありませんが、一定の外

交努力を行っているという状況もあります。また、

極東ロシアにおけるロシアについては、もう既に軍

事力においては崩壊するとは言っておりませんが、

かなり戦力的には弱いという状況の中で、日本政府

も西側の方をさらに増強したいというような根拠を

示しております。 

 そういう意味においては、今回の提案された意見

書の中には、この脅威があるのだという根拠そのも

のが何を示して脅威があるということを示している

のか、この点をお伺いしたいというふうに思いま

す。 

 我々の国の安全は、到底他の諸国との外交、経済

協力これによってこそ平和と暮らしが守れるわけで

ありますから、その立場に立った外交努力をするこ

とによってこそ平和問題も解決するのではないかと

いうふうに思いますので、この点については提案者

はどのようにお考えなのか、お伺いしておきたいと

思います。 

 また、とりわけ上富良野町においては、確かにこ

この文書の標題に表現にも示されているように、永

き歴史があります。また同時に、それなりの自衛隊

が減ることによる経済的な損失というのもあること
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は言うまでもありません。しかし、今、国が打ち出

してきた駐屯地やあるいは部隊の縮減・廃止という

のは戦略的なもの、あるいは経費の削減等によって

当然起こり得る状況だったのではないでしょうか。 

 今、上富良野町が自立という形の中で、みずから

の足で歩んでいこうということが叫ばれているわけ

であります。そうすれば、今、この問題が一たん解

決したとしても将来的にまた起こり得ることは当然

考えられるわけです。そうしたときに、また右往左

往するのではなくて、きちっと自分たちの町づくり

は自分たちでやるのだという自立の精神こそ、上富

良野町の将来の産業振興や住民の暮らしを守る力に

なるのだと思いますが、提案者はこの点どのように

お考えでありましょうか。 

 確かに、災害等の各種の支援等は行われていると

ころであります。しかし、自衛隊の本来の任務とい

うのは軍隊でありますから、当然、今、アメリカの

主導のもとでの自衛隊の再編成というのは即応体制

という形の中で、アメリカが万が一、他国で武力行

使を行ったときに、現在の戦力や機甲科師団では当

然間に合わないから、即対応できるような旅団化、

少人数で強固な部隊をつくろうという、こういう中

から出てきたものであります。 

 今回、イラクに派遣されている自衛隊においても

国は支持されているということを言っていますが、

しかし、この１１月１４日には自衛隊が駐留するイ

ラク南部のサマワでは、占領軍の自衛隊は出ていけ

と、こういうことが言われているわけであります。

また、同盟国としてイラクに派遣していた３７国

中、既にイラクの侵略というのは意味がない、ま

た、アメリカが言っていた大量兵器があるから、ま

た、テロ対策の一環として行うからと言っていたけ

れども、これもアメリカの一方的な主導の中で行わ

れ、逆にこういった国々が派遣した兵隊、あるいは

自衛隊、部隊がみずからの国内の反戦平和の世論に

よって引かざるを得ないという状況の中で、今は継

続が２０カ国という状況になっていることを見たと

きに、また、アメリカが言っていた大量兵器という

のは、アメリカ国内の調査でもこれはなかったとい

うことが証明されて、その根拠が崩れているという

状況であります。そういうことを考えたときに、自

衛隊の増強を行わない、これは当然であり、縮減こ

そ平和な町づくりを維持するものだと考えますが、

この点はどうでしょう。 

 さらに、災害の強化ということでは、今、中越地

震に見られるように、自衛消防力やあるいは緊急に

対する災害強力隊の支援、あるいは消防隊員の増強

など、緊急救命に対する体制の増強こそ国のお金で

きっちり行う、これが今求められていることだと思

います。そういうことを考えたときに、何も自衛隊

に頼らなくても十分災害の復旧や復興もできると考

えますが、この点では提案者はどのようにお考えで

ありましょうか、これらの点についてお伺いいたし

ます。 

○議長（中川一男君） １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま４点お尋ねいた

だというふうに理解しておりますが、近隣諸国の脅

威論につきましては、私といたしましては中国を初

め北朝鮮しかり、ソ連にいたしましても潜在的な脅

威は、依然解決していないというふうな理解に立っ

ております。 

 さまざまな平和外交ももちろん、一方の考え方と

しては当然進めていくべきことでありましょうし、

大切なことでありますが、しかし、やはり自国の最

小限度の守りを整備しておくということもこれはま

た一方においては非常に大事なことでありまして、

国を守ると、脅威に備えてということも含めまし

て、防衛ということに対しましては、私は国家を成

す中においては考え方によってはごく自然権の一つ

だというふうに私は理解しておりますので、そうい

う意味におきまして、また、最近の世論と申しま

しょうか、国際情勢を見ても中国が脅威というよう

な意味では申し上げませんが、不安定要因は拭い去

られてないというのが現状だと思います。 

 それから、自衛隊に頼らない町づくりもあるので

はないかなというようなお話でございますが、しか

し、上富良野のこの町の成り立ちの歴史から見ます

と、自衛隊も含めまして町づくりというものは、町

民総意のもとで取り進められてきておりますし、そ

のかいあって現在の上富良野の姿が成り立っている

というふうには思います。町の支える一つの柱とし

ては、全く定着しておりまして、そしてそれによっ

て今日の上富良野町のこの姿があるのだという現実

もございます。 

 ですから、私は自衛隊が存続していただくこと、

さらには削減がされないで存続していただくことが

将来の上富良野を確固たる町につくっていくため

に、絶対に削減・縮小は譲れない点だというふうに

理解しております。 

 それから、国際問題は私全然わかりませんが、た

だ、私なりの思いで３点目の自衛隊のイラク等派遣

に対する考え方等にお尋ねだと思いますが、大変そ

ういう難しい問題については見解を示すような知識

も持ち合わせておりませんが、独立国家といたしま

して、日本国政府が国民に対して安心して暮らせる

国づくりをするためには、やはりさまざまな国等の

関係から成り立って今日の日本があるわけでござい

ますから、そういう面においても自国を守るため
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に、あるいはさまざまな資源を確保するためにも国

際貢献というのは、これも一つのあるべき姿だとい

うことで理解しておりまして、どういう形で意向だ

とか世論だとかというものを報道で取り上げられて

いるのかわかりませんが、やはり総体的には国民は

十分理解しているというふうに思いますし、理解し

なければならないことだとも思っております。 

 それから、災害に関しましては、確かに質問者御

質問のとおり、緊急体制を整備することも例えば消

防だとかということも想定されているのかと思いま

すが、それも一方では当然整備、きちんと確立して

いくテーマだとは思います。しかし、実際過去を振

り返ってみましても大水害だとか、あるいは噴火の

ときだとか、非常に自衛隊が持つノウハウを生かし

た、機動力を生かした災害救助というものは、現に

我々それで過去何回となく助けられてきている現実

もございます。 

 そういう意味におきまして、ましてや富良野圏域

におきましては、自衛隊の機動力によるところが非

常に多い現実もございますので、また、そういうと

ころからも住民との強いきずなができている一つの

要因だとも思っておりますので、そういった観点か

ら上富良野駐屯地は廃止どころか削減もしてもらっ

ては困るというようなことから、今回、意見書を提

出させていただきたいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 再質問。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 提案者は、その根拠につい

は全く答えられておりません。それだけに何を意図

して、この文書を出されたのかということが読み取

れないわけであります。 

 また、当然、自衛隊の縮小にかかっては、国がそ

れにかわった代替案という形の中で地域振興策を

きっちり示す、これは当然のことであります。なぜ

そういう問題に対して、今回のこの意見書の中には

盛り込まれなかったのでありましょうか。本来、国

がやるべきことを、国がきちっと地方自治体に支援

するというのは当然のことでありますから、地方自

治体としてはそういう要望をこの中にも積極的に盛

り込むべきではなかったでしょうか。私は、この

点、なぜ明記されてないのかお伺いしておきたいと

思います。 

 また同時に、今、イラクに対する復興支援という

ことは言われておりますが、しかし、この間見ても

おわかりのように、給水活動に至っても１日２００

トンから２８０トンという形で、４万５,０００ト

ン余りの給水を行ってきましたが、しかし、政府開

発援助でこれを行えば１日当たり約３,１１０ト

ン、２週間で十分達成できるというスピードの速さ

があります。そういうことを考えたときに、いかに

復興とは名ばかりであり、文字どおりアメリカの支

援が第一であり、それを目的に住民に理解してもら

おうと、給水活動、復興支援という表向きの看板も

出したのではないでしょうか。 

 私は、改めて今回の意見書についての疑問が当然

わいてくるわけですから、なぜその脅威についても

しっかり述べられないのか、また、自衛隊の縮減と

いうのは当然でありますから、当然それにかわった

地域振興策を国にしっかり求めるという、こういう

文書の表現もなぜでき得なかったのか。かねてから

提案者もみずから言っているように、自立の町を行

くということを町長等に質問しております。そうい

うことを考えたときに、自立というのは文字どおり

ジレンマがあるわけであり、当然住民にも自衛隊の

存在というのは何か、あるいは自衛隊がなくてもど

うやったらこの町の振興ができるのかということを

この機会に問うてこそ、初めて上富良野町の将来の

町づくりというのができるのではないかと思います

が、これらの点についても提案者の見解を求めたい

と思います。 

○議長（中川一男君） １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） お答えさせていただきま

す。 

 まず脅威論につきましてですが、防衛の中身につ

いては全く素人の域を出ないわけでございますが、

いずれにいたしましても、私も素人ながら思います

のは、周辺の諸国を見ますと、具体的には説明もで

きませんし、それだけ知識も持ち合わせておりませ

んが、北朝鮮にしろ中国にしろソ連にしろ非常に私

の目から見ますと、軍事大国でございます。そうい

う中におきまして、意見書の中でも何点か述べさせ

ていただいておりますが、原潜問題だとか、あるい

は工作船問題、あるいはミサイル問題等どれをとり

ましてもこれは日本が独立国としてきちっと国民が

安心して暮らせるために、ではこれは脅威とならな

いのかというと、私はこれが脅威だと言ってこれは

はばからないと思います。そういうことからいっ

て、私の認識できる範囲内から申しましても、これ

らの事象をとらえても脅威だというふうに私は理解

しております。 

 それから、また、イラクの件に関しましてもこれ

は、これは非常に高度なお話でございまして、到底

私がお答えできるような中身でございませんが、い

ずれにいたしましてもＯＤＡを初め、そういうよう

な民間の皆さんの力だけで今のイラク情勢が貢献で

きる状況かどうかということは、私は報道を見るだ

けの情報しかございませんが、今現在は自衛隊が国

― 96 ―



 

際貢献を果たすべきだと、それがイラクの国民にも

喜ばれているというふうに理解しているわけでござ

います。そういったことで御理解をいただきたいと

思います。 

 さらに、自衛隊抜きの自立した町づくりを考える

べきではないかという御意見のようでございます

が、私はさきにも申し上げましたが、自衛隊ととも

に過去の経過を踏まえましてもやはり町民が非常に

待望して、期待をして、そして迎えてスタートした

駐屯地でございます。そういうような上富良野の過

去からの町民の思いを勘案しても、やはり自衛隊と

ともども町の方針にもございますが、やはり３本柱

の一つでございますので、非常に町民とは一体感が

ございますし、自衛隊も含めた町づくりがこれから

も上富良野としてはとっていくスタンスだというふ

うに理解しておりますので、以上の点から十分な答

弁ではないかもしれませんが、ぜひ御理解いただき

たいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 これより、討論を行います。 

 なお、この討論は、まず本案反対者、次に本案賛

成者の順に行います。 

 まず、本案に反対討論の発言を許します。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、本意見書案に反対の

立場から討論するものであります。 

 今回の意見書の出された内容を読んでみれば、あ

たかも極東ロシアやあるいは中国、北朝鮮が脅威で

あるということが述べられております。しかし、

今、提案者も述べたように、その根拠すら明確に述

べられないというお粗末なものであります。 

 私は、平和的外交的努力によってこそ国交間の解

決が図られ、平和で安心な暮らしができるものと考

えております。そういう意味では、まさに時代錯誤

と言わなければなりません。武力で物事を解決す

る、あるいは自衛隊の増強によってそれを抑止する

というのは、世界の平和の流れからしても逆行して

いると言わざるを得ません。また、この間の小泉首

相の答弁でもそういうことはまずあり得ないだろう

ということが国会でも発言されているように、まさ

に平和的外交的努力こそ平和の道が開けるのだと考

えています。 

 また、同時に、今回の陸上部隊の再編・縮小とい

うのは、アメリカの軍事協力のためのいかに日本が

現憲法を改悪して、速やかにアメリカの武力攻撃に

対処できるかという、いわゆる即応性が試されてい

るという状況であります。今回の防衛大綱の改革と

いうのもアメリカによる武力攻撃を想定して、現憲

法ではその枠を超えることができないから、憲法や

法律解釈をして速やかに自衛隊を海外に派遣する、

こういう戦略的なねらいがあるわけであります。そ

ういうことを考えたときに、私は改めてアメリカ寄

りの政策をとるのではなく、アジア諸国やあるいは

世界の国々と協力、そして共同の立場からこういう

反戦の声を広げることこそ今大事だと考えておりま

す。 

 また、同時に、この意見書の中には災害復興のた

めの自衛隊の装備や人的支援の強化ということがう

たわれております。ここで私が強調したいのは、本

来、国がこういう削減計画をするのであれば、地方

自治体にきっちりと産業振興、地域振興の対策を示

さなければならないのに、それは地方自治体で勝手

にやりなさいというのでは、余りにも冷たい話では

ないでしょうか。確かに上富良野町は、自衛隊との

永い歴史があります。多くの住民も自衛隊との交流

もあります。しかし、平和の問題とは別次元の問題

ではないでしょうか。 

 また、この意見書の中には、そういう削減後の復

興支援という点でも地域振興という点でも何一つ求

めようとしていない、そこに問題があるのではない

でしょうか。今、求められているのは災害において

も自衛隊に頼らない消防消火、人命救助の専門体制

にこそお金を国がきっちり財政配分を行う、そうい

う国民の不安をこういう専門体制の強化で解消する

ことこそが、今、求められているのはないでしょう

か。 

 また、基地に、自衛隊に頼らない町づくりという

のは、まさに自衛隊員にとっても家族にとってもこ

の上富良野町に住む住民にとっても、平和の町づく

りを目指す貴重なことではないでしょうか。私は、

駐屯地廃止・削減については反対、改めて今回の意

見書案に対して、反対の立場から意見を述べるもの

であります。 

○議長（中川一男君） 次に、本案に賛成討論の発

言を許します。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、陸上自衛隊上富良

野駐屯地廃止・削減に反対する意見の件の賛成の立

場で討論を行います。 

 このたびの新防衛計画大綱によりますと、米ソ冷

戦構造の崩壊の一方で、新たな脅威に対することが

重視される大綱に変更され、北海道の陸上自衛隊削
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減・廃止案が報道されました。上富良野町にとりま

しては、昭和３０年以降この地域の経済効果をもた

らし、振興、発展に大きなかかわりを持って、駐屯

地隊員とともに町づくりを進めてまいりました歴史

がございます。 

 十勝岳火山噴火災害による復興も成し遂げた町で

あり、水害や雪害、自然災害への防災対応を考える

とき、身近に自衛隊が存在することは、町としても

町民としても大いなる安心であります。今、廃止・

削減問題は、上富良野町の存亡にかかわる大きな問

題であります。今後も引き続き、上富良野駐屯地が

現状維持していただきますよう、削減・廃止に反対

する意見書を提出することに、賛成の立場での討論

といたします。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） これをもって、討論を終了

いたします。 

 これより、発議案第２号を起立により採決いたし

ます。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（起立者多数） 

○議長（中川一男君） 起立多数であります。 

 よって、原案は、可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１７ 発議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第１７ 発議案第３号

「介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向上

に関する検討会報告書」に係る資格取得方法の見直

しをすることを求める意見の件を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） ただいま上程されました

発議案第３号を朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 「介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向

上に関する検討会報告書」に係る資格取得方法の見

直しをすることを求める意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員村上和子。 

 賛成者、上富良野町議会向山富夫君。上富良野町

議会議員岩崎治男。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、文部科学大臣、厚生労働大臣。 

 「介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向

上に関する検討会報告書」に係る資格取得方法の見

直しをすることを求める意見書。 

 平成１６年６月２日、厚生労働省社会・援護局福

祉基盤課福祉人材確保対策室から、「介護福祉士試

験の在り方等介護福祉士の質の向上に関する検討会

報告書」が出されました。この報告書によります

と、特に「介護福祉士の資格取得方法について、指

定養成施設の卒業者が受験資格を取得する方法に統

一することを検討する」となっています。 

 また、この中で「高等学校福祉科の卒業生につい

ては、国家資格合格率は平均より高くなってきてい

る一方、介護を必要とする者は生活歴が長く、高校

生等の人生経験だけでは生活支援に対応できないな

どの側面がある」と述べられていますが、専門学校

の卒業生と人生経験にどれだけ差があると判断でき

るか疑問であります。本報告書の受験資格になる

と、高等学校福祉科の生徒が介護福祉士の資格を得

る機会を失うことになります。 

 高校生は、生活経験は未熟です。しかし、福祉科

に入学してくる生徒は、将来は福祉に関する仕事に

つきたいという目的意識の高い生徒がほとんどで

す。高校３年間で、受験資格を得られることで頑

張っています。卒業後は、就職する生徒もいます

が、福祉科で学んだことを機会に介護福祉士の資格

も得て、より専門性を深めるために看護や保育等の

上級学校へ進学し、幅広い知識、教養を身につけよ

うとする生徒もふえております。 

 就職先は、ほとんどの生徒が就学校の地域を中心

に、親元にある施設を選び、高齢化した地域の若い

人材として、地域社会に貢献する存在となっていま

す。 

 以上のことから、これまでどおり高校生にも介護

福祉士の受験資格を与えることが必要であると考え

ます。 

 よって、次の事項の実現を図られるよう強く要望

いたします。 

 記。１、介護福祉士の受験資格を指定養成施設の

卒業生に統一しないこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 御審議賜りまして、よろしくお認めいただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これにて、提案理由の説明

を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、原案のと

おり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第１８ 発議案第４号

平成１７年度地方交付税所要総額の確保に関する意

見の件を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） 上程いただきました発議

案につきまして、議案の朗読をもって説明とさせて

いただきます。 

 発議案第４号平成１７年度地方交付税所要総額の

確保に関する意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。 

 賛成者、上富良野町議会議員村上和子。同じく上

富良野町議会議員岩崎治男。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済財政

政策担当大臣。 

 平成１７年度地方交付税所要総額の確保に関する

意見書。 

 「三位一体の改革」は、真の地方分権の確立に向

けた改革であり、地方公共団体が自主的・自立的な

財政運営を行えるようにするための改革である。 

 「三位一体の改革」に係る政府・与党合意は、地

方交付税の改革について、平成１７年度、平成１８

年度は地域において必要な行政課題について適切に

財源措置を行うなど、「基本方針２００４」を遵守

することとし、地方団体の安定的な財政運営に必要

な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保

すると明記している。 

 また、「基本方針２００４」は、「財政力の弱い

団体においては、税源移譲額が国庫補助負担金の廃

止、縮減に伴い財源措置すべき額に満たない場合が

あることから、実態を踏まえつつ、地方交付税の算

定などを通じて適切に対応する」と明記していると

ころである。これは、平成１６年度の地方交付税に

ついて、理不尽にも大幅な削減が行われ、我々の国

に対する信頼関係を損ねたことの反省に立って、明

記されたものと理解している。 

 よって、平成１７年度の地方交付税は、平成１６

年度の轍を踏まぬよう、国と地方の信頼関係の構築

に努め、少なくとも平成１６年度以上の総額を絶対

確保するよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 御審議賜りまして、議決いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これにて、提案理由の説明

を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１９ 閉会中の継続調査申し出の件 

○議長（中川一男君） 日程第１９ 閉会中の継続

調査申し出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下委

員会において調査中の別紙配付の申出書の事件につ

き、会議規則第７５条の規定により閉会中も引き続

き調査したい旨の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

に付することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査に付することに可決されました。 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

────────────────── 

◎町長あいさつ 

○議長（中川一男君） ここで、町長より発言の申

し出がありますので、これを許可いたします。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 年末を迎えた本年最後の定

例会でありますので、議長のお許しを得まして一言

ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 本定例会では、初日の日曜議会から始まる３日間

にわたり、皆様方の真剣なる審議をいただき、上程

案件すべてを御議決賜りましたこと、厚くお礼を申

し上げる次第であります。 

 さて、平成１６年も残すところあとわずかになり

ました。この１年を振り返ると、国際的には１１月

２日のアメリカ大統領選挙、アルカイダのテロ対

策、イラク復興と石油価格の高騰、北朝鮮拉致問題
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など、複雑に関連した状況が展開し、国内情勢にも

大きな影響を及ぼしたところであります。 

 国内におきましても石油価格の高騰や円高・ドル

安の傾向は、産業全般に悪影響を与え、さらに異常

とも思える相次ぐ台風の上陸や１０月２３日の新潟

県中越地震など、天災に翻弄され、北海道でも２月

２３日の豪雪、９月８日の台風１８号での暴風雨、

１２月１４日の留萌管内南部の地震など、生活や産

業を直撃する被害が発生したところであります。 

 本町においても豪雪、そして遅い春や夏の猛暑、

台風到来など、異常気象は基幹産業である農業や住

宅産業施設にも被害を及ぼしましたが、それぞれ皆

様方の努力により復興・復旧を図られたことに対

し、深く敬意を表する次第であります。 

 行政運営面においては、本町は基礎自治体として

の人口を満たしていることや近隣に合併を模索する

動きがないことから、本町の将来としては自主自立

の道を選ぶしかないものと考えており、本年４月１

日からの１２課、２６班体制による新組織機構のも

とで、本年９月末に策定した新行財政改革実施計画

を着実に実践する方針を明確にしたところでありま

す。 

 過日の行政報告でもお示ししたように、今期町長

選挙で辛くも３期目の町政を担わせていただくこと

ができましたが、この選挙結果を謙虚に受けとめ、

決意を新たに町づくりに一層精進してまいる所存で

ございます。 

 三位一体改革など、税財源移譲の問題はいまだ判

然としない中で、我が町の財政運営見通しに暗い影

を落とし、一層の厳しさが加わっているところであ

り、財政規模の縮小と簡素で効率的な組織づくりは

不可欠な課題となっておるところであります。 

 現在、平成１７年度へ向けた予算編成作業に着手

いたしたところでありますが、情報共有を促進し、

町民との議論を尽くしながら事務事業の見直しに加

えて、大胆な取捨選択に取り組み、行財政運営に反

映していきたいと考えておるところでございます。 

 特に、今定例会で御議決いただきました下水道使

用料の改正につきましては、町民の皆様に負担を仰

ぐことになりますが、十分ＰＲを図りまして進めて

まいりたいと考えております。 

 また、１２月１０日に発表された新防衛計画大綱

では、陸上自衛隊の定数５,０００人の削減が示さ

れました。中期防衛計画では、北海道内では６,０

００人と、大幅な削減が割り当てられたという報道

がなされておりますが、今後の上富良野町の行く末

を左右する大きな問題であるため、町への影響が少

なくなるよう粘り強い行動を継続してまいりたいと

考えておりますので、今後とも議員各位並びに町民

皆様の御理解と御協力をお願いするところでありま

す。 

 本年を振り返ってみましたが、親族殺傷事件や一

層巧妙になるオレオレ詐欺など、殺伐とした犯罪も

多く、さきのテレビ報道にもありましたように、今

年１年を振り返って国民の思いをあらわす漢字が

「災」ということでありまして、オリンピックでの

日本選手の活躍や駒大苫小牧高校球児の活躍はあっ

たものの、明るい話題に乏しい１年でありました。

来る年が豊年で、晴れやかで喜びの多い１年となる

ことを祈るばかりであります。 

 最後になりましたが、町民の皆様並びに議員の皆

様各位には、この１年間行政運営各般にわたる御支

援、御協力を賜りましたお礼を申し上げるととも

に、町政３期目に向け変わらぬ御協力をお願いし、

さらに新年を皆様方とともに御健勝でありますこと

を心から御祈念申し上げまして、ごあいさつとさせ

ていただきます。 

 まことにありがとうございました。 

────────────────── 

 

◎議長あいさつ 

○議長（中川一男君） この際、私からもごあいさ

つを申し上げます。 

 ３月に第１回の定例、そして今日４回目、１年と

いうのは早いなと、そんな気がしております。まず

もって町長の３選ということでございまして、辛く

もとおっしゃっておりましたけれども、まずはおめ

でとうございます。心からお祝いを申し上げる次第

でございます。 

 町長も選ばれました。町の代表として選ばれてお

ります。私どもも同じ地域住民の選挙民から選ばれ

た１８名でございます。私たちも町を代表しており

ます。これを二元代表制というそうです。ヨーロッ

パの場合は、議員が市長になり、町長になり、そし

て仕切るそうでございますが、日本の場合は二元代

表制をとっておると。 

 昨日、おとといと一般質問がありました。皆さん

が立場を超え、一生懸命この町のために頑張って質

問しておりましたし、また、今日の下水道のときも

私は調整しませんでした。なぜならばといいます

と、議員１８名がそれぞれに町民から負託を受け、

背中に重いものを背負って、地域住民のために議論

しておるわけでございまして、こちらからとやかく

言うわけではない、そう思いまして調整はいたしま

せんでした。そして皆さん方が、一言一言が町のた

め、地域住民のため少しでも豊になるように、そし

て議論しているわけでございます。もちろん町長も

住民のためを思って頑張っておるわけでございまし
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て、これから私たちは来年に向けて立場を超え、ま

た、考え方を超えて一致団結しながら上富良野を少

しでもよくするように頑張っていきたいと思うわけ

であります。 

 また、健康が何よりでございますので、来年に向

けて頑張りたい、そのためには健康に留意して来年

を迎えたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。ありがとうございました。 

────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（中川一男君） これにて、平成１６年第４

回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 ２時１０分 閉会 
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